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（仮称）第３期すこやかあきた夢っ子プランの考え方

１ 子ども・子育て支援にかかる計画の目標

急速な少子化の進行と子育て家庭を取り巻く環境の変化に伴い、子育てを家庭だけに

とどめず、子どもと子育て家庭を社会全体で支え、次代を担うすべての子どもが心身と

もに健やかに成長することができるための目標を次のとおり掲げます。

「結婚・出産・子育てに関する県民の希望をかなえ、秋田の未来を拓く子どもの健や

かな成長を可能とする社会」の構築を目指します。

２ 子ども・子育て支援の実施に関する基本的考え方

目標の実現に向けて２つの政策を掲げ、子ども・子育て支援に取組みます。

◆政策１ 子育てを地域で支える体制の充実

結婚から出産・子育てを社会全体で支える機運を醸成し、子どもと子育て家庭を

社会全体で支えるために必要な体制を充実します。

◆政策２ 安心して子育てできる環境の整備

子どもの健やかな成長を可能とするため、子育てや子どもの成長に必要な環境を

整備します。

３ 計画の基本指標

政策の実施にあたっては、子育て環境の充実・整備等の成果を把握するため、次の指

標を掲げます。

また、第３期ふるさと秋田元気創造プランにおける「結婚や出産、子育ての希望をか

なえるトップレベルのサポート」は、代表指標として、「婚姻件数」と「出生数」を掲げ

ており、その内容は次のとおりです。

代表指標 単位 現状値(H28) H30 年 R1 年 R2 年 R3 年

婚姻件数 組 3,510 3,590 3,660 3,730 3,800

出生数 人 5,666 5,700 5,800 5,900 6,000

資料１

「安心して子育てができる社会になっている。」と回答した割合（秋田県県民意識調査

における「第３期ふるさと秋田元気創造プラン」の政策に関する質問項目への回答割合）

【現状】令和元年度（集計中）％ → 【目標】令和６年度 要検討



2

４ 計画の全体構成

【基本施策１】 【基本施策６】

就学前の教育・保育の総合的・計画的な提供 安全安心に子どもを育む環境づくり

【基本施策２】 【基本施策７】

地域における子ども・子育て支援の充実 子どもの健やかな成長を促す教育環

【基本施策３】 境の充実

結婚・子育てのサポート体制の充実強化

【基本施策４】

安心して子育てできる経済的支援の充実

【基本施策５】

母子保健対策の充実

◎計画の目標

「結婚・出産・子育てに関する県民の希望をかなえ、秋田の未来を拓く子どもの健やか

な成長を可能とする社会」の構築を目指します。

◆政策１

子育てを地域で支える体制の充実

結婚から出産・子育てを社会全

体で支える機運を醸成し、子ども

と子育て家庭を社会全体で支える

ために必要な体制を充実します。

◆政策２

安心して子育てできる環境の整備

子どもの健やかな成長を可能と

するため、子育てや子どもの成長

に必要な環境を整備します。



3

５ 計画の施策体系

基本施策１ 就学前の教育・保育の総合的・計画的な提供

施策１－１ 教育・保育の計画的な提供

施策１－２ 教育・保育の一体的提供および教育・保育の推進に関する体制の確保

施策１－３ 人材の養成と資質向上の推進

施策１－４ 市町村区域を超えた広域調整

施策１－５ 教育・保育情報の公表

基本施策２ 地域における子ども・子育て支援の充実

施策２－１ 地域子ども・子育て支援事業の支援と機能強化

施策２－２ 児童館を活用した児童の健全育成

施策２－３ 支援を要する子どもや家庭のサポート

基本施策３ 結婚・子育てのサポート体制の充実強化

施策３－１ 結婚・子育てを社会全体で支える機運醸成

施策３－２ 若者の就職への支援

施策３－３ 出会い・結婚支援のさらなる強化

施策３－４ 子育てと仕事の両立支援の充実

施策３－５ ライフステージに応じた切れ目のない相談体制の整備

基本施策４ 安心して子育てできる経済的支援の充実

施策４－１ 保育料や福祉医療費への支援

施策４－２ 安心して進学できる環境づくり

施策４－３ ゆとりある住宅確保等への支援

基本施策５ 母子保健対策の充実

施策５－１ 切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策と不妊への支援

施策５－２ 学童期・思春期から成人期に向けた保健対策

施策５－３ 子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり

施策５－４ 育児に困難を抱える親への支援

施策５－５ 妊娠期からの児童虐待防止対策

基本施策６ 安全安心に子どもを育む環境づくり

施策６－１ 子育てを支援する生活環境の整備

施策６－２ 子どもの安全を確保するための取組の推進

施策６－３ 犯罪被害防止対策や被害者への支援

基本施策７ 子どもの健やかな成長を促す教育環境の充実

施策７－１ きめ細かな教育の推進

施策７－２ 豊かな心と健やかな体の育成

施策７－３ 子どもの食育の推進

施策７－４ 子どもの心の育ちと青少年の健全育成

施策７－５ 地域学校協働活動の充実
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６ 本計画と整合性・調整等を図る他の計画

・県内２５市町村子ども・子育て支援事業計画

・第３期ふるさと秋田元気創造プラン

・あきた未来総合戦略

・秋田県地域福祉計画

・秋田県教育振興基本計画

・秋田県ひとり親家庭等自立促進計画

・秋田県障害者計画・秋田県障害児福祉計画

・秋田県家庭的養護推進計画

・秋田県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画

・あきた子ども・若者プラン

・秋田県男女共同参画推進計画

・秋田県自殺対策計画

※なお、本計画は秋田県母子保健計画を包含しています。

７ 計画の対象

・子ども

・子どもを育成し、または子どもを育成しようとする家庭

・子どもと子育て家庭を取り巻く関係者等（県民、幼稚園、保育所、認定こども園、

学校、地域、企業、関係団体、行政など）
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計画の目標指標（案）

基本施策 目標指標 進捗担当課

1 就学前の教

育・保育の総合

的・計画的な提

供 ［2］

1 保育所等の待機児童数（翌年度４月１日現在） 幼保推進課

2 就学前施設における小学校教育との接続を意識し

た指導計画作成率

幼保推進課

2 地域におけ

る子ども・子育

て支援の充実

［8］

3 地域子育て支援拠点年間利用者数 次世代・女性活躍支援課

4 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・

センター事業）実施市町村数

次世代・女性活躍支援課

5 病児保育事業実施市町村数 幼保推進課

6 放課後児童クラブ待機児童数（翌年度５月１日現

在）

次世代・女性活躍支援課

7 児童虐待により死亡または重大な後遺症を残す事

例の認知件数

地域・家庭福祉課

8 里親委託率 地域・家庭福祉課

9 母子家庭の母の就職率 地域・家庭福祉課

10 障害児通所支援等の利用者数 障害福祉課

3 結婚・子育

てのサポート

体制の充実強

化 ［5］

11 あきた結婚支援センターへの入会者数 次世代・女性活躍支援課

12 あきた結婚支援センターへの成婚報告者数 次世代・女性活躍支援課

13 高校生の県内就職率 高校教育課

14 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行

動計画策定企業数（従業員数 100 人以下の企業）

次世代・女性活躍支援課

15 子育て世代包括支援センター設置市町村数 次世代・女性活躍支援課

4 安心して子

育てできる経

済的支援の充

実 ［1］

16 県民意識調査｢子育て家庭への経済的支援｣での

｢十分である、概ね十分である、ふつう｣を合算し

た割合(モニタリング指標 20～50 代の加重平均)

次世代・女性活躍支援課

5 母子保健対

策の充実

［10］

17 周産期死亡率（出産千対） 医務薬事課

18 乳幼児健康診査受診率（３～５か月児） 保健・疾病対策課

19 乳幼児健康診査受診率（１歳６か月児） 保健・疾病対策課

20 乳幼児健康診査受診率（３歳児） 保健・疾病対策課

21 SOS の出し方に関する教育の実施校の割合（高等

学校）※特別支援学校を含む

保健・疾病対策課

22 SOS の出し方に関する教育の実施校の割合（小・

中学校）※特別支援学校を含む

保健・疾病対策課

23 母子保健分野に携わる関係者の専門性の向上に取

り組んでいる市町村の割合

保健・疾病対策課
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24 母子保健分野に携わる関係者の専門性の向上に取

り組んでいる県保健所の割合

保健・疾病対策課

25 妊娠・出産包括支援事業実施市町村の割合 保健・疾病対策課

26 虫歯のない３歳児の割合 健康づくり推進課

6 安全安心に

子どもを育む

環境づくり[3]

27 歩道整備率（通学路指定分） 道路課

28 地域と連携して防災訓練等を実施する学校の割合

（公立幼・小・中・高・特別支援）

保健体育課

29 インターネットの健全利用に関する啓発講座等を

実施した中学校区の割合

生涯学習課

7 子どもの健

やかな成長を

促す教育環境

の充実 ［3］

30 地場産農産物の学校給食利用率 保健体育課

31 不登校児童生徒の出現率（100 人あたり） 義務教育課

32 新体力テストにおける小中高の偏差値の平均 保健体育課



施策体系対照表

施策８－２　豊かな心と健やかな体の育成
施策８－３　子どもを育む環境の整備

第２期すこやかあきた夢っ子プラン （仮称）第３期すこやかあきた夢っ子プラン案
基本施策１　教育・保育、子育て支援の総合的・計画的な提供 基本施策１　就学前の教育・保育の総合的・計画的な提供

施策１－１　教育・保育の計画的な提供 施策１－１　教育・保育の計画的な提供
施策１－２　教育・保育の一体的提供及び教育・保
　　　　　　育の推進に関する体制の確保

施策１－２　教育・保育の一体的提供及び教育・保
　　　　　　育の推進に関する体制の確保

施策１－３　子ども・子育て支援に携わる人材の確
　　　　　　保と資質向上

施策１－３　人材の養成と資質向上の推進

施策１－４　市町村区域を超えた広域調整 施策１－４　市町村区域を超えた広域調整
施策１－５　教育・保育情報の公表 施策１－５　教育・保育情報の公表

基本施策２　地域の子育てサポート体制の整備 基本施策２　地域における子ども・子育て支援の充実
施策２－１　地域子ども・子育て支援事業の支援と
　　　　　　児童館を活用した児童の健全育成

施策２－１　地域子ども・子育て支援事業の支援と
　　　　　　機能強化

施策２－２　支援を要する子どもや家庭のサポート 施策２－２　児童館を活用した児童の健全育成
施策２－３　支援を要する子どもや家庭のサポート

基本施策３　子育てと仕事の両立の推進 基本施策３　結婚・子育てのサポート体制の充実強化
施策３－１　企業による仕事と子育てを両立できる
　　　　　　環境づくり

施策３－１　結婚・子育てを社会全体で支える
　　　　　　機運醸成
施策３－２　若者の就職への支援
施策３－３　出会い・結婚支援のさらなる強化　
施策３－４　子育てと仕事の両立支援の充実
施策３－５　ライフステージに応じた切れ目のない
　　　　　　相談体制の整備

基本施策４　子育て家庭の経済的負担の軽減　 基本施策４　安心して子育てできる経済的支援の充実
施策４－１　保育料や福祉医療費の支援の充実 施策４－１　保育料や福祉医療費への支援
施策４－２　安心して進学できる環境づくり 施策４－２　安心して進学できる環境づくり
施策４－３　ゆとりある住宅確保等の支援 施策４－３　ゆとりある住宅確保等への支援

基本施策５　子育てを支援する生活環境の整備や子どもの安全の確保 基本施策５　母子保健対策の充実
施策５－１　子育てを支援する生活環境の整備
施策５－２　子どもの安全を確保するための取組の推進
施策５－３　犯罪被害防止対策や被害者への支援

施策５－４　育児に困難を抱える親への支援
施策５－５　妊娠期からの児童虐待防止対策　

基本施策６　次の親世代に対する支援の充実強化　 基本施策６　安全安心に子どもを育む環境づくり
施策６－１　結婚や出産、家庭に対する意識の醸成 施策６－１　子育てを支援する生活環境の整備
施策６－２　若者の就職への支援

施策６－３　犯罪被害防止対策や被害者への支援

基本施策７　心と体の健康の増進 基本施策７　子どもの健やかな成長を促す教育環境の充実
施策７－１　子どもや母親の健康の確保 施策７－１　きめ細かな教育の推進
施策７－２　子どもの食育の推進 施策７－２　豊かな心と健やかな体の育成
施策７－３　子どもの心の育ちと青少年の健全育成 施策７－３　子どもの食育の推進

施策７－４　子どもの心の育ちと青少年の健全育成
基本施策８　子どもが成長するための教育環境の整備 施策７－５　地域学校協働活動の充実

施策８－１　きめ細かな教育の推進

施策５－１　切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健
　　　　　　対策と不妊への支援
施策５－２　学童期・思春期から成人期に向けた
　　　　　　保健対策
施策５－３　子どもの健やかな成長を見守り育む
　　　　　　地域づくり　

施策６－２　子どもの安全を確保するための取組
　　　　　　の推進施策６－３　「あきた結婚支援センター」による出会い

　　　　　　の機会の提供
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第 1 章 計画の概要

１ 計画の趣旨

本県では、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育成される環境の整備を図るため、平

成１７年度から１０年間にわたり秋田県次世代育成支援行動計画（前期・後期）により様々な取組を

進めてきました。

その間、平成１８年には、県の子ども・子育て支援に関する基本理念や様々な主体の責務を定めた

「秋田県子ども・子育て支援条例」を制定したほか、平成２２年度には少子化対策本部を設置するな

ど総合的な政策を推進してきました。

このような状況の中で、平成２４年には税と社会保障の一体改革の一環として、全ての子どもとそ

の保護者を支援する子ども・子育て支援３法が成立し、平成２７年度に子ども・子育て支援新制度が

本格施行されることとなりました。

本県としても、子ども・子育て支援新制度の本格施行を踏まえ、秋田県次世代育成支援行動計画（後

期計画）を見直し、子ども・子育て支援の更なる充実を図るため「第 2 期すこやかあきた夢っ子プラ

ン」を策定しました。

２ 計画の性格

「第 2 期すこやかあきた夢っ子プラン」は子ども・子育て支援に関係する次の法律及び条例に

基づく計画としての性格を併せ持つものです。

・ 子ども・子育て支援法第６２条に基づき秋田県が策定する「子ども・子育て支援事業

支援計画」

・ 次世代育成支援対策推進法第９条に基づき秋田県が策定する「地域行動計画」

・ 秋田県子ども・子育て支援条例第８条に基づき知事が定める「子ども・子育て支援に

関する基本計画」

なお、この計画は「母子保健計画」も包含しています。

３ 計画の期間

この計画は、平成２７年度から平成３１年度までの５年間を計画期間として策定しました。
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４ すこやかあきた夢っ子プランを振り返って

次世代育成支援のための各種施策を重点的に展開するため平成２１年度に策定した、秋田県次

世代育成支援行動計画（後期計画）「すこやかあきた夢っ子プラン」では２つの政策の下に７つの

基本施策を掲げ取組を進めてきました。

計画の推進において、県民の意識を把握

するため指標として掲げた「家庭や地域、

職場において、子どもを生み育てやすい環

境が整っていると思うと回答した割合」を

見ると、整っていないとの回答が平成２２

年度以降低下傾向にありますが、整ってい

るとの回答は横ばいであり、県民の意識に

おいては、子育て環境の整備についてはま

だ十分ではないとの結果が現れています。

県としても、これらの県民の声を受け止

めるとともに、急速に進む県内の人口減少

等子育てを取り巻く環境の変化や子ども・

子育て支援新制度の本格施行を踏まえ、子ども・子育て支援に関する施策を総合的に推進します。

なお、施策の進捗を図るために掲げた指標の主な状況は、次のとおりです。

それぞれの指標は、目標の達成に向け概ね順調に推移し、平成２４年度には福祉医療費（マル

福）の対象を拡大し経済的支援の充実を図りましたが、出生数は平成１９年以降毎年減少を続け

ているほか、合計特殊出生率は全国平均を下回っています。

すこやかあきた夢っ子プラン(後期計画)の主な目標指標 単位 H21年

基準値

H24年

実績値

H25年

実績値

H26年

目標値

地域子育て支援センター・つどいの広場設置市町村数(旧市町村単位) 市町村 57 59 59 64

子育て家庭優待サービス協賛店舗数(累計) 店 1,093 1,665 1,813 2,050

子育てサポーター養成人数(累計) 人 1,117 1,354 1,398 1,300

従業員数100人以下の事業所等における一般事業主行動計画策定件数 件 224 487 570 270

男性の育児休暇取得率 % 1.6 1.7 3.1 7.0

特別保育事業を実施する保育所の割合 % 100 100 100 100

放課後児童クラブの設置率(小学校区単位) % 64.0 71.6 75.7 80.0

合計特殊出生率 - 1.29 1.37 1.35 1.38

3歳児健康診査受診率 % 95.7 96.7 97.2 97.3

母子家庭の母の就業率 % 83.1 84.8 84.9 85.0

参

考

出生数：秋田県 人 7,013 6,543 6,177 6,100

合計特殊

出生率

秋田県 - 1.29 1.37 1.35 1.38

全国 - 1.37 1.41 1.43 -

女性人口(秋田県における20-39歳,住民基本台帳年齢別人口) 人 107,377 99,982 98,311 -

30.8 
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第３章 計画の目標と体系

１ 子ども・子育て支援にかかる計画の目標

人口減少への関心の高まりをはじめとする最近の子育てをめぐる社会全体の動向を踏まえ、

子ども・子育て支援を進めるための計画の目標を次のとおり掲げます。

２ 子ども・子育て支援の実施に関する基本的考え方

目標の実現に向けて２つの政策を掲げ、子ども・子育て支援に取り組みます。

◆政策１ 子ども・子育て支援の充実強化

地域の潜在需要を踏まえた幼児期の教育や保育の円滑な提供を確保するとともに、地

域の子育てサポート体制の整備を進めるなど、子ども・子育て支援の充実強化を図りま

す。

◆政策２ 子どもを産み・育てる環境の整備

子育て家庭への経済的支援や次の親世代に対する支援の強化など、結婚、妊娠、出産、

育児への切れ目のない支援を行い、安心して子どもを産み・育てることができる環境を

整備します。

３ 計画の基本指標

これらの政策の実施にあたっては、子育て環境整備等の成果を把握するため、次の指標を掲

げます。

また、第 2 期ふるさとあきた元気創造プランにおいては、代表指標として、子育て環境整備

等の成果を総括的に示す「出生数」、子どもを産み、子育てできる環境づくりの充実を示す「合計

特殊出生率」を掲げており、その内容は次のとおりです。

代表指標 単位 H25 年実績 H26 年 H27 年 H28 年 H29 年

出生数 人 6,177 6,100 6,100 6,100 6,100

合計特殊出生率 - 1.35 1.39 １.41 1.43 1.45

子ども・子育て支援新制度の本格実施や、地域が一体となって進める様々な取組を通じ、誰もが

安心して家庭を築き、子どもを産み育てたいとの希望がかなえられ、全ての子どもが健やかに成長

できる社会の実現を目標とします。

「家庭や地域、職場において、子どもを産み育てやすい環境が整っていると思う」と回答した割合

（秋田県県民意識調査における「子どもを産み育てやすい環境づくり」の政策に関する質問項目への回答割合）

【現状】平成２６年度 ３６．４% → 【目標】平成３１年度 ４５%
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４ 計画の全体構成

この計画の全体構成は、次のとおりです。

◎目標

子ども・子育て支援新制度の本格実施や、地域が一体となって進める様々な取組を通じ、誰もが

安心して家庭を築き、子どもを産み育てたいとの希望がかなえられ、全ての子どもが健やかに成長

できる社会の実現を目標とします。

◎基本施策※

※基本施策の構成

◎現状と

課題

◎施策の

方向性

◎施策の

内容

◎主な

取組

◎目標

指標

◎計画の達成状況の点検と評価

１ 基本姿勢

２ 推進体制

３ 点検と評価

１ 教育・保育、子育て支援の総合的・計画

的な提供

２ 地域の子育てサポート体制の整備

３ 子育てと仕事の両立の推進

４ 子育て家庭の経済的負担の軽減

５ 子育てを支援する生活環境の整備や子ども

の安全の確保

６ 次の親世代に対する支援の充実強化

７ 心と体の健康の増進

８ 子どもが成長するための教育環境の整備

◆政策２ 子どもを産み・育てる環境の整備

子育て家庭への経済的支援や次の親代に対す

る支援の強化等､結婚､妊娠､出産､育児への切れ

目のない支援を行い安心して子どもを産み・育

てることができる環境を整備します。

◆政策１ 子ども・子育て支援の充実強化

地域の潜在需要を踏まえた幼児期の教育や

や保育の円滑な提供を確保するとともに、地

域の子育てサポート体制の整備を進めるなど

子ども・子育て支援の充実強化を図ります。
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５ 計画の施策体系

◆政策１ 子ども・子育て支援の充実強化

基本施策１ 教育・保育、子育て支援の総合的・計画的な提供

施策１－１ 教育・保育の計画的な提供

施策１－２ 教育・保育の一体的提供及び教育・保育の推進に関する体制の確保

施策１－３ 子ども・子育て支援に携わる人材の確保と資質向上

施策１－４ 市町村区域を超えた広域調整

施策１－５ 教育・保育情報の公表

基本施策２ 地域の子育てサポート体制の整備

施策２－１ 地域子ども・子育て支援事業の支援と児童館を活用した児童の健全育成

施策２－２ 支援を要する子どもや家庭のサポート

基本施策３ 子育てと仕事の両立の推進

施策３－１ 企業による仕事と子育てを両立できる環境づくり

◆政策 2 子どもを産み・育てる環境の整備

基本施策４ 子育て家庭の経済的負担の軽減

施策４－１ 保育料や福祉医療費の支援の充実

施策４－２ 安心して進学できる環境づくり

施策４－３ ゆとりある住宅確保等の支援

基本施策５ 子育てを支援する生活環境の整備や子どもの安全の確保

施策５－１ 子育てを支援する生活環境の整備

施策５－２ 子どもの安全を確保するための取組の推進

施策５－３ 犯罪被害防止対策や被害者への支援

基本施策６ 次の親世代に対する支援の充実強化

施策６－１ 結婚や出産、家庭に対する意識の醸成

施策６－２ 若者の就職への支援

施策６－３ 「あきた結婚支援センター」による出会いの機会の提供

基本施策７ 心と体の健康の増進

施策７－１ 子どもや母親の健康の確保

施策７－２ 子どもの食育の推進

施策７－３ 子どもの心の育ちと青少年の健全育成

基本施策８ 子どもが成長するための教育環境の整備

施策８－１ きめ細かな教育の推進

施策８－２ 豊かな心と健やかな体の育成

施策８－３ 子どもを育む環境の整備



参考資料１ 第２期すこやかあきた夢っ子プラン（抜粋）

6

６ 本計画と整合・調整等を図る他の計画

本計画は、県内２５市町村が定める子ども・子育て支援事業計画と整合・調整を図るとと

もに、県が定める子ども・子育てに関連する他の計画との調和を保つものとしました。

◆整合・調整を図る計画

・県内２５市町村子ども・子育て支援事業計画

◆調和を保つ他の計画

・秋田県教育振興基本計画

・秋田県障害者計画

・秋田県ひとり親家庭等自立促進計画

・秋田県家庭的養護推進計画

・秋田県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する第４期基本計画



行動計画策定指針

カスタム検索

○行動計画策定指針

(平成二十六年十一月二十八日)

(内閣府、国家公安委員会、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第一号)

　次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第七条第一項の規定に基づき、行動計画策定指針を次のように定めたので、同
条第五項の規定により告示し、平成二十七年四月一日より適用する。

　なお、行動計画策定指針(平成二十一年／国家公安委員会、文部科学省、／厚生労働省、農林水産省、／経済産業省、国土交通省、／環
境省／告示第一号)は、平成二十七年三月三十一日限り廃止する。 

行動計画策定指針

目次

一　背景及び趣旨

二　次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項

三　市町村行動計画及び都道府県行動計画の策定に関する基本的な事項

四　市町村行動計画及び都道府県行動計画の内容に関する事項

五　一般事業主行動計画の策定に関する基本的な事項

六　一般事業主行動計画の内容に関する事項

七　特定事業主行動計画の策定に関する基本的な事項

八　特定事業主行動計画の内容に関する事項

一　背景及び趣旨

1　背景

次世代育成支援対策においては、国民が、希望どおりに働き、また、結婚、出産、子育ての希望を実現することができる環境を整え、
人々の意識を変えていくことにより、少子化と人口減少を克服することを目指す総合的な政策の推進が重要である。

次世代育成支援を迅速かつ重点的に推進するため、平成十五年七月に次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。

以下「法」という。)が制定され、地方公共団体及び事業主が行動計画を策定することを通じて、次世代育成支援対策の推進を図ってきた
ところである。

また、法とほぼ同時に制定された少子化対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)に基づき、総合的かつ長期的な少子化に対処す

るための施策の大綱として、平成十六年六月には「少子化社会対策大綱」が、またその後、平成二十二年一月には「子ども・子育てビジョ
ン」(以下「ビジョン」という。)が閣議決定され、各般の取組が実施されてきた。ビジョンでは、子どもと子育てを応援する社会の実現に向け

て、経済面の支援と保育サービス等の基盤整備とのバランスのとれた総合的な子育て支援を推進する一環として、仕事と生活の調和
(ワーク・ライフ・バランス)のための働き方の改革についても、平成二十二年度から平成二十六年度までの五年間を目途として目指すべき

施策内容と数値目標を定め、目標の達成に向けて取り組むこととされた。

また、平成十九年十二月に策定された「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」(以下「憲章」という。)及び「仕事と生活の調
和推進のための行動指針」(以下「行動指針」という。)については、平成二十二年六月、その後の施策の進捗や経済情勢の変化を踏まえ

て新たな視点や取組を盛り込んだ内容に改定され、これらを踏まえ、健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会や、多様な働き
方・生き方が選択できる社会などの実現に向けた取組が進められてきている。

その後、特に子ども・子育て支援の分野については、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、保育の量的拡大及び確保並

びに地域における子ども・子育て支援の充実等を図るため、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「支援法」とい
う。)の制定のほか、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年

法律第六十六号)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の改正を含めた子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関す
る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四

年法律第六十七号。3において「整備法」という。)が成立し、子ども・子育て支援の新たな制度(以下「子ども・子育て支援制度」という。)が
創設された。

さらに、これらの三つの法律と同時に成立した社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)に基づき平成二十四年十一
月に設置された社会保障制度改革国民会議において平成二十五年八月に取りまとめられた報告書では、社会保障四分野の一つの少子

化対策分野の改革として、「妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援」、「出産・子育てと就業継続の二者択一状況の解決」の必要性や、「子
ども・子育て支援新制度」と「ワーク・ライフ・バランス」を車の両輪として進めることや子どもの貧困対策への取組の必要性等の認識の
下、子ども・子育て支援制度に基づいた施策の着実な実施や、放課後児童対策の充実、妊娠期から子育て期にかけての有機的で連続

的な支援、育児休業期間中の経済的支援の強化、中高年世代の地域での子ども・子育て支援における活躍、社会的養護の一層の取組
等の必要性が示された。

また、平成二十五年六月には、「少子化危機突破のための緊急対策」(以下「緊急対策」という。)が少子化社会対策会議決定され、子
育て支援、働き方改革の一層の強化とともに、結婚・妊娠・出産・育児の「切れ目ない支援」や、多子世帯への支援、「産後ケア」の強化等

を進めていくこととされたところである。

こうした中、国、地方公共団体、企業の各々が法に基づく十年間の計画的・集中的な次世代育成支援対策の取組を実施することによ
り、例えば合計特殊出生率については、平成十七年に一・二六と過去最低を記録したのに対し、平成二十五年には一・四三となり、仕事

と子育てが両立できる雇用環境の整備等が進むなどの効果が見られたところである。しかしながら、現在、依然として少子化の流れが変
わり、子どもが健やかに生まれ育成される社会が実現したとまでは言えず、次世代育成支援対策の取組を更に充実していく必要がある。

このため、法の有効期限の十年間の延長、認定制度の充実等の内容を盛り込んだ、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るため

の次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十八号。以下この1において「改正法」という。)により、
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法の一部改正が行われたところである。 今後は改正法による改正後の法に基づき、認定制度の積極的な活用を促すための認知度向上
の取組を図りつつ、更なる次世代育成支援対策を推進していくとともに、法の施行状況等について検証を行い、必要に応じて、適時、より

実効性のある次世代育成支援対策を推進していくことが重要である。

また、少子化社会対策基本法に基づき、平成二十六年度末を期限とするビジョンに代わる新たな施策の大綱が策定されることとなる

が、この中で定められる政策目標も踏まえ、その達成に向けた取組を含めて、仕事と生活の調和の推進に向けた具体的な取組を進めて
いくことが重要である。

2　法の趣旨

法においては、次世代育成支援対策に関し、市町村にあっては法第八条第一項の市町村行動計画(以下「市町村行動計画」という。)を

策定することができることとされ、都道府県にあっては法第九条第一項の都道府県行動計画(以下「都道府県行動計画」という。)を策定す
ることができることとされている。また、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって常時雇用する労働者の数

が百人を超えるものにあっては法第十二条第一項の一般事業主行動計画(以下「一般事業主行動計画」という。)を策定し、厚生労働大臣
にその旨を届け出ることとされ、常時雇用する労働者の数が百人以下の一般事業主にあっては一般事業主行動計画を策定し、厚生労働

大臣にその旨を届け出るよう努めることとされている。さらに、国及び地方公共団体の機関等(以下「特定事業主」という。)にあっては、法
第十九条第一項の特定事業主行動計画(以下「特定事業主行動計画」という。)を策定することとされている。

このため、主務大臣は、これらの行動計画の策定に関する指針(以下「行動計画策定指針」という。)を定めることとされている。

この行動計画策定指針は、市町村行動計画、都道府県行動計画、一般事業主行動計画及び特定事業主行動計画の指針となるべき、

[1]次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項、[2]次世代育成支援対策の内容に関する事項、[3]その他次世代育成支援対策
の実施に関する重要事項を定めるものである。

3　支援法との関係

法は、地方公共団体及び事業主に対し、行動計画の策定を求め、十年間の集中的・計画的な取組を進める時限立法であるのに対し、

支援法は、社会保障と税の一体改革の一環として、消費税財源の投入を前提に子ども・子育て支援の充実を図る恒久法である。

次世代育成支援対策の中核となる保育サービスや各種の子育て支援事業については、従来、国が行動計画策定指針の中で定めた
参酌すべき標準に基づき、市町村行動計画において目標事業量を定めることとされていた。しかしながら、支援法の制定に伴い、これら

のサービス及び事業に関する定量的な整備目標は、支援法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画(以下「市
町村子ども・子育て支援事業計画」という。)に記載されることとなったことを踏まえ、整備法により法が改正され、参酌すべき標準に係る規

定が削除されるとともに、市町村行動計画及び都道府県行動計画(以下「市町村行動計画等」と総称する。)の策定義務が任意化されるな
ど所要の改正が行われている。

すなわち、従来保育サービスや各種の子育て支援事業の推進について法が果たしてきた役割及び機能は、恒久法たる支援法に引き

継がれたのであり、今後は、これら二つの法律が相まって、市町村行動計画等並びに一般事業主行動計画及び特定事業主行動計画と、
市町村子ども・子育て支援事業計画及び支援法第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画(四の2におい

て「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。)(以下「子ども・子育て支援事業計画」と総称する。)により、より手厚い次世代育
成支援対策が推進されることになる。

なお、策定が任意化された市町村行動計画等については、各地域の実情に応じ、必要な特定の事項のみの作成とすることも差し支え

ない。

また、市町村行動計画等については、子ども・子育て支援事業計画と一体のものとして策定して差し支えなく、これらの計画の策定手

続についても、一体的に処理して差し支えない。さらに、市町村行動計画等と子ども・子育て支援事業計画を別のものとして策定する場合
における、内容において重複する部分の記載については、子ども・子育て支援事業計画に基づき支援法第十四条第一項に規定する教

育・保育(二の1及び四の2の(1)のオにおいて「教育・保育」という。)及び支援法第五十九条に規定する地域子ども・子育て支援事業(二の
1及び四の2の(1)のオにおいて「地域子ども・子育て支援事業」という。)を実施する旨記載することとして差し支えない。

二　次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項

1　基本理念

次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭、職場その

他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならな
い。 また、次世代育成支援対策の実施に当たっては、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子

育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成二十六年内閣府告示第百五十九
号。三の4において「基本指針」という。)の「第一　子ども・子育て支援の意義に関する事項」に記載された内容を踏まえることが重要であ

る。

2　行動計画の策定の目的

地方公共団体及び事業主(特定事業主を含む。)は、本指針に即して次世代育成支援対策のための十年間の集中的・計画的な取組を
推進するため、それぞれ行動計画を策定し、次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標、実施しようとする次世代育成支援

対策の内容及びその実施時期等を定めるものとする。

3　次世代育成支援対策の推進に当たっての関係者の連携・協働

次世代育成支援対策は、児童福祉、母子保健、商工労働、教育、住宅等の各分野にまたがるものであり、関係部局が連携して部局横
断的に取り組む総合的な庁内の推進体制を整備することが重要である。その上で、国及び地方公共団体の間、市町村及び都道府県の

間、市町村間並びに国及び地方公共団体と一般事業主の間の連携等を図り、総合的な体制の下に推進されることが望ましい。

このため、行動計画には、それぞれの次世代育成支援対策の推進に当たっての関係者の連携の在り方について定めることが重要で
ある。

(1)　市町村内及び都道府県内の関係部局間の連携

市町村及び都道府県は、次世代育成支援対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、例えば、首長を本部長又は責任者として少子化

対策推進本部等を設置するなど全庁的な体制の下に、行動計画の策定やこれに基づく措置の実施を図ることが重要である。

(2)　国及び地方公共団体の連携

法第四条では、国及び地方公共団体は、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなけ
ればならないこととされている。
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次世代育成支援対策は、「働き方の改革による仕事と生活の調和の実現」と「包括的な次世代育成支援の枠組みの構築」を「車の両輪」
として取り組むことが必要であることに鑑み、国及び地方公共団体は、「次世代育成支援対策地域協議会」等の活用により、恒常的な意見

交換を行い、連携・協力して地域の実情に応じた次世代育成支援対策の推進を図ることが必要である。

(3)　市町村及び都道府県の間並びに市町村間の連携

法第十条第一項では、都道府県は、市町村に対し、市町村行動計画の策定上の技術的事項について必要な助言その他の援助の実施

に努めることとされており、小規模市町村への配慮を含め、適切に対応することが求められる。

また、市町村及び都道府県は、行動計画の策定に当たって、相互にその整合性が図られるよう、互いに密接な連携を図ることが必要であ
る。

さらに、市町村行動計画の策定に当たっては、必要に応じて広域的なサービス提供体制の整備等、近隣市町村間での連携・協力の在り
方について検討することが重要である。

(4)　国、地方公共団体等と一般事業主との連携

法第五条では、事業主は、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならないこととされている。

また、一般事業主は、一般事業主行動計画の策定やこれに基づく措置の実施に関する援助業務を行う次世代育成支援対策推進セン

ターによる相談その他の援助を活用することなどにより、適切な一般事業主行動計画の策定やこれに基づく措置の実施に努めることが望ま
しい。

さらに、地方公共団体及びその区域内に事業所を有する一般事業主は、行動計画の策定に当たって、地域における次世代育成支援対

策が効果的に実施されるよう、必要に応じて情報交換・意見交換を行う等密接な連携を図ることが重要である。

(5)　地域の事業主や民間団体等との協働

仕事と生活の調和の実現に向けた働き方の改革を始め、次世代育成支援対策は、それぞれの地域の企業、子育て支援を行う団体等が
相互に密接に連携し、協力し合いながら、地域の実情に応じた取組を進めていくことが重要である。

4　次世代育成支援対策地域協議会の活用

法第二十一条第一項では、地方公共団体、事業主、住民その他の次世代育成支援対策の推進を図るための活動を行う者は、地域に

おける次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議するため、次世代育成支援対策地域協議会(以下「地域協議
会」という。)を組織することができるとされており、地方公共団体及び一般事業主は、行動計画の策定やこれに基づく措置の実施に当

たっては、必要に応じて、地域協議会を十分に活用するとともに、密接な連携を図ることが望ましい。

地域協議会の形態としては、例えば、次に掲げるものが考えられる。

(1)　市町村及び都道府県の行動計画の策定やこれに基づく措置の実施に関し、意見交換等を行うため、地方公共団体、事業主、労働者、

子育てに関する活動を行う地域活動団体、保健・福祉関係者、教育関係者、都道府県労働局等の幅広い関係者で構成されるもの

(2)　一般事業主行動計画の策定やこれに基づく措置の実施に関し、情報交換等を行うため、地域の事業主やその団体等で構成されるもの

(3)　地域における子育て支援サービスの在り方等について検討を行うため、地域の子育て支援事業の関係者等で構成されるもの

(4)　家庭教育への支援等について検討を行うため、教育関係者等で構成されるもの

　なお、地域協議会と、支援法第七十七条第一項及び第四項に規定する審議会その他の合議制の機関について、両者に必要な構成
員を確保した上で一つの会議体に両者の機能を担わせることは差し支えない。

三　市町村行動計画及び都道府県行動計画の策定に関する基本的な事項

1　市町村行動計画及び都道府県行動計画の策定に当たっての基本的な視点

(1)　子どもの視点

我が国は、児童の権利に関する条約の締約国としても、子どもに関わる種々の権利が擁護されるように施策を推進することが要請され

ている。このような中で、子育て支援サービス等により影響を受けるのは多くは子ども自身であることから、次世代育成支援対策の推進に
おいては、子どもの幸せを第一に考え、子どもの利益が最大限に尊重されるよう配慮することが必要であり、特に、子育ては男女が協力

して行うべきものとの視点に立った取組が重要である。

(2)　次代の親の育成という視点

子どもは次代の親となるものとの認識の下に、豊かな人間性を形成し、自立して家庭を持つことができるよう、長期的な視野に立った

子どもの健全育成のための取組を進めることが必要である。

(3)　サービス利用者の視点

核家族化や都市化の進行等の社会環境の変化や国民の価値観の多様化に伴い、子育て家庭の生活実態や子育て支援に係る利用
者のニーズも多様化しており、また、農林水産業等の個々の業種ごとの家庭の特性を踏まえることも重要であることから、次世代育成支

援対策の推進においては、このような多様な個別のニーズに柔軟に対応できるように、利用者の視点に立った柔軟かつ総合的な取組が
重要である。

(4)　社会全体による支援の視点

次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、国及び地方公共

団体はもとより、企業や地域社会を含めた社会全体で協力して取り組むべき課題であることから、様々な担い手の協働の下に対策を進
めていくことが必要である。

(5)　仕事と生活の調和の実現の視点

憲章においては、仕事と生活の調和が実現した社会とは、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果

たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社
会」とされている。

働き方の見直しを進め、仕事と生活の調和を実現することは、国民の結婚や子育てに関する希望を実現するための取組の一つとし

て、少子化対策の観点からも重要であり、憲章においても、社会全体の運動として進めていくこととされている。こうした取組については、
地域においても、国及び地方公共団体や企業を始めとする関係者が連携して進め、自らの創意工夫の下に、地域の実情に応じた展開を

図ることが重要である。
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(6)　結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援の視点

緊急対策においては、多くの若者が将来家庭を持つことを望み、希望する子どもの数は平均二人以上となっているが、晩婚化・未婚化
が進み、合計特殊出生率も低い水準にとどまっており、結婚や妊娠、出産に対する国民の希望が叶えられていないとされている。

このため、「子育て支援」と「働き方改革」の一層の強化に加え、新たに「結婚・妊娠・出産支援」を対策の柱として打ち出し、結婚・妊娠・

出産・育児の切れ目ない支援を推進することが、それらに関する国民の希望を実現していくためにも重要である。

また、少子化の状況は地域によって異なっていることから、地域の創意工夫の下、地域の実情に応じた結婚・妊娠・出産・育児の切れ
目ない支援の展開を図ることが重要である。

(7)　全ての子どもと家庭への支援の視点

次世代育成支援は、保育士を始めとする専門的知識及び技術を持つ担い手ばかりでなく、様々な地域の担い手や社会資源によって担

われるものである。

また、次世代育成支援対策は、子育てと仕事の両立支援のみならず、子育ての孤立化等の問題を踏まえ、広く全ての子どもと家庭へ
の支援という観点から推進することが必要である。

その際には、社会的養護を必要とする子どもの増加や虐待等の子どもの抱える背景の多様化等の状況に十分対応できるよう、社会的

養護体制について質・量ともに整備を進めることとし、家庭的な養護の推進、自立支援策の強化という観点も十分踏まえて取組を進める
ことが重要である。

(8)　地域の担い手や社会資源の効果的な活用の視点

地域においては、子育てに関する活動を行うNPO、子育てサークル、母親クラブ、子ども会、自治会を始めとする様々な地域活動団
体、社会福祉協議会やベビーシッター等の様々な民間事業者、児童委員・主任児童委員等が活動するとともに、高齢者、障害者等に対
するサービスを提供する民間事業者等もあるほか、子育て支援等を通じた地域への貢献を希望する高齢者や育児経験豊かな主婦その

他の地域人材も多く、加えて森林等の豊かな自然環境や地域に受け継がれる伝統文化等もあることから、こうした様々な地域の担い手
や社会資源を十分かつ効果的に活用することが必要である。

　また、児童福祉法第四十八条の二及び第四十八条の三の規定を踏まえた児童養護施設等及び保育所の活用や、児童館、公民館、学
校施設等を始めとする各種の公共施設の活用を図ることも重要である。

(9)　サービスの質の視点

利用者が安心してサービスを利用できる環境を整備するためには、サービス供給量を適切に確保するとともに、サービスの質を確保す
ることが重要である。このため、次世代育成支援対策においては、サービスの質を評価し、向上させていくといった視点から、人材の資質

の向上を図るとともに、情報公開やサービス評価等の取組を進めることが重要である。

(10)　地域特性の視点

都市部と農山漁村の間の相違を始め、人口構造や産業構造、更には社会資源の状況等地域の特性は様々であり、利用者のニーズ及
び必要とされる支援策も異なることから、次世代育成支援対策においては、各地方公共団体が各々の特性を踏まえて主体的な取組を進

めていくことが必要である。

2　市町村行動計画及び都道府県行動計画の策定に当たって必要とされる手続

(1)　現状の分析

市町村行動計画等の策定に当たっては、4及び5に基づき行ってきた市町村行動計画等に基づく措置の実施状況の点検・評価の結果

を十分に踏まえることが重要である。

(2)　多様な主体の参画と情報公開

市町村行動計画等を策定し、又は変更しようとするときは、法第八条第三項及び第九条第三項に基づき、あらかじめ、住民の意見を反
映させるために必要な措置を講ずるとともに、法第八条第四項及び第九条第四項に基づき、あらかじめ、事業主、労働者、その他の関係

者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めることが必要である。

なお、事業主、労働者、その他の関係者が主体となって、利用者の視点に立った評価指標を考える仕組みを誘導するなど、行動計画
の策定段階からの多様な主体の参画を促進することも重要である。

加えて、市町村及び都道府県が、市町村行動計画等を策定し、又は変更したときは、法第八条第五項及び第九条第五項に基づき、遅

滞なく公表するよう努めることが必要である。

3　市町村行動計画及び都道府県行動計画策定の時期等

市町村行動計画等は五年ごとに、五年を一期として策定するものとされている。一回目に策定される市町村行動計画等(前期計画)に

ついては、平成二十七年度から平成三十一年度までを計画期間として策定することが望ましい。

また、二回目に策定する市町村行動計画等(後期計画)については、前期計画に係る必要な見直しを平成三十一年度までに行った上
で、平成三十二年度から平成三十六年度までを後期計画の期間として策定することが望ましい。

4　利用者の視点に立った点検・評価のための指標の導入

基本指針第三の六の3における達成状況の点検・評価と連携して、個別事業の進捗状況(アウトプット)に加え、個別事業を束ねた施策

や計画全体の成果(アウトカム)についても点検・評価することが重要である。

次世代育成支援対策の推進においては、利用者の視点に立った柔軟かつ総合的な取組が重要であり、このような取組を評価するた
め、利用者の視点に立った指標を設定し、点検・評価を行い、施策の改善につなげていくことが望まれる。

5　市町村行動計画及び都道府県行動計画の実施状況の点検・評価及び推進体制

法第八条第七項及び第九条第七項では、市町村及び都道府県は、定期的に、市町村行動計画等に基づく措置の実施の状況に関する

評価を行い、市町村行動計画等に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更することその他の必要な措置を講ずるよう努めな
ければならないものとされていることから、各種施策が利用者の直面している問題や課題の解消に役立ったか、満足できるものであった

か等、利用者側の視点に立った点検・評価を実施し、その結果を毎年度の予算編成や事業実施に反映させる、計画(Plan)、実行(Do)、評
価(Check)、改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル)を確立することが重要である。

この際、これら一連の過程を開かれたものとするため、地域における子育て支援事業の関係者や子育てに関する活動を行うNPO等が

参画する場を設けることも考えられる。その際、地域協議会などを活用することも考えられる。

また、法第八条第六項及び第九条第六項では、市町村及び都道府県は、おおむね一年に一回、市町村行動計画等に基づく措置の実
施の状況を公表するよう努めることとされており、この計画の実施状況等に係る情報の広報誌やホームページへの掲載等により、住民に
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分かりやすく周知を図るとともに、住民の意見等を聴取しつつ、その後の対策の実施や計画の見直し等に反映させるよう努めることが必
要である。

6　他の計画との関係

市町村行動計画等は、地域福祉計画(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百七条に規定する市町村地域福祉計画及び同
法第百八条に規定する都道府県地域福祉支援計画をいう。)、自立促進計画(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百

二十九号)第十一条第二項第三号に規定する自立促進計画をいう。以下同じ。)、障害者計画(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十
四号)第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画及び同条第三項に規定する市町村障害者計画をいう。)、子ども・子育て支援事業
計画、都道府県子どもの貧困対策計画(子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第九条第一項に規定す

る計画をいう。)その他の法律の規定により市町村又は都道府県が策定する計画であって、次世代育成支援に関する事項を定めるものと
の間の調和が保たれたものとすることが必要である。

なお、市町村行動計画等と盛り込む内容が重複する他の法律の規定により市町村又は都道府県が策定する計画については、市町村
行動計画等と一体のものとして策定して差し支えない。また、子ども・子育て支援事業計画との関係については、一の3の記載のとおり。

四　市町村行動計画及び都道府県行動計画の内容に関する事項

1　市町村行動計画

市町村は、住民に最も身近な地方公共団体としての役割を踏まえ、次世代育成支援対策を総合的に、かつ、きめ細かく行えるよう、子

どもと子育て家庭への支援に関連する施策及び事業を市町村行動計画に体系的に盛り込むことが必要である。

市町村行動計画に盛り込むべき事項としては、法第八条第一項において、[1]地域における子育ての支援、[2]母性並びに乳児及び幼
児の健康の確保及び増進、[3]子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、[4]子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及

び良好な居住環境の確保、[5]職業生活と家庭生活との両立の推進、[6]その他の次世代育成支援対策の実施が掲げられており、こうし
た施策の領域を踏まえ、計画の策定に当たるものとする。

計画の策定に当たっては、次に掲げる次世代育成支援対策として重要な施策を踏まえつつ、各市町村の実情に応じた施策をその内容

に盛り込むことが必要である。

なお、指定都市、中核市及び児童相談所設置市にあっては、行動計画策定指針において都道府県行動計画に盛り込まれている内容
のうち、指定都市、中核市及び児童相談所設置市が処理することとされているものについては、適切に市町村行動計画に盛り込むことが

必要である。

(1)　地域における子育ての支援

ア　地域における子育て支援サービスの充実

専業主婦家庭や母子家庭等を含めた全ての子育て家庭への支援を行う観点から、市町村子ども・子育て支援事業計画に従い、地域
における様々な子育て支援サービスの充実を図ることが重要である。

また、これらの取組に際しては、親が障害を持つ家庭等についても適切に子育て支援サービスが提供されるよう、きめ細かな配慮が求
められる。

イ　保育サービスの充実

市町村子ども・子育て支援事業計画に従い、必要な措置の実施に努めることが重要である。

ウ　子育て支援のネットワークづくり

子育て家庭に対して、きめ細かな子育て支援サービス・保育サービスを効果的・効率的に提供するとともに、サービスの質の向上を図

る観点から、地域における子育て支援サービス等のネットワークの形成を促進し、また、各種の子育て支援サービス等が、利用者に十分
周知されるよう、子育てマップや子育てガイドブックの作成・配布等による情報提供を行うことが必要である。

また、地域住民の多くが子育てへの関心・理解を高め、地域全体で子育て家庭を支えることができるよう、子育てに関する意識啓発等
を進めることが望ましい。

エ　子どもの健全育成

(ア)　児童館や青少年教育施設等を活用した地域の協力による子どもの健全育成

地域社会における子どもの数の減少は、遊びを通じての仲間関係の形成や子どもの社会性の発達と規範意識の形成に大きな影響が

あると考えられるため、全ての子どもを対象として放課後や週末等に、地域の方々の協力を得て、地域において子どもが自主的に参加
し、自由に遊べ、学習や様々な体験活動、地域住民との交流活動等を行うことができる安全・安心な居場所づくりの推進が重要である。

また、子どもの健全育成を図る上で、児童館、公民館、青少年教育施設、学校等の社会資源及び児童委員、主任児童委員、子育てに

関する活動を行うNPO、地域ボランティア、子ども会、自治会等を活用した取組を進めることが効果的である。とりわけ、子どもの健全育
成の拠点施設の一つである児童館が、子育て家庭が気軽に利用できる自由な交流の場として、絵本の読み聞かせや食事セミナーの開

催等、親子の触れ合いの機会を計画的に提供するとともに、保護者への子育て支援を積極的に実施することが重要である。また、地域
における中学生・高校生の活動拠点として、児童館の積極的な活用を図ることが重要である。青少年教育施設は、地域における青少年

の活動拠点として、自然体験活動を始めとする多様な体験活動の機会の提供を行っており、積極的な活用を図ることが重要である。学校
においては、教職員の自主的な参加・協力を得つつ、学校施設の開放等を推進することが望ましい。

さらに、児童委員・主任児童委員が、地域における子育て支援や子どもの健全育成を通じた虐待の防止の取組等子どもと子育て家庭

への支援を住民と一体となって進めることが必要である。

あわせて、性の逸脱行動の問題点等について、教育・啓発を推進することが重要である。また、いじめ問題への対応や少年非行等の
問題を抱える子どもの立ち直り支援、保護者の子育て支援並びに引きこもり及び不登校への対応においては、児童相談所、学校、保護

司、警察、地域ボランティア等が連携して地域社会全体で対処することが重要であり、地域ぐるみの支援ネットワークの整備や個別的・具
体的な問題に対して関係機関による専門チームを編成し、対応するための参加・協力体制を整備することが望ましい。

(イ)　放課後子ども総合プラン

仕事と子育ての両立を支援するため、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生の遊び及び生活の場を確保するとともに、次代
を担う人材を育成する観点から、全ての小学生が放課後等を安心かつ安全に過ごし、多様な体験及び活動を行うことができるよう、「「日

本再興戦略」改訂二〇一四」(平成二十六年六月二十四日閣議決定)に記載された「放課後子ども総合プラン」に基づき、放課後児童健全
育成事業及び地域住民等の参画を得て、放課後等に全ての子どもたちを対象として学習や体験・交流活動などを行う事業(以下「放課後

子供教室」という。)を着実に推進することが重要である。その際、小学校の余裕教室等を活用し、これらの事業を可能な限り一体的に実
施することが望ましい。 このため、市町村は、放課後児童健全育成事業の平成三十一年度に達成されるべき目標事業量(市町村子ども・

子育て支援事業計画に定める放課後児童健全育成事業の平成三十一年度の量の見込み)並びに放課後児童健全育成事業及び放課後
子供教室を一体的に実施する平成三十一年度に達成されるべき目標事業量(箇所数)を設定するとともに、放課後子供教室の平成三十

一年度までの整備計画や、放課後児童健全育成事業及び放課後子供教室の一体的な、又は連携した実施に関する具体的な方策、小学
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校の余裕教室等の活用に関する具体的な方策、教育委員会と福祉部局の具体的な連携に関する方策等について検討し、市町村行動計
画に盛り込むことが重要である。

なお、新たに放課後児童健全育成事業及び放課後子供教室を実施する場合にあっては小学校の余裕教室等でこれらの事業を一体的
に実施することを基本とすることにより、既に小学校の余裕教室等でこれらの事業を実施している場合にあっては放課後児童健全育成事

業の対象となる小学生も放課後子供教室の活動に参加することが促進されるようプログラムを充実すること、これらの事業に従事する者
等の連携を確保すること等により、これらの事業の一体的な実施を推進していくことが重要である。

また、放課後児童健全育成事業の実施に当たっては、教育委員会と福祉部局が連携して小学校の余裕教室等を活用することを基本と

し、既に放課後児童健全育成事業を実施している場合についてもニーズに応じて活用できるようにすることが望ましい。その上で、必要に
応じ、希望する幼稚園などの地域の社会資源の活用を検討するとともに、その運営に当たっては、開所時間の延長に係る取組や高齢者

等の地域の人材の活用等、地域の実情に応じた効果的・効率的な取組を推進することが重要である。

オ　地域における人材養成

子ども・子育て支援制度では、保育所や幼稚園における子育て支援のみならず、地域のニーズに応じた子育て支援を充実するため、
支援の担い手となる人材の確保が重要である。そこで、高齢者や育児経験豊かな主婦その他の地域人材を中心とした養成と、それらの

人材を効果的に活用することが重要である。

カ　その他

アからオまでに掲げる施策を実施するに当たっては、地域の高齢者の参画を得る等、世代間交流の推進を図ることが必要である。ま
た、幼稚園の園庭・園舎を開放し、子育て相談や未就園児の親子登園等を推進することや各種の子育て支援サービスの場として学校の

余裕教室等公共施設の余裕空間や商店街の空き店舗を活用することが望ましい。

(2)　母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進

母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進を図る観点から、保健、医療、福祉及び教育の分野間の連携を図りつつ、地域に
おける母子保健施策等の充実が図られる必要がある。

また、計画の策定に当たっては、二十一世紀における母子保健の国民運動計画である「健やか親子二十一(第二次)」の趣旨を十分踏
まえたものとするとともに、母子保健推進員、愛育班等の地域に根ざした住民活動との連携等についても留意することが望ましい。 さら

に、市町村保健センター等市町村において子育て支援の拠点となるべき基盤が適切に整備され、母子保健事業の推進に必要な保健師、
管理栄養士等の人材が確保されることが重要である。

ア　切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策

妊娠期、出産期、新生児期及び乳幼児期を通じて母子の健康が確保されるよう、乳幼児健診、新生児訪問、両親学級、予防接種等の

母子保健における健康診査、訪問指導、保健指導等の充実が必要である。

特に、親の育児不安の解消等を図るため、乳幼児健診の場を活用し、親への相談指導等を実施するとともに、児童虐待の発生予防の
観点を含め、妊娠期からの継続した支援体制の整備を図ることが重要である。

また、こうした乳幼児健診等の場を通じて、誤飲、転落・転倒、やけど等の子どもの事故の予防のための啓発等の取組を進めることが

望ましい。

さらに、妊娠や出産についての満足の程度が、産後のメンタルヘルスや育児の状況にも関わることから、妊娠・出産・育児期の環境整
備の充実が求められる。妊婦やその家族に対する出産準備教育や相談の場の提供等を行うことはもとより、出産体験の振り返りの機会

の提供や産後・育児期の支援の充実が必要である。

イ　学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実

十代の自殺や性、不健康やせ等の思春期における課題は、次世代の子どもの心身の健康に関する重要な課題であり、その重要性を

認識し保健対策の充実等を進めることが重要である。

十代の自殺死亡率の減少に向け、保健・福祉関係者、教育関係者、地域活動団体等の幅広い関係者が、児童生徒の問題行動の未然
防止や自殺の兆候の早期発見、原因の早期解消等に取り組むほか、児童生徒の心のケアを進める相談体制の充実が重要である。

十代の人工妊娠中絶、性感染症等の問題に対応するため、性に関する健全な意識の涵かん養と併せて、性や性感染症予防に関する

正しい知識の普及を図ることが重要である。また、妊娠前から妊娠・出産・育児に関する正しい知識を得られるなどの健康行動が求めら
れるとともに、思春期の子どもの身体的・心理的状況を理解し子どもの行動を受け止めるなど地域づくりが重要である。

さらに、喫煙や薬物等に関する教育、学童期・思春期における心の問題に係る専門家の養成及び地域における相談体制の充実等を

進めることが重要である。

ウ　「食育」の推進

朝食欠食等の食習慣の乱れや思春期やせに見られるような心と身体の健康問題が子どもたちに生じている現状に鑑み、乳幼児期か

らの正しい食事の摂り方や望ましい食習慣の定着及び食を通じた豊かな人間性の形成・家族関係づくりによる心身の健全育成を図るた
め、保健分野や教育分野を始めとする様々な分野が連携しつつ、乳幼児期から思春期まで発達段階に応じた食に関する学習の機会や

情報提供を進めるとともに、保育所の調理室等を活用した食事づくり等の体験活動や子ども参加型の取組を進めることが重要である。

また、低出生体重児の増加等を踏まえ、母性の健康の確保を図る必要があることから、妊娠前からの適切な食生活の重要性を含め、
妊産婦等を対象とした食に関する学習の機会や情報提供を進めることが重要である。

エ　子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり

親が安心して子どもを生み育て、子どもが将来に夢を持って健やかに育つ環境を築くためには、国や地方公共団体による子育て支援

策の拡充に加え、地域、学校、企業等が協調しながらネットワークを作り、親子を温かく見守り支える機運を社会全体で高めていくことが
重要である。

母子保健に携わる者は、日常の様々な活動を通じて、関連機関の連携を有機的なものとするとともに、地域におけるネットワークの構

築と成熟のための努力が重要である。

オ　小児医療の充実

小児医療体制は、安心して子どもを生み、健やかに育てることができる環境の基盤となるものであることから、小児医療の充実・確保に

取り組むこと、特に小児救急医療について、都道府県、近隣の市町村及び関係機関との連携の下、積極的に取り組むことが望ましい。

(3)　子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備

ア　次代の親の育成

男女が協力して家庭を築くこと及び子どもを生み育てることの意義に関する教育・広報・啓発について、各分野が連携しつつ効果的な
取組を推進することが必要である。

また、家庭を築き、子どもを生み育てたいと思う男女が、その希望を実現することができるようにするため、地域社会の環境整備を進め

ることが必要である。

特に、中学生、高校生等が、子どもを生み育てることの意義を理解し、子どもや家庭の大切さを理解できるようにするため、保育所、幼
稚園、児童館、乳幼児健診の場等を活用し、乳幼児と触れ合う機会を広げるための取組を推進することが必要である。
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イ　子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備

次代の担い手である子どもが個性豊かに生きる力を伸長することができるよう、次のような取組により、学校の教育環境等の整備に努

めることが必要である。

(ア)　確かな学力の向上

子どもが社会の変化の中で主体的に生きていくことができるよう、基礎的・基本的な知識・技能と思考力・判断力・表現力等、主体的に
学習に取り組む態度などの確かな学力を身につけさせるため、教育内容・方法の一層の充実を図ることが重要である。そのため、子ど

も、学校及び地域の実態を踏まえて創意工夫し、子ども一人一人に応じたきめ細かな指導の充実や外部人材の協力による学校の活性
化等の取組を推進することが望ましい。

全国学力・学習状況調査の結果から、児童生徒の学力、学力と学習状況の関係等を分析・検証し、課題がみられる学校の改善に向け

た取組への支援を行うことが重要である。

(イ)　豊かな心の育成

豊かな心を育むため、道徳教育の指導方法や指導体制の工夫改善等を進め、子どもの心に響く道徳教育の充実を図るとともに、地域
と学校との連携・協力により、農山漁村における長期宿泊体験活動を始めとした多様な体験活動や子どもの読書活動を推進する等の取

組の充実が重要である。

また、いじめ、暴力行為、不登校等に対応するために、専門家による相談体制の強化、学校、家庭、地域及び関係機関との間のネット

ワークづくり等も重要である。

(ウ)　健やかな体の育成

子どもの体力が低下傾向にあり、生活習慣の乱れや肥満の増加等の現代的課題が指摘されている現状を踏まえ、子どもが生涯にわ
たって積極的にスポーツに親しむ習慣、意欲及び能力を育成するため、優れた指導者の育成及び確保、指導方法の工夫及び改善等を

進め、体育の授業を充実させるとともに、子どもが自主的に様々なスポーツに親しむことができる運動部活動についても、外部指導者の
活用や地域との連携の推進等により改善し、また充実させる等、学校におけるスポーツ環境の充実を図ることが重要である。また、子ど

もに生涯にわたる心身の健康の保持増進に必要な知識や適切な生活習慣等を身に付けさせるための健康教育を推進することが重要で
ある。

(エ)　信頼される学校づくり

学校運営協議会制度(コミュニティ・スクール)の活用等により、保護者や地域住民の参画を得ながら学校運営の改善や学校支援の充

実を図り、社会総がかりで子どもたちを育む「地域とともにある学校づくり」を進めることが重要である。

また、指導が不適切な教員に対する人事管理を公正かつ適正に行うとともに、教員一人一人の能力や実績等を適正に評価し、それを
配置、処遇、研修等に適切に結び付けることも重要である。

さらに、子どもに安全で豊かな学校環境を提供するために、学校施設の整備を適切に行っていくことも必要である。

あわせて、学校においては、児童生徒が安心して教育を受けることができるよう、各学校が、家庭や地域の関係機関・関係団体とも連
携しながら、地域全体で子どもの安全を見守る環境を整備することが重要である。

(オ)　幼児教育の充実

市町村子ども・子育て支援事業計画に従い、必要な措置の実施に努めることが重要である。

ウ　家庭や地域の教育力の向上

学校・家庭・地域がそれぞれの役割・責任を自覚し、連携・協力し、地域社会全体で子どもを育てる観点から、家庭や地域の教育力を

総合的に高め、社会全体の教育力の向上を目指すことが重要である。

(ア)　豊かなつながりの中での家庭教育への支援の充実

家庭教育の自主性を尊重しつつ、地域や学校を始めとする豊かなつながりの中で家庭教育が行われるよう、親子の育ちを応援する学

習機会を充実させるとともに、養成した人材を活用した支援等のコミュニティの協働による家庭教育支援を強化することが重要である。ま
た、課題を抱える家庭への訪問や相談対応などを学校及び福祉等と連携して行う仕組みづくりも重要である。

さらに、早寝早起きや朝食を摂るなどの、子どもの望ましい基本的な生活習慣を育成するための環境を整えることが重要であることか

ら、企業と連携した生活習慣づくりや、中高生以上の世代向けの普及啓発を推進することが重要である。

(イ)　地域の教育力の向上

子どもが、自分で課題を見つけ、自ら学び主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する力や、他人を思いやる心や感動する心等
の豊かな人間性、たくましく生きるための健康や体力を備えた生きる力を、学校、家庭及び地域が相互に連携しつつ社会全体で育んんで

いくことが重要である。

このため、地域住民や関係機関等の協力によって、学校と地域とのパートナーシップの下に地域で学校を支える体制づくりの推進、森
林等の豊かな自然環境等、地域の資源を活用した農林漁業体験や自然体験などの多様な体験活動や子どもの読書活動の機会の積極

的な提供、世代間交流の推進及び学校施設の地域開放、総合型地域スポーツクラブの整備、スポーツ指導者の育成等子どもの多様な
スポーツニーズに応える地域のスポーツ環境の整備を図ること等により、地域の教育力を向上させ、活力ある地域づくりにもつなげること

が重要である。

また、地域における子育てに関連した様々な活動に学校の教職員が自主的に参加するよう働きかけることも望ましい。

さらに、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生の遊び及び生活の場を確保するとともに、次代を担う人材を育成する観点か

ら、放課後子ども総合プランに基づき、放課後児童健全育成事業及び放課後子供教室を着実に推進することが重要である。

エ　子どもを取り巻く有害環境対策の推進

街中の一般書店やコンビニエンスストア等で、性や暴力等に関する過激な情報を内容とする雑誌、ビデオ、コンピュータ・ソフト等が販
売されていることに加え、テレビ、インターネット等のメディア上の性や暴力等の有害情報やインターネット上のいじめについては、子ども

に対する悪影響が懸念される状況であることから、関係機関・団体やPTA、ボランティア等の地域住民と連携・協力をして、関係業界に対
する自主的措置を働きかけることが重要である。

また、スマートフォン等の新たな情報機器の普及とともに、長時間利用による生活リズムの乱れやコミュニティサイト等に起因する福祉

犯被害等が問題となっていることを踏まえ、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年
法律第七十九号)等に基づき、学校、PTA等の地域住民や関係機関・団体との連携・協力を強化し、青少年がインターネットを適切で安

全・安心に利用できるようにするため、保護者に対するフィルタリング等の普及啓発を推進する必要がある。

さらに、各種メディアへの過度な依存による弊害について啓発するとともに、子どもたちが有害情報等に巻き込まれないよう、地域、学
校及び家庭における情報モラル教育を推進することが重要である。

(4)　子育てを支援する生活環境の整備

ア　良質な住宅の確保

住生活基本計画(平成二十三年三月十五日閣議決定)に基づき、深刻な少子化の状況を踏まえ、子育て世帯を支援していく観点から、
既存ストックを活用しつつ、市場では十分な量が確保されないファミリー向け賃貸住宅の供給を支援するなどの取組を推進することが望

ましい。
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また、子育て世帯の居住の安定の確保を図るため、小さな子どものいる世帯に対する公共賃貸住宅における入居資格の緩和や優先
入居の実施等に積極的に取り組むとともに、子育て世帯の入居を受け入れることとしている民間賃貸住宅に関する情報提供を進めること

が望ましい。

イ　良好な居住環境の確保

住生活基本計画に基づき、子育て世帯が、地域において安全・安心で快適な住生活を営むことができるよう、住宅のユニバーサルデ

ザイン化や子育て支援施設を併設した住宅の供給支援を行うことが望ましい。

さらに、特に大都市地域において、職住近接型の市街地住宅の供給と良好な住宅市街地の総合的な整備などにより、利便性の高い
都心等での居住を希望する子育て世帯のニーズへの対応を図ることが望ましい。

加えて、室内空気環境の安全性を確保する観点から、シックハウス対策を推進することが必要である。

ウ　安全な道路交通環境の整備

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)に基づき、駅、官公庁施設、病院等を相互に

連絡する道路について、移動等の円滑化を推進することが望ましい。

また、生活道路等において、歩道等の整備、車両速度を抑制するような物理的デバイスの設置等の対策を進め、歩車が共存する安全

で安心な道路空間を創出すること等が望ましい。

また、事故の危険性の高い通学路において、歩道等の整備等、安全・安心な歩行空間の創出を推進することが望ましい。

さらに、妊婦等に配慮した道路上の駐停車場所の確保等を図ることが望ましい。

エ　安心して外出できる環境の整備

(ア)　公共施設、公共交通機関、建築物等のバリアフリー化

妊産婦、乳幼児連れ等全ての人が安心して外出できるよう、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく基本構
想等を踏まえ、道路、公園、公共交通機関、公的建築物等において、段差の解消等のバリアフリー化の推進に努めることが必要である。

あわせて、妊産婦への配慮、ベビーカーの安全な使用や使用者への配慮等への理解を深める「心のバリアフリー」のための取組等を行う
ことにより、ハード・ソフトの両面から一体的なバリアフリー化を進めていくことが望ましい。

(イ)　子育て世帯にやさしいトイレ等の整備

公共施設等において、子どもサイズの便器・手洗い器、ベビーベッド、ベビーチェア、ゆったりした化粧室、授乳室の設置などの子育て
世帯が安心して利用できるトイレの整備や商店街の空き店舖等を活用した託児施設等の場の整備を推進することが望ましい。

(ウ)　子育て世帯への情報提供

「子育てバリアフリー」マップの作成・配布や、各種のバリアフリー施設の整備状況等、子育て世帯へのバリアフリー情報の提供を推進

することが望ましい。

オ　安全・安心まちづくりの推進等

子どもが犯罪等の被害に遭わないようなまちづくりを進めるため、道路、公園等の公共施設や住居の構造、設備、配置等について、犯
罪等の防止に配慮した環境設計を行うことが重要である。

また、侵入による犯罪の防止を図るため、関係機関・団体と連携して、防犯性能の高いドア、窓、シャッター等の建物部品や優良防犯
機器の普及促進を図ることが重要である。

(5)　職業生活と家庭生活との両立の推進等

ア　仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し(長時間労働の抑制に取り組む労使に対する支援等を含む。)

仕事と生活の調和の実現については、憲章及び行動指針において、労使を始め国民が積極的に取り組むこと、国や地方公共団体が

支援すること等により、社会全体の運動として広げていく必要があるとされている。

このため、地域の実情に応じ、自らの創意工夫の下に、次のような施策を進めることが望ましい。その際、都道府県、地域の企業、経
済団体、労働者団体、次世代育成支援対策推進センター、都道府県労働局、仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直しや子ど

も・子育て支援に取り組む民間団体等と相互に密接に連携し、協力し合いながら、地域の実情に応じた取組を進めることが重要である。

(ア)　仕事と生活の調和の実現に向けた労働者、事業主、地域住民の理解や合意形成を促進するための広報・啓発

(イ)　法その他の関係法律、一般事業主行動計画、認定制度及び特例認定制度に関する労働者、事業主、地域住民への広報・啓発

(ウ)　仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直しや次世代育成支援対策に取り組む企業や民間団体の好事例の情報の収集提供

等

(エ)　企業における仕事と生活の調和に関する研修やコンサルタント・アドバイザーの派遣

(オ)　仕事と生活の調和の実現に積極的に取り組む企業に付与される認定マーク(くるみん)及び特例認定マーク(プラチナくるみん)の周知、
表彰制度等仕事と生活の調和を実現している企業を社会的に評価することの促進

(カ)　融資制度や優遇金利の設定、公共調達における優遇措置等による、仕事と生活の調和の実現に積極的に取り組む企業における取組

の推進

イ　仕事と子育ての両立のための基盤整備

保育サービス及び放課後児童健全育成事業の充実、ファミリー・サポート・センターの設置促進等多様な働き方に対応した子育て支援
を展開することが重要である。

(6)　結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援の推進

住民の結婚や妊娠・出産に関する希望を実現するため、結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援の推進が重要である。

このため、妊産婦等の地域の実情に応じたニーズに対応し、ライフステージの各段階に応じたきめ細かい支援を行うことが望ましい。

(7)　子どもの安全の確保

ア　子どもの交通安全を確保するための活動の推進

子どもを交通事故から守るため、警察、保育所、学校、児童館、関係民間団体等との連携・協力体制の強化を図り、総合的な交通事故
防止対策を推進することが必要である。

(ア)　交通安全教育の推進

子ども及び子育てを行う親等を対象とした参加・体験・実践型の交通安全教育を交通安全教育指針(平成十年国家公安委員会告示第

十五号)に基づき段階的かつ体系的に行うとともに、地域の実情に即した交通安全教育を推進するため、交通安全教育に当たる職員の
指導力の向上及び地域における民間の指導者の育成が重要である。

(イ)　チャイルドシートの正しい使用の徹底

チャイルドシートの正しい使用の徹底を図るため、チャイルドシートの使用効果及び正しい使用方法について普及啓発活動を積極的に
展開するとともに、正しい使用を指導する指導員を養成することにより、幼児の保護者等に対する指導・助言、情報提供等の充実を図る

ほか、チャイルドシートの貸出制度、助成制度等を積極的に実施・拡充することにより、チャイルドシートを利用しやすい環境づくりを進め
ることが重要である。
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(ウ)　自転車の安全利用の推進

子どもの自転車乗車時の乗車用ヘルメットの着用及び幼児同乗用自転車の幼児用座席におけるシートベルトの着用を推進するととも

に、少子化対策や子育て支援の観点から幼児二人同乗用自転車の普及が促進されるよう、貸出制度、助成制度等の導入や拡充、安全
利用に係る情報提供等について推進することが重要である。

イ　子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進

子どもを犯罪等の被害から守るため、次の施策を講ずることが重要である。

(ア)　住民の自主防犯行動を促進するための犯罪等に関する情報の提供の推進

(イ)　子どもを犯罪等の被害から守るための関係機関・団体との情報交換の実施

(ウ)　学校付近や通学路等におけるPTA等の学校関係者や防犯ボランティア、少年警察ボランティア等の関係機関・団体と連携したパトロー

ル活動等の安全対策の推進及び学校と警察との橋渡し役としてのスクールサポーターの活用の推進

(エ)　子どもが犯罪の被害に遭わないようにするための被害防止教育の推進

(オ)　子どもの安全確保等のために活動する防犯ボランティア等に対する支援

ウ　被害に遭った子どもの保護の推進

いじめ、児童虐待、犯罪等により被害を受けた少年の精神的ダメージを軽減し、立ち直りを支援するため、子どもに対するカウンセリン

グ、保護者に対する助言等学校や児童相談所等の関係機関と連携したきめ細かな支援を実施することが必要である。

(8)　要保護児童への対応などきめ細かな取組の推進

ア　児童虐待防止対策の充実

養育支援を必要とする家庭を早期に把握し、地域の子育て支援を活用して虐待を予防するほか、虐待の早期発見、早期対応に努め、
児童相談所の権限や専門性を要する場合には、遅滞なく児童相談所の介入を求めることが重要であり、このための関係機関との連携強

化が望まれる。

(ア)　関係機関との連携及び市町村における相談体制の強化

市町村における虐待の発生予防、早期発見、早期対応等のためには、地域の関係機関の連携並びに情報の収集及び共有により支援

を行う要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の取組及び機能の強化が重要である。具体的には、協議会に、市町村(児童
福祉、母子保健等の担当部局)、児童相談所、保健センター、保健所、児童委員、保育所及び児童家庭支援センターその他の児童福祉

施設、学校、教育委員会、警察、医療機関並びにNPO、ボランティア等の民間団体等幅広い関係者の参加を得ることが望ましい。

また、協議会の効果的な運営並びに市町村の虐待相談対応における組織的な対応及び適切なアセスメントを確保するため、要保護児
童対策調整機関等の市町村の関係機関への専門性を有する職員の配置や、都道府県等が実施する講習会等への参加、児童相談所の

持っている相談対応や援助の技術等を提供すること等を通じた市町村の相談体制等の強化及び資質の向上を図ることが望ましい。

さらに、市町村は、一時保護等の実施が適当と判断した場合における児童相談所長等への通知を始め、児童相談所の専門性や権限
を要する場合に児童相談所に適切に援助を求めるほか、都道府県と相互に協力して、児童虐待による死亡事例等の重大事例の検証を

行うべきである。これらの取組を通じ、市町村は都道府県との連携強化を図ることが望まれる。

(イ)　発生予防、早期発見、早期対応等

虐待の発生予防のため、健康診査や保健指導等の母子保健活動や地域の医療機関等との連携、乳児家庭全戸訪問事業の実施等を
通じて、妊娠、出産及び育児期に養育支援を必要とする子どもや妊婦の家庭を早期に把握するとともに、特に支援を必要とする場合に

は、養育支援訪問事業等の適切な支援につなげることが重要である。

このためには、市町村において児童福祉担当部局と母子保健担当部局が緊密な連携を図るとともに、医療機関等と市町村が効果的

に情報の提供及び共有を行うための連携体制の構築を図ることが重要である。

また、乳幼児等を対象とする保健・福祉サービス(乳幼児健康診査や予防接種、乳児家庭全戸訪問事業など)を受けていない家庭や、
必要な届出を行わないままに転出入を繰り返す家庭等の居住実態が把握できない家庭については、虐待発生のリスクが高い家庭と考

え、市町村内の子どもに関わる関係部署等(母子保健、児童福祉、住民基本台帳等の担当部署や医療、教育、警察等の関係機関)と連
携して当該家庭の実態の把握に努めるとともに、協議会において関係機関で情報を共有し、支援の必要性や支援の方針・内容等を検討

すべきである。

さらに、市町村は、虐待の発生予防、早期発見等のため、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第六条第一
項の規定による通告の義務等について必要な広報その他の啓発活動に努めるとともに、児童委員やNPO、ボランティア等の民間団体な

どを積極的に活用することが重要である。

(ウ)　社会的養護施策との連携

市町村が次世代育成支援対策を推進するに際しては、子育て短期支援事業を実施する児童養護施設等との連携、市町村の求めに応
じて技術的助言等を行う児童家庭支援センターの活用等、社会的養護の地域資源を地域の子ども・子育て支援に活用するための連携が

重要である。他方で、地域の里親や地域分散化を進める児童養護施設等において子どもが健やかに成長するためには、市町村、学校、
民間団体等の地域の関係機関の理解と協力のほか、里親の開拓や里親支援につながる広報・啓発等における都道府県との連携によ

り、地域の中で社会的養護が行えるような支援体制の整備をすることが重要である。また、母子生活支援施設については、母子が一緒に
生活しつつ母と子の関係に着目した支援を受けることができることから、福祉事務所、児童相談所、婦人相談所等の関係機関と連携し、

その積極的な活用、支援機能の充実、広域利用の推進を図ることが重要である。

イ　母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進

母子及び父子並びに寡婦福祉法第六条第四項に規定する母子家庭等(以下「母子家庭等」という。)が増加している中で、母子家庭等
の子どもの健全な育成を図るためには、母子及び父子並びに寡婦福祉法等の規定を踏まえて、きめ細かな福祉サービスの展開と自立・

就業の支援に主眼を置き、子育て・生活支援策、就業支援策、養育費の確保策及び経済的支援策について、地域の母子家庭等の現状
を把握しつつ、総合的な対策を適切に実施していくよう努めることが重要である。

具体的には、子育て短期支援事業、母子家庭日常生活支援事業及び父子家庭日常生活支援事業、保育所の入所及び放課後児童健
全育成事業等の利用に際しての配慮等の各種支援策を推進するとともに、市及び福祉事務所を設置する町村においては、国の基本方

針に則して、自立促進計画を策定する等により母子家庭等就業・自立支援事業や母子家庭等自立支援給付金事業等を総合的・計画的
に進め、母子家庭等に対する支援を充実させるとともに、就業支援の実施に当たっては、就業支援専門員を配置しワンストップでの支援

を提供するとともに、公共職業安定所等と十分に連携し、効果的な実施に努めることが重要である。

また、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業を促進するため、民間事業者に対する協力の要請や母子・父子福祉団体等の受注機会
の増大への努力等、必要な施策を講ずるように努めることも必要である。

さらに、住民に身近な地方公共団体として、母子家庭等に対する相談体制の充実や施策・取組についての情報提供を行うよう努めるこ

とが重要である。

ウ　障害児施策の充実等

障害の原因となる疾病及び事故の予防、早期発見並びに治療の推進を図るため、妊婦及び乳幼児に対する健康診査並びに学校にお
ける健康診断等を推進することが重要である。 また、障害児等特別な支援が必要な子どもの健全な発達を支援し、身近な地域で安心し

9/23 ページ行動計画策定指針｜厚生労働省

2019/08/01https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/kaisei/kaisei-houshin.html

参考資料２



て生活できるようにする観点から、自立支援医療(育成医療)の給付のほか、年齢や障害等に応じた専門的な医療や療育の提供が重要で
ある。また、保健、医療、福祉、教育等の各種施策の円滑な連携により、在宅支援の充実、就学支援を含めた教育支援体制の整備等の

一貫した総合的な取組を推進するとともに、児童発達支援センター等による地域支援・専門的支援の強化や保育所等訪問支援の活用を
通して地域の障害児等特別な支援が必要な子どもとその家族等に対する支援の充実に努めることが重要である。

さらに、自閉症、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)等の発達障害を含む障害のある子どもについては、障害の状態に応じ
て、その可能性を最大限に伸ばし、当該子どもが自立し、社会参加をするために必要な力を培うため、教員、保育士等の資質や専門性

の向上を図るとともに、専門家等の協力も得ながら一人一人の教育的ニーズに応じた適切な支援等を行うことが重要である。

そのためには、乳幼児期を含め早期からの教育相談や就学相談を行うことにより、本人や保護者に十分な情報を提供するとともに、認
定こども園、幼稚園、保育所、小学校、特別支援学校等において、保護者を含めた関係者が教育上必要な支援等について共通理解を深

めることにより、保護者の障害受容及びその後の円滑な支援につなげていくことが重要である。また、本人及び保護者と市町村、教育委
員会、学校等とが、教育上必要な支援等について合意形成を図ることが望まれる。

特に発達障害については、社会的な理解が十分になされていないことから、適切な情報の周知も重要であり、さらに家族が適切な子育

てを行えるよう家族への支援を行うなど、発達障害者支援センターとの連携を密にしながら、支援体制整備を行うことが重要である。

支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設、支援法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者、放課後児
童健全育成事業を行う者等は、障害児等特別な支援が必要な子どもの受入れを推進するとともに、受入れに当たっては、各関係機関と

の連携を図ることが重要である。

2　都道府県行動計画

都道府県は、次に掲げる都道府県が実施する施策と併せて、各市町村の計画的な施策の実施を支援するための措置を含めて、子ど
もと子育て家庭への支援に関連する施策及び事業を都道府県行動計画に体系的に盛り込むことが必要である。

都道府県行動計画に盛り込むべき事項としては、法第九条第一項において、[1]地域における子育ての支援、[2]保護を要する子どもの

養育環境の整備、[3]母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、[4]子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、[5]
子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、[6]職業生活と家庭生活との両立の推進、[7]その他の次世代育

成支援対策の実施が掲げられており、こうした施策の領域を踏まえ、計画策定に当たるものとする。

計画の策定に当たっては、次に掲げる次世代育成支援対策として重要な施策を踏まえつつ、各都道府県の実情に応じた施策をその内
容に盛り込むことが必要である。

(1)　地域における子育ての支援

ア　地域における子育て支援サービスの充実

子育て支援に関するシンポジウムやセミナーの開催等により、地域全体で子育ての在り方を考えるための気運づくりや、子育て支援や
子どもの健全育成に資するための子どもの視点に立った人材の確保・養成及び質の向上に努めることが重要である。

また、特定の市町村において、単独では実施することが困難なサービスがある場合には、広域的な観点から、市町村間の調整を行うこ

とが望ましい。

イ　保育サービスの充実

都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に従い、必要な措置の実施に努めることが重要である。

ウ　子育て支援のネットワークづくり

子育て支援サービス等の質の向上等を図る観点から、子育て支援サービスの都道府県の区域におけるネットワークの形成を促進する

とともに、子育て支援サービス等に関する市町村やNPO等の先進的な取組事例を収集し、情報提供する等の支援を行うことが望ましい。

エ　子どもの健全育成

(ア)　児童館や青少年教育施設等を活用した地域の協力による子どもの健全育成

子どもの健全育成の拠点施設である児童館が、子育て家庭の自由な交流の場や地域における中学生・高校生の活動拠点として役割
を果たすことができるよう、計画的な施設の整備、体系的な研修や人材の養成、効果的な広報活動及び関係機関等の間の連携・協力体

制の構築を図ることが重要である。また、青少年教育施設は、地域における青少年の活動の拠点として、自然体験活動を始めとする多様
な体験活動の機会と場の提供を行っており、積極的な活用を図ることが重要である。

また、性の逸脱行動の問題点等について、教育・啓発を推進することが重要である。さらに、いじめ問題への対応や少年非行等の問題

を抱える子どもの立ち直り支援、保護者の子育て支援並びに引きこもり及び不登校への対応においては、児童相談所、学校、保護司、警
察、地域ボランティア等が連携して地域社会全体で対処することが重要であり、地域ぐるみの支援ネットワークの整備や個別的・具体的

な問題に対して関係機関による専門チームを編成し、対応するための参加・協力体制を整備することが望ましい。

(イ)　放課後子ども総合プラン

市町村が「放課後子ども総合プラン」に基づく取組を円滑に進め、放課後児童健全育成事業及び放課後子供教室の整備を促進してい

くため、都道府県は、放課後児童健全育成事業に従事する者及び放課後子供教室に参画する者の確保及び資質の向上を図るとともに、
教育委員会と福祉部局との連携を図ることが重要である。このため、都道府県は、地域の実情に応じた研修の実施方法等、教育委員会

と福祉部局との具体的な連携に関する方策等について検討し、都道府県行動計画に盛り込むことが重要である。研修については、放課
後児童支援員となるための研修のほか、放課後児童健全育成事業に従事する者及び放課後子供教室に参画する者の資質の向上を図
るとともに、情報の共有等を行う観点から、放課後児童健全育成事業及び放課後子供教室に係る人材の養成等のための合同の研修を

実施することが望ましい。

オ　地域における人材養成

子ども・子育て支援制度では、教育・保育を行う者及び地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保並びに資質の向上について

は、都道府県の責務とされている。

子ども・子育て支援制度では、保育所や幼稚園だけでなく、地域のニーズに応じた子育て支援を充実させるため、保育士等の確保だけ
でなく、保育士等以外の担い手となる人材の確保が必要である。そこで、高齢者や育児経験豊かな主婦その他の地域人材を中心とした

養成とそれらの人材を効果的に活用することが重要である。

(2)　母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進

母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進を図る観点から、保健、医療、福祉及び教育の分野間の連携を図りつつ、母子保
健施策等の充実が図られる必要がある。

また、計画の策定に当たっては、二十一世紀における母子保健の国民運動計画である「健やか親子二十一(第二次)」の趣旨を十分踏

まえたものとすることが望ましい。

さらに、保健所等都道府県において地域保健における広域的、専門的かつ技術的拠点となるべき基盤が適切に整備され、母子保健事
業の推進に必要な協力・支援等を実施するための保健師、管理栄養士等の人材が確保されることが重要である。

ア　切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策
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安心して子どもを生み、健やかに育てることができる環境づくりの一環として、周産期医療を必要とする新生児及び妊産婦に対応する
ため、周産期救急情報システムの整備を図る等周産期医療体制の整備を進めることが重要である。

また、妊娠期、出産期、新生児期及び乳幼児期を通じて母子の健康が確保されることが重要である。乳幼児健診、新生児訪問、両親
学級、予防接種等の母子保健における健康診査、訪問指導、保健指導等の事業の多くは市町村により行われているが、都道府県として

は、広域的かつ専門的な立場から課題の把握等を行い、市町村と連携しつつ、課題の解決に向けた取組を充実させることが重要であ
る。

また、様々な機会を通じて、誤飲、転落・転倒、やけど等の子どもの事故の予防のための啓発等の取組を進めることが望ましい。

さらに、妊娠や出産についての満足の程度が、産後のメンタルヘルスや育児の状況にも関わることから、市町村と連携を図りつつ、妊

娠・出産・育児期の環境整備の充実が必要である。

イ　学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実

十代の自殺や性、不健康やせ等の思春期における課題は、次世代の子どもの心身の健康に関する重要な課題であり、その重要性を
認識し保健対策の充実等を進めることが重要である。

性に関する健全な意識の涵かん養を図るため、専門的・広域的観点からの情報収集及び調査研究を進め、効果的な情報提供の体制

の整備を図ることが重要である。また、妊娠前から、妊娠・出産・育児に関する正しい知識を得られるなどの健康行動が求められるととも
に、思春期の子どもの身体的・心理的状況を理解し子どもの行動を受け止めるなど地域づくりが重要である。

さらに、喫煙や薬物等に関する教育、学童期・思春期における心の問題に係る専門家の養成及び地域における相談体制の充実等を
進めることが重要である。

ウ　「食育」の推進

乳幼児期からの正しい食事の摂り方や望ましい食習慣の定着、食を通じた豊かな人間性の形成・家族関係づくりによる心身の健全育

成を図るとともに、母性の健康の確保を図るため、「食育」について地域社会全体で推進することが重要であることから、保健分野や教育
分野を始めとする様々な分野が連携しつつ、専門的・広域的観点からの情報収集及び調査研究を進め、効果的な情報提供の体制を整

備するとともに、食に関する関係機関等のネットワークづくりを進めることが重要である。

エ　子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり

親が安心して子どもを生み育て、子どもが将来に夢を持って健やかに育つ環境を築くためには、国や地方公共団体による子育て支援
策の拡充に加え、地域、学校、企業等が協調しながらネットワークを作り、親子を温かく見守り支える機運を社会全体で高めていくことが

重要である。

母子保健に携わる者は、日常の様々な活動を通じて、関連機関の連携を有機的なものとするとともに、地域におけるネットワークの構
築と成熟のための努力が重要である。

オ　小児医療の充実

子どもが地域において、いつでも安心して医療サービスを受けられるよう小児医療の充実を図ること、特に、休日・夜間における小児救
急患者を受け入れる小児救急医療体制の整備を推進することが重要である。

カ　小児慢性特定疾病対策の推進

子どもの健全育成の観点から、治療が長期間にわたり医療費の負担も高額となる小児慢性特定疾病児童等の保護者に対して、医療

費助成を実施することが必要である。

また、小児慢性特定疾病児童等については、その自立支援が重要であることから、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業について
任意事業も含め、着実に実施することが重要である。当該事業を実施する際には、慢性疾病児童等地域支援協議会等において、関係者

の間で地域における小児慢性特定疾病対策に関する課題を共有するとともに、必要な支援策について、患者・家族の意見等も踏まえつ
つ、検討していくことが必要である。

キ　不妊に悩む方に対する支援充実

子どもを持ちたいのに子どもができない場合に不妊治療を受けるケースが多くなっていることを踏まえ、不妊に関する医学的な相談や
不妊による心の悩みの相談等を行う不妊専門相談センターの整備を図るとともに、医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる配偶
者間の不妊治療への経済的支援を行うことが望ましい。

(3)　子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備

ア　次代の親の育成

男女が協力して家庭を築くこと及び子どもを生み育てることの意義に関する教育・広報・啓発について、各分野が連携しつつ効果的な
取組を推進することが必要である。

また、家庭を築き、子どもを生み育てたいと思う男女が、その希望を実現することができるようにするため、地域社会の環境整備を進め

ることが必要である。

特に、若年者が自立して家庭を持てるようにするため、若年者、特に不安定就労若年者(フリーター)等に対し、意識啓発や職業訓練等
を積極的に行うことにより、若年者の能力開発を推進し、適職選択による安定就労及びキャリア形成を支援することが必要である。

イ　子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備

次代の担い手である子どもが個性豊かに生きる力を伸長することができるよう、次のような取組により、学校の教育環境等の整備に努
めることが重要である。

(ア)　確かな学力の向上

子どもが社会の変化の中で主体的に生きていくことができるよう、基礎的・基本的な知識・技能と思考力・判断力・表現力等、主体的に

学習に取り組む態度などの確かな学力を身に付けさせるため、教育内容及び方法の一層の充実を図ることが重要である。そのため、子
ども、学校及び地域の実態を踏まえて創意工夫し、子ども一人一人に応じたきめ細かな指導の充実や外部人材の協力による学校の活性

化等の取組を推進することが望ましい。

また、高等学校においては、多様化する生徒の実情を踏まえつつ、高校生の学習成果を多面的・客観的に評価する取組を進めるとと
もに、その結果を高等学校の指導改善等に活用することなどを通じた教育の質の保証と向上を促すことが重要である。

(イ)　豊かな心の育成

豊かな心を育むため、道徳教育の指導方法や指導体制の工夫改善等を進め、子どもの心に響く道徳教育の充実を図るとともに、地域

と学校との連携・協力により、農山漁村における長期宿泊体験活動を始めとした多様な体験活動や子どもの読書活動を推進する等の取
組の充実が重要である。

また、いじめ、暴力行為、不登校等に対応するために、専門家等による相談体制の強化、学校、家庭、地域及び関係機関との間のネッ

トワークづくり等も重要である。

(ウ)　健やかな体の育成

子どもの体力が低下傾向にあり、生活習慣の乱れや肥満の増加等の現代的課題が指摘されている現状を踏まえ、子どもが生涯にわ

たって積極的にスポーツに親しむ習慣、意欲及び能力を育成するため、優れた指導者の育成及び確保、指導方法の工夫及び改善等を
進め、体育の授業を充実させるとともに、子どもが自主的に様々なスポーツに親しむことができる運動部活動についても、外部指導者の
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活用や地域との連携の推進等により改善し、また充実させる等、学校におけるスポーツ環境の充実を図ることが必要である。また、子ど
もに生涯にわたる心身の健康の保持増進に必要な知識や適切な生活習慣等を身に付けさせるための健康教育を推進することが重要で

ある。

(エ)　信頼される学校づくり

学校運営協議会制度(コミュニティ・スクール)の活用等により、保護者や地域住民の参画を得ながら学校運営の改善及び学校支援の

充実を図り、社会総がかりで子どもたちを育む「地域とともにある学校づくり」を進めることが重要である。

また、指導が不適切な教員に対する人事管理を公正かつ適切に行うとともに、教員一人一人の能力や実績等を適正に評価し、それを
配置、処遇、研修等に適切に結び付けることも重要である。

さらに、子どもに安全で豊かな学校環境を提供するために、学校施設の整備を適切に行っていくことも必要である。

あわせて、学校においては、児童生徒が安心して教育を受けることができるよう、各学校が、家庭や地域の関係機関・関係団体とも連

携しながら、地域全体で子どもの安全を見守る環境を整備することが重要である。

(オ)　幼児教育の充実

都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に従い、必要な措置の実施に努めることが重要である。

ウ　家庭や地域の教育力の向上

学校・家庭・地域がそれぞれの役割・責任を自覚し、連携・協力し、地域社会全体で子どもを育てる観点から、家庭や地域の教育力を

総合的に高め、社会全体の教育力の向上を目指すことが必要である。

(ア)　豊かなつながりの中での家庭教育への支援の充実

家庭教育の自主性を尊重しつつ、地域や学校を始めとする豊かなつながりの中で家庭教育が行われるよう、親子の育ちを応援する学
習機会を充実するとともに、養成した地域人材を活用した支援等のコミュニティの協働による家庭教育支援を強化することが重要である。

また、課題を抱える家庭への訪問や相談対応などを学校及び福祉等と連携して行う仕組みづくりが重要である。

さらに、早寝早起きや朝食を摂るなどの、子どもの望ましい基本的な生活習慣を育成するための環境を整えることが重要であることか
ら、企業と連携した生活習慣づくりや、中高生以上の世代向けの普及啓発を推進することが重要である。

(イ)　地域の教育力の向上

子どもが、自分で課題を見つけ、自ら学び主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する力や、他人を思いやる心や感動する心等
の豊かな人間性、たくましく生きるための健康や体力を備えた生きる力を、学校、家庭及び地域が相互に連携しつつ社会全体で育んでい

くことが重要である。

このため、地域住民や関係機関等の協力によって、学校と地域のパートナーシップの下に地域で学校を支える体制づくりの推進、森林
等の豊かな自然環境等、地域の資源を活用した農林漁業体験や自然体験などの多様な体験活動や子どもの読書活動の機会の積極的

な提供、世代間交流の推進及び学校施設の地域開放、総合型地域スポーツクラブの整備、スポーツ指導者の育成等子どもの多様なス
ポーツニーズに応える地域のスポーツ環境の整備を図ること等により、地域の教育力を向上させ、活力ある地域づくりにもつなげることが

重要である。

また、地域における子育てに関連した様々な活動に学校の教職員が自主的に参加するよう働きかけることも望ましい。

さらに、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生の遊び及び生活の場を確保するとともに、次代を担う人材を育成する観点か
ら、「放課後子ども総合プラン」に基づき、放課後児童健全育成事業及び放課後子供教室を着実に推進することが重要である。

エ　子どもを取り巻く有害環境対策の推進

街中の一般書店やコンビニエンスストア等で、性や暴力等に関する過激な情報を内容とする雑誌、ビデオ、コンピュータ・ソフト等が販
売されていることに加え、テレビ、インターネット等のメディア上の性や暴力等の有害情報やインターネット上のいじめについては、子ども

に対する悪影響が懸念される状況であることから、関係機関・団体やPTA、ボランティア等の地域住民と連携・協力をして、関係業界に対
する自主的措置を働きかけることが重要である。

また、スマートフォン等の新たな情報機器の普及とともに、長時間利用による生活リズムの乱れやコミュニティサイト等に起因する福祉

犯被害等が問題となっていることを踏まえ、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律等に基づ
き、学校、PTA等の地域住民や関係機関・団体との連携・協力を強化し、青少年がインターネットを適切で安全・安心に利用できるように

するため、保護者に対するフィルタリング等の普及啓発を推進する必要がある。

さらに、各種メディアへの過度な依存による弊害について啓発するとともに、子どもたちが有害情報等に巻き込まれないよう、地域、学
校及び家庭における情報モラル教育を推進することが重要である。

(4)　子育てを支援する生活環境の整備

ア　良質な住宅の確保

住生活基本計画に基づき、深刻な少子化の状況を踏まえ、子育て世帯を支援していく観点から、既存ストックを活用しつつ、市場では

十分な量が確保されないファミリー向け賃貸住宅の供給を支援するなどの取組を推進することが望ましい。

また、子育て世帯の居住の安定の確保を図るため、小さな子どものいる世帯に対する公共賃貸住宅における入居資格の緩和や優先
入居の実施等に積極的に取り組むとともに、子育て世帯の入居を受け入れることとしている民間賃貸住宅に関する情報提供を進めること

が望ましい。

イ　良好な居住環境の確保

住生活基本計画に基づき、子育て世帯が、地域において安全・安心で快適な住生活を営むことができるよう、住宅のユニバーサルデ

ザイン化や子育て支援施設を併設した住宅の供給支援を行うことが望ましい。

また、特に大都市地域において、職住近接型の市街地住宅の供給と良好な住宅市街地の総合的な整備などにより、利便性の高い都
心等での居住を希望する子育て世帯のニーズへの対応を図ることが望ましい。

さらに、室内空気環境の安全性を確保する観点から、シックハウス対策を推進することが必要である。

ウ　安全な道路交通環境の整備

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき、駅、官公庁施設、病院等を相互に連絡する道路について、移動

等の円滑化を推進することが必要である。

また、生活道路等において、都道府県公安委員会と道路管理者が連携し、信号機の新設・高度化、歩道等の整備、車両速度を抑制す

るような物理的デバイスの設置等の対策を進めるほか、最高速度三十キロメートル毎時の区域規制や路側帯の設置・拡幅等の対策を行
い、歩車が共存する安全で安心な道路空間を創出すること等が重要である。

さらに、事故の危険性の高い通学路において、歩道等の整備等、安全・安心な歩行空間の創出を推進することが望ましい。

加えて、妊婦等に配慮した道路上の駐停車場所の確保等について推進することが重要である。

エ　安心して外出できる環境の整備

(ア)　公共施設、公共交通機関、建築物等のバリアフリー化

妊産婦、乳幼児連れ等全ての人が安心して外出できるよう、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく基本構

想等を踏まえ、道路、公園、公共交通機関、公的建築物等において、段差の解消等のバリアフリー化の推進に努めることが必要である。
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あわせて、妊産婦への配慮、ベビーカーの安全な使用や使用者への配慮等への理解を深める「心のバリアフリー」のための取組等を行う
ことにより、ハード・ソフトの両面から一体的なバリアフリー化を進めていくことが望ましい。

(イ)　子育て世帯にやさしいトイレ等の整備

公共施設等において、子どもサイズの便器・手洗い器、ベビーベッド、ベビーチェア、ゆったりした化粧室、授乳室の設置などの子育て
世帯が安心して利用できるトイレの整備や商店街の空き店舗等を活用した託児施設等の場の整備を推進することが望ましい。

(ウ)　子育て世帯への情報提供

各種のバリアフリー施設の整備状況等、子育て世帯へのバリアフリー情報の提供を推進することが望ましい。

オ　安全・安心まちづくりの推進等

子どもが犯罪等の被害に遭わないようなまちづくりを進めるため、道路、公園等の公共施設や住居の構造、設備、配置等について、犯

罪等の防止に配慮した環境設計を行うことが重要である。

また、侵入による犯罪の防止を図るため、関係機関・団体と連携して、防犯性能の高いドア、窓、シャッター等の建物部品や優良防犯

機器の普及促進を図ることが重要である。

(5)　職業生活と家庭生活との両立の推進等(長時間労働の抑制に取り組む労使に対する支援等を含む。)

ア　仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し

仕事と生活の調和の実現については、憲章及び行動指針において、労使を始め国民が積極的に取り組むこと、国や地方公共団体が
支援すること等により、社会全体の運動として広げていくことが必要とされている。

このため、地域の実情に応じ、自らの創意工夫の下に、次のような施策を進めることが望ましい。その際、市町村、地域の企業、経済

団体、労働者団体、次世代育成支援対策推進センター、都道府県労働局、仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直しや子ども・
子育て支援活動に取り組む民間団体等と相互に密接に連携し、協力し合いながら、地域の実情に応じた取組を進めることが重要である。

(ア)　仕事と生活の調和の実現に向けた労働者、事業主、地域住民の理解や合意形成を促進するための広報・啓発

(イ)　法その他の関係法律、一般事業主行動計画、認定制度及び特例認定制度に関する労働者、事業主、地域住民への広報・啓発

(ウ)　仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直しや次世代育成支援対策に取り組む企業や民間団体の好事例の情報の収集提供
等

(エ)　仕事と生活の調和に関する企業における研修やコンサルタント・アドバイザーの派遣

(オ)　仕事と生活の調和の実現に積極的に取り組む企業に付与される認定マーク(くるみん)及び特例認定マーク(プラチナくるみん)の周知、

表彰制度等仕事と生活の調和を実現している企業を社会的に評価することの促進

(カ)　融資制度や優遇金利の設定、公共調達における優遇措置等による、仕事と生活の調和の実現に積極的に取り組む企業における取組
の支援

イ　仕事と子育ての両立のための基盤整備

市町村と連携を図りつつ、広域的な観点から保育サービスの充実等多様な働き方に対応した子育て支援を展開することが重要であ

る。

(6)　結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援の推進

住民の結婚や妊娠・出産に関する希望を実現するため、結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援の推進が重要である。

このため、地域の実情に応じたニーズに対応し、ライフステージの各段階に応じたきめ細かい支援として、結婚支援、妊娠・出産等に関

する正確な情報提供、結婚・妊娠・出産・育児をしやすい環境整備など切れ目ない支援を、自らの創意工夫の下で展開することが重要で
ある。

(7)　子どもの安全の確保

ア　子どもの交通安全を確保するための活動の推進

子どもを交通事故から守るため、市町村、保育所、学校、児童館、関係民間団体等との連携・協力体制の強化を図り、総合的な交通事

故防止対策を推進することが必要である。

(ア)　交通安全教育の推進

子ども及び子育てを行う親等を対象とした参加・体験・実践型の交通安全教育を交通安全教育指針に基づき段階的かつ体系的に行う
ことが必要である。

また、地域の実情に即した交通安全教育を推進するため、交通安全教育に当たる職員の指導力の向上及び地域における民間の指導
者の育成を図るとともに、地域における交通事故を様々な角度から総合的・科学的に調査・分析し、事故の発生要因等に応じた効果的な

事故防止対策を策定することが重要である。

(イ)　チャイルドシートの正しい使用の徹底

チャイルドシートの正しい使用の徹底を図るため、チャイルドシートの使用効果及び正しい使用方法について普及啓発活動を積極的に
展開するとともに、正しい使用を指導する指導員を養成することにより、幼児の保護者等に対する指導・助言、情報提供等の充実を図る

ほか、チャイルドシートの貸出制度、助成制度等を積極的に実施・拡充することにより、チャイルドシートを利用しやすい環境づくりを進め
ることが重要である。

(ウ)　自転車の安全利用の推進

子どもの自転車乗車時の乗車用ヘルメットの着用及び幼児同乗用自転車の幼児用座席におけるシートベルトの着用を推進するととも

に、少子化対策や子育て支援の観点から幼児二人同乗用自転車の普及が促進されるよう、貸出制度、助成制度等の導入や拡充、安全
利用に係る情報提供等について推進することが重要である。

イ　子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進

子どもを犯罪等の被害から守るため、次の施策を講ずることが重要である。

(ア)　住民の自主防犯行動を促進するための犯罪等に関する情報の提供の推進

(イ)　子どもを犯罪等の被害から守るための関係機関・団体との情報交換の実施

(ウ)　学校付近や通学路等におけるPTA等の学校関係者や防犯ボランティア、少年警察ボランティア等の関係機関・団体と連携したパトロー
ル活動等の安全対策の推進及び学校と警察との橋渡し役としてのスクールサポーターの活用の推進

(エ)　子どもが犯罪の被害に遭わないようにするための被害防止教育の推進

(オ)　子どもの安全確保等のために活動する防犯ボランティア等に対する支援

ウ　被害に遭った子どもの保護の推進

いじめ、児童虐待、犯罪等により被害を受けた少年の精神的ダメージを軽減し、立ち直りを支援するため、子どもに対するカウンセリン
グ、保護者に対する助言等学校や児童相談所等の関係機関と連携したきめ細かな支援を実施することが必要である。
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(8)　要保護児童への対応などきめ細かな取組の推進

ア　児童虐待防止対策の充実

児童虐待から子どもを守るためには、発生予防から早期発見、早期対応、子どもの保護及び支援、保護者への指導及び支援等の各
段階での切れ目のない総合的な対策を講ずることが重要である。また、福祉、保健、医療、教育、警察等の関係機関が連携し、情報を共

有して地域全体で子どもを守る体制の充実が重要である。

(ア)　児童相談所の体制の強化

児童虐待防止対策の中心となる児童相談所の人員体制の強化及び専門性の向上が重要である。具体的には、ケースの組織的な管
理及び対応、十分な関わり、適切なアセスメント等を可能とするための職員の適切な配置並びに法的、医学的な専門性を要する対応や

保護者への指導及び支援を行うための専門性の確保等を図ることが重要である。

また、一時保護所については、一時保護委託も含めて、社会的養護体制の整備の動向を勘案し、個別対応できる居室の確保等の環
境整備など機能及び体制の充実が重要である。

(イ)　市町村や関係機関との役割分担及び連携の推進

児童相談所と市町村その他の関係機関との適切な役割分担及びそれに基づく適切な対応を図るため、児童相談所は、市町村を始
め、保健センター、保健所、保育所及び児童家庭支援センターその他の児童福祉施設、学校、教育委員会、警察、医療機関並びに婦人

相談所その他の関係機関との連携を強化することが望ましい。

また、都道府県は、対応が困難なケースには児童相談所が主体的に関与することを前提として、ケースに関する市町村との積極的な
情報共有、支援方針の協議などの協働に努めるとともに、協議会における児童相談所の積極的な助言及び協議会関係者向けの研修の

実施や、市町村の相談体制の強化を図るため、児童相談所の持っている相談対応や援助の技術等を提供すること等により、協議会及び
市町村の機能強化や効果的運営を支援することが望ましい。

さらに、居住実態が把握できない子どもについて、市町村から児童相談所に対応を求められた場合には、医療・福祉・教育・警察等の

関係機関と情報を共有するとともに、出頭要求や臨検、捜索等の活用を含め、子どもの安全確認・安全確保のための対応を行うことが重
要である。

(ウ)　妊婦や子育て家庭の相談体制の整備

都道府県は、妊娠等に関して悩みを抱える妊婦等に対する相談体制の整備、里親及び養子縁組の制度等の周知等の支援を行うこと

が重要である。また、医療機関(産科、小児科、歯科、精神科等)等と市町村との連携及び情報共有により、養育支援を必要とする子ども
や妊婦の家庭を把握し、市町村等による必要な支援につなげるため、必要な環境整備や市町村等の取組への支援を行うことが重要であ

る。

(エ)　児童虐待による死亡事例等の重大事例の検証

都道府県は、児童虐待による死亡事例等の重大事例について地域特性を踏まえた検証を行い、検証結果の関係機関への周知及び

積極的な活用を図るとともに、実効力のある再発防止のための措置を講じるほか、市町村が行う検証を支援することが重要である。

イ　社会的養護体制の充実

社会的養護の体制整備については、虐待を受けた子ども、障害児等特別な支援が必要な子ども、DV被害の母子等の増加に対応し
て、質・量ともに充実を図ることが重要である。このため、社会的養護は、できる限り家庭的な養育環境で行われることを目指し、原則とし

て家庭養護(里親及び小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)(以下「里親等」という。)における養護をいう。)を優先するとともに、
施設養護(児童養護施設、乳児院等における養護をいう。)もできる限り家庭的な養育環境の形態としていくことが重要である。具体的に

は、今後十五年で、社会的養護の形態(児童養護施設、乳児院及び里親等に限る。)について、全ての本体施設を小規模グループケア化
するとともに、本体施設、グループホーム(地域小規模児童養護施設及び分園型小規模グループケアをいう。以下このイにおいて同じ。)

及び里親等をおおむね三分の一ずつの割合にしていくことを目標として必要事業量を設定するとともに、次の基本的な方向性に沿って社
会的養護体制の整備を計画的に推進し、質の高いケアを目指すことが重要である。

(ア)　家庭的養護の推進

[1]　里親委託等の推進

社会的養護では里親委託を優先して検討することが原則であり、里親等委託率を設定し、里親の開拓、里親支援の充実等により里親

委託を推進することが重要である。里親支援については、児童相談所が中心となり、市町村や里親支援機関、施設の里親支援専門相談
員、児童家庭支援センター等と連携し、里親の研修、相談支援、相互交流等を行うことが重要である。また、里親の開拓及び里親支援の

充実のため、地域や関係機関の理解と協力を得られるよう市町村等と連携して取り組むほか、小規模住居型児童養育事業(ファミリー
ホーム)も促進することが重要である。

[2]　施設の小規模化及び地域分散化の推進

イの柱書きの目標を達成するため、都道府県は、都道府県推進計画(平成二十七年度から十五年間程度を対象とした児童養護施設及
び乳児院の小規模化及び地域分散化並びに家庭養護の推進のために取り組むべき具体的な方策を定めた計画をいう。)を、家庭的養護

推進計画(管内の各施設が小規模化等を進めるために取り組むべき具体的な方策を定めた計画をいう。)と整合的なものとなるよう調整し
て作成することとされており、これに沿い、本体施設、グループホーム、里親等の必要事業量等を設定して地域の実情に即した取組を推

進することが重要である。また、地域分散化を進めるに際しては、市町村等と連携し、地域の理解と協力が得られるよう努めることが望ま
しい。

(イ)　専門的ケアの充実及び人材の確保・育成

虐待を受けた子ども等の安定した人格形成や精神的回復等のため、専門的な知識や技術を有する者によるケアや養育が重要であ

る。特に、心理的困難や苦しみを抱え、日常生活に生きづらさを感じている子どもには情緒障害児短期治療施設における心理治療等の
支援が、不良行為をした子どもや生活指導を要する子どもには児童自立支援施設における社会的自立に向けた支援が、DV被害を受け

た母子や地域での自立した生活が困難な母子には母子生活支援施設における専門的支援が重要である。このため、各施設への家庭支
援専門相談員、里親支援専門相談員、心理療法担当職員等の専門的な職員の配置の推進等専門的ケアの体制の整備や、基幹的職員

研修等への参加等施設職員の支援技術向上のための取組が重要である。また、社会的養護の担い手となる職員の確保及びその専門
性の向上のため、その必要量を踏まえて養成、研修体制を整備することが重要である。さらに、社会的養護体制についても、情緒障害児

短期治療施設及び児童自立支援施設の都道府県単位での設置、児童養護施設及び乳児院等の一定規模の地域単位での設置、里親
等の市町村単位での複数確保等、重層的で体系的な整備の推進が重要である。

なお、情緒障害児短期治療施設については、各都道府県で一箇所以上の設置が望ましい。

(ウ)　自立支援の充実

社会的養護により育った子どもが一般家庭の子どもと同様に社会において自立していけるよう、施設の退所等までに、生活技術の知

識や経験等自立生活に必要な力を始め、一人の人間として生きていく基本的な力が得られる養育を行う必要があり、そのための体制整
備が重要である。他方、自立生活能力がないまま施設の退所等をすることとならないよう、十八歳以降の措置延長を積極的に活用するこ

とが望ましい。また、施設退所者等の自立を支援する自立援助ホームについて、施設退所者数や地域の実情等を勘案して必要量を見込
み、設置を推進することが重要である。さらに、社会的養護により育った子ども等が地域生活を送るために必要な支援の体制を整備する

ことが重要である。
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(エ)　家族支援及び地域支援の充実

虐待の防止、親子関係再構築、家庭復帰に向けた家庭環境の調整、家庭復帰後の虐待の再発防止等のための家族支援の充実や、

施設による地域の里親等への支援、子育て短期支援事業等の地域の子育て家庭への支援等の地域支援の充実が重要である。このた
め、家庭支援専門相談員や里親支援専門相談員の配置等施設のソーシャルワーク機能を強化するとともに、児童家庭支援センターを積

極的に活用することが重要である。さらに、母子が一緒に生活しつつ母と子の関係に着目した支援が可能である母子生活支援施設につ
いては、必要な体制整備を図るとともに、福祉事務所、児童相談所、婦人相談所等の関係機関と連携し、その積極的な活用、支援機能

の充実、広域利用の推進を図ることが重要である。

(オ)　子どもの権利擁護の強化

子どもの権利擁護の強化を図るため、児童福祉法第三十三条の十に規定する被措置児童等虐待に対する措置及びケアの質の向上
のための取組等を進め、被措置児童等虐待の禁止について施設職員等への徹底、入所児童等や関係機関への周知等その予防に取り

組むことが重要である。

また、被措置児童等虐待に関する通告や届出の受付、通告等があった場合の対応、被措置児童等虐待が起こった場合の措置等に関
し、ガイドラインを定め、都道府県においてあらかじめ対応について意識を共有するとともに、適切に対応できる体制を整備するほか、必

要に応じてガイドラインや体制を見直すことが望ましい。

さらに、ケアの質の向上を進めるため、施設ごとの施設運営指針や里親等養育指針に沿った取組を推進するとともに、義務化された第
三者評価の受審を求めることが望ましい。

ウ　母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進

母子及び父子並びに寡婦福祉法等の規定を踏まえ、自立促進計画の策定等により、母子家庭等就業・自立支援事業や母子家庭等自
立支援給付金事業等の母子家庭等施策を総合的・計画的に進めるとともに、市町村が実施する就業支援や生活支援が円滑に進むよ
う、市町村における自立促進計画の策定状況や各種施策の取組状況等についての情報提供を行うなど、広域的な観点から市町村に対

する支援を行うよう努めることが重要である。また、就業支援の実施に当たっては、就業支援専門員を配置しワンストップでの支援を提供
するとともに、公共職業安定所等と十分に連携し、効果的な実施に努めることが重要である。

さらに、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業を促進するため、民間事業者に対する協力の要請や母子・父子福祉団体等の受注機
会の増大への努力等、必要な施策を講ずるように努めることも必要である。

エ　障害児施策の充実等

障害児等特別な支援が必要な子どもに対して、市町村における保健、医療、福祉、教育等の各種施策が体系的かつ円滑に実施される

よう、専門的かつ広域的な観点からの支援を行うとともに、障害に応じた専門医療機関の確保等を通じ、適切な医療を提供するほか、教
育支援体制の整備を図る等の総合的な取組を進めることが重要である。

また、障害児入所施設については、小規模グループケアの推進、身近な地域での支援の提供、本体施設の専門機能強化を進めること

が望ましい。

発達障害については、社会的な理解が十分なされていないことから適切な情報の周知も必要である。発達障害者支援センターについ
ては、関係機関及び保護者に対する専門的情報の提供や支援手法の普及が必要になっていることから、職員の専門性を十分確保する

とともに、専門的情報や支援手法の提供を推進することが重要である。また、特別支援学校については、特別支援学校教諭免許状保有
率の向上を図る等専門性の向上に努めるとともに、在籍する子どもへの教育や指導に加えて、幼稚園、小中学校等の教員の資質向上

策への支援及び協力、地域の保護者等への相談支援並びに幼稚園、小中学校等における障害のある子どもへの教育的支援を行うこと
が重要である。

五　一般事業主行動計画の策定に関する基本的な事項

1　一般事業主行動計画の策定に当たっての基本的な視点

(1)　労働者の仕事と生活の調和の推進という視点

憲章においては、企業とそこで働く者は協調して生産性の向上に努めつつ、職場の意識や職場風土の改革と併せ、働き方の改革に自

主的に取り組むこととされている。また、行動指針においては、社会全体の目標として、週労働時間六十時間以上の雇用者の割合、年次
有給休暇取得率、男女の育児休業取得率及び第一子出産前後の女性の継続就業率等の数値目標が掲げられており、こうした目標を踏
まえた取組が求められている。

その際、特に、男性が子育てを積極的に行うことが女性の継続就業につながり、仕事と子育ての二者択一を迫られるような状況の解
消にも資するという観点から、男性の育児休業取得を始めとする子育てに関する諸制度の利用促進に係る取組を推進していくことが重要

である。

また、依然として、週労働時間六十時間以上の雇用者の割合が八．八％(平成二十五年)となっており、とりわけ子育て期にある男性で
当該割合が高くなっていることや年次有給休暇取得率が五割を下回る水準で推移している現状に鑑み、より一層の所定外労働の削減、

年次有給休暇の取得の促進の取組等働き方・休み方の見直しに資する取組を推進していくことが重要である。

(2)　労働者の仕事と子育ての両立の推進という視点

子育てをする労働者が子育てに伴う喜びを実感しつつ、仕事と子育ての両立を図ることができるようにするという観点から、労働者の
ニーズを踏まえた次世代育成支援対策を実施することが必要であり、特に、子育ては男女が協力して行うべきものとの視点に立った取組

が重要である。

(3)　企業全体で取り組むという視点

企業による次世代育成支援対策は、業務内容や業務体制の見直し等をも必要とするものであることから、企業全体での理解の下に取
組を進めることが必要である。このため、経営者自らが、企業全体で次世代育成支援対策を積極的に実施するという基本的な考え方を

明確にし、主導的に取り組んでいくことが必要である。

さらに、企業によっては全国に事業所が存在し、事業所における職種の違いや、その地域の実情により、仕事と子育ての両立支援策
への具体的なニーズは様々であることが想定されることから、一般事業主行動計画を企業全体として策定した上で、必要に応じて事業所

ごとの実情に応じた効果的な取組を自主的に進めることが期待される。

(4)　企業の実情を踏まえた取組の推進という視点

子育てを行う労働者の多少、企業の業種又は構成割合の高い労働者の職種、雇用形態等の違い等により、仕事と子育ての両立支援
策への具体的なニーズは企業によって様々であることが想定されることから、関係法令を遵守した上で、企業がその実情を踏まえ、効果

的な取組を自主的に決定し進めていくことにより、社会全体の取組を進めることが必要である。特に、昨今、非正規雇用の労働者が増加
している現状に鑑み、改めて当該労働者が取組の対象であることを認識した上で、取組を進めていくことが重要である。

(5)　取組の効果という視点
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次世代育成支援対策を推進することは、将来的な労働力の再生産に寄与し、我が国の経済社会の持続的な発展や企業の競争力の
向上に資するものであることを踏まえつつ、また、個々の企業にとっても、当該企業のイメージ・アップや優秀な人材の確保、定着等の具

体的なメリットが期待できることを理解し、主体的に取り組むことが必要である。

(6)　社会全体による支援の視点

次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、国及び地方公共

団体はもとより、企業や地域社会を含めた社会全体で協力して取り組むべき課題であることから、様々な担い手の協働の下に対策を進
めていくという視点が必要である。

(7)　地域における子育ての支援の視点

各企業に雇用される労働者は、同時に地域社会の構成員であり、その地域における子育て支援の取組に積極的に参加することが期

待されていることや、地域において、子育てしやすい環境づくりを進める中で各企業にも期待されている役割を踏まえた取組を推進するこ
とが必要である。

2　一般事業主行動計画の計画期間

一般事業主行動計画は、経済社会環境の変化や労働者のニーズ等を踏まえて策定される必要があり、計画期間内において、一定の

目標が達成されることが望ましい。したがって、計画期間については、各企業の実情に応じて、次世代育成支援対策を効果的かつ適切に
実施することができる期間とすることが必要であり、平成二十七年度から平成三十六年度までの十年間をおおむね二年間から五年間ま

での範囲に区切り、計画を策定することが望ましい。

3　次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標

一般事業主行動計画においては、各企業の実情を踏まえつつ、より一層労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにする
ために必要な雇用環境の整備その他の次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標を定める必要がある。

目標については、育児休業の男女別取得率等の制度の利用状況に関するもの、仕事と子育ての両立が図られるようにするための制

度の導入に関するもの等の幅広い分野から企業の実情に応じた目標を設定すべきものであるが、可能な限り定量的な目標とする等、そ
の達成状況を客観的に判断できるものとすることが望ましい。

また、各企業における労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするための雇用環境の整備に関する取組の状況や課

題を把握し、各企業の実情に応じ、必要な対策を実施していくことが重要であるが、この際、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長が定め
た「両立指標に関する指針」を活用することも効果的であるとともに、「両立指標に関する指針」による評価の結果を目標として定めること

も考えられる。

4　その他基本的事項

(1)　推進体制の整備

一般事業主行動計画の策定やこれに基づく措置の実施を実効あるものとするため、まず、管理職や人事労務管理担当者に対し、その

趣旨を徹底することが必要であるとともに、子育てを行う労働者を含めた全ての関係労働者の理解を得ながら取り組んでいくことが重要
である。

このため、各企業における次世代育成支援対策の推進体制の整備を図ることが必要であり、その方策として次のような措置を講ずるこ
とが望ましい。

ア　次世代育成支援対策を効果的に推進するため、人事労務担当者、労働者の代表等を構成員とした一般事業主行動計画の策定やこれ
に基づく措置の実施のための社内委員会の設置等

イ　次世代育成支援対策に関する管理職や労働者に対する研修・講習、情報提供等の実施

ウ　仕事と子育ての両立等についての相談・情報提供を行う窓口の設置及び当該相談・情報提供等を適切に実施するための担当者の配

置
　　また、各企業が一般事業主行動計画を策定する際に、同一業種の企業及び事業主の団体等と連携することにより、より効果的な取

組を進めることも考えられる。

(2)　労働者の意見の反映のための措置

仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備に対する労働者のニーズは様々であり、必要な雇用環境の整備を効果的に実施す
るためには、こうした労働者のニーズも踏まえることが重要である。このため、労働者や労働組合等に対するアンケート調査や意見聴取

等の方法により、次世代育成支援対策に関する労働者の意見の反映について、企業の実情に応じて工夫することが必要である。

(3)　計画の公表及び周知

一般事業主行動計画の策定義務のある事業主は計画の公表及び労働者への周知が義務とされ、一般事業主行動計画の策定が努力
義務とされている事業主は、計画の公表及び労働者への周知が努力義務とされている。

一般事業主行動計画の公表により、事業主が、他の企業における取組事例を知ることができること、国民が事業主の次世代育成支援

の取組について知ることができるようになり、また、就労希望者の企業選択に資すること、都道府県及び市町村が地域における次世代育
成支援の取組を進める際に、地域の事業主の取組を知ることができ、円滑な連携を図ることが可能となることなどの効果が期待される。

このため、策定し、又は変更した一般事業主行動計画については、「両立支援のひろば」が掲載されたサイトや自社のホームページな

ど適切な方法で公表するとともに、自社の様々な両立支援の取組やその実施状況を併せて公表する等その公表方法を工夫することが期
待される。

また、策定し、又は変更した一般事業主行動計画に定めた目標の達成に向けて、企業全体で取り組むため、計画を企業内に周知し、
企業全体で取組を推進することが重要である。

このため、策定し、又は変更した一般事業主行動計画については、全ての労働者が知り得るように書面の交付や電子メールによる送

付など適切な方法で周知するとともに、啓発資料の作成・配布、研修・講習の実施等を併せて行うことが期待される。特に、次世代育成支
援対策を企業全体で推進するという意識を浸透させるため、経営者の主導の下、管理職や人事労務管理担当者に対する周知を徹底す

ることが期待される。

なお、一般事業主行動計画に基づき次世代育成支援対策を実施する場合、労働者の労働時間その他の労働条件の変更を伴うなど一
定の場合には、就業規則、労働協約等に明記することが必要である。

(4)　計画の実施状況の点検
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一般事業主行動計画の推進に当たっては、計画の実施状況の点検・評価を実施し、その結果をその後の対策や計画に反映させる、計
画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル)を確立することが重要である。さらに、一般事業主自らが

PDCAサイクルの中で、実効性のある対策の実施や計画の見直し等を行うことを通じて、認定や特例認定の取得に至ることが期待され
る。

(5)　一般事業主の認定

法第十三条の基準に適合する一般事業主の認定及び法第十四条第一項の表示の制度を活用することにより、子育てをしながら働き
やすい雇用環境の整備に取り組んでいることを外部に広く周知することが容易となり、その結果、企業イメージの向上及び優秀な人材の
確保、定着等を通じ、企業経営にメリットを生じさせることが期待できる。したがって、一般事業主行動計画を実施し、当該計画に定めた目

標を達成した場合等に、当該認定を申請することを念頭に置きつつ、計画の策定やこれに基づく措置の実施を行うことが望ましい。また、
当該認定を受けることを希望する場合には、法第十三条の厚生労働省令で定める基準を踏まえた一般事業主行動計画を策定すること

が必要である。

また、法第十三条の認定を受けた一般事業主((6)において「認定一般事業主」という。)においては、他の企業の取組を促す観点から

も、法第十四条第一項の認定を受けた旨の表示を積極的に活用することが期待される。

(6)　認定一般事業主の認定(特例認定)

認定一般事業主のうち、既に相当程度両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取組を行っている企業を評価しつつ、継続
的な両立支援の取組を促進するため、法第十五条の二の基準に適合する認定一般事業主の認定(特例認定)の制度が創設されたところ

である。

特例認定及び法第十五条の四第一項の表示の制度を活用することにより、高水準かつ継続的に両立支援に取り組む企業としてのア
ピールが可能となり、社会的な評価の向上につながり、その結果、当該企業の取組が模範となり、他の企業の取組が促進されることが期

待できる。

なお、特例認定を受けた場合には、法第十五条の三第一項及び第二項の規定により一般事業主行動計画の策定・届出に代えて、毎
年少なくとも一回、次世代育成支援対策の実施の状況を公表することが必要である。

六　一般事業主行動計画の内容に関する事項

五の一般事業主行動計画の策定に関する基本的な事項を踏まえ、計画期間、次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目
標並びに実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期を記載した一般事業主行動計画を策定する。

計画の策定に当たっては、次世代育成支援対策として重要なものと考えられる次のような事項を踏まえ、各企業の実情に応じて、必要

な事項をその内容に盛り込むことが望ましい。

1　雇用環境の整備に関する事項

(1)　妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援するための雇用環境の整備

ア　妊娠中及び出産後における配慮

母性保護及び母性健康管理を適切かつ有効に実施するため、妊娠中及び出産後の労働者に対して、制度を積極的に周知するととも
に、情報の提供、相談体制の整備等を実施する。

イ　男性の子育て目的の休暇の取得促進

子育ての始まりの時期に親子の時間を大切にし、子どもを持つことに対する喜びを実感するとともに出産後の配偶者を支援するため、

子どもが生まれて父親となる労働者について、例えば五日間程度の休暇を取得しやすい環境を整備する。具体的には、子どもが生まれ
る際に取得することができる企業独自の休暇制度や子育てを目的とした企業独自の休暇制度の創設、子どもが生まれる際や子育てを行

う際の時間単位付与制度の活用も含めた年次有給休暇や、配偶者の産後八週間以内の期間における育児休業の取得促進を図る。

また、小学校就学前の子どもがいない労働者においては、小学校就学後の子どもや孫の子育てのための休暇制度を創設する。例え
ば、学校行事や通院等のための休暇制度や孫が生まれる際に取得することのできる休暇制度を創設する。

ウ　より利用しやすい育児休業制度の実施

より利用しやすい育児休業制度とするため、その雇用する労働者のニーズに配慮して、その期間、回数等について、育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)に規定する育児
休業制度を上回る措置を実施する。

エ　育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備

育児休業を取得しやすく、また、育児休業後の就業が円滑に行われるような環境を整備し、育児休業の取得を希望する労働者につい
て、その円滑な取得を促進するため、例えば、次に掲げる措置を実施する。

(ア)　男性の育児休業の取得を促進するための措置

「パパ・ママ育休プラス」の制度や専業主婦の夫でも育児休業を取得できることについての周知等、男性の育児休業の取得を促進する

ための措置を実施する。

(イ)　育児休業に関する規定の周知

育児休業に関する規定を整備し、労働者の育児休業中における待遇及び育児休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する
事項について、労働者に周知する。

(ウ)　育児休業期間中の代替要員の確保等

育児休業を取得する期間について当該労働者の業務を円滑に処理することができるよう、当該育児休業期間について当該業務を処
理するための労働者の確保、業務内容や業務体制の見直し等を実施する。

(エ)　育児休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等

育児休業をしている労働者の希望に応じて、当該労働者の職業能力の開発及び向上等のための情報の提供、円滑な職場復帰のため

の講習、育児等に関する相談その他の援助を実施する。

(オ)　育児休業後における原職又は原職相当職への復帰

育児休業をした労働者について、当該育児休業後に原職又は原職相当職に復帰させるため、業務内容や業務体制の見直し等を実施
する。

オ　子育てをしつつ活躍する女性労働者を増やすための環境の整備

育児休業等を取得し、又は子育てを行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるようにするため、例えば、次のような能力の向上又は
キャリア形成の支援のための取組を実施する。

(ア)　女性労働者に向けた取組

[1]　若手の女性労働者を対象とした、出産及び子育てを経験して働き続けるキャリアイメージの形成を支援するための研修
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[2]　社内のロールモデルと女性労働者をマッチングさせ、当該労働者が働き続けていく上での悩みや心配事について相談に乗り助言するメ
ンターとして継続的に支援させる取組

[3]　育児休業からの復職後又は子育て中の女性労働者を対象とした能力の向上のための取組又はキャリア形成を支援するためのカウン
セリング等の取組

[4]　従来、主として男性労働者が従事してきた職務に新たに女性労働者を積極的に配置するための検証や女性労働者に対する研修等職

域拡大に関する取組

[5]　管理職の手前の職階にある女性労働者を対象とした、昇格意欲の喚起又は管理職に必要なマネジメント能力等の付与のための研修

(イ)　管理職に向けた取組等

[1]　企業トップ等による女性の活躍推進及び能力発揮に向けた職場風土の改革に関する研修等の取組

[2]　女性労働者の育成に関する管理職研修等の取組

[3]　働き続けながら子育てを行う女性労働者がキャリア形成を進めていくために必要な業務体制及び働き方の見直し等に関する管理職研

修

[4]　育児休業等を取得しても中長期的に処遇上の差を取り戻すことが可能となるような昇進基準及び人事評価制度の見直しに向けた取組

カ　短時間勤務制度等の実施

働き続けながら子育てを行う労働者が子育てのための時間を確保できるようにするため、子どもを育てる労働者のうち希望する者が利
用できる制度として、次に掲げる措置のうち適切なものを実施する。

(ア)　三歳以上の子どもを養育する労働者に対する所定外労働の制限

(イ)　三歳以上の子どもを養育する労働者に対する短時間勤務制度

(ウ)　フレックスタイム制度

(エ)　始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げの制度

キ　事業所内保育施設の設置及び運営

子どもを育てる労働者が利用することができる事業所内保育施設の設置及び運営について、他の企業と共同で設置することや賃借に
より設置することも含め、検討を行い、実施する。

ク　子育てサービスの費用の援助の措置の実施

労働者からの委任を受けてベビーシッターを手配し、当該ベビーシッターに係る費用を負担するなど、子どもを育てる労働者が子育て
のためのサービスを利用する際に要する費用の援助を行う。

ケ　子どもの看護のための休暇の措置の実施

子の看護休暇について、一時間を単位とする取得を可能とする等の弾力的な利用が可能となるような制度等より利用しやすい制度を

導入する。

コ　職務や勤務地等の限定制度の実施

希望する労働者に対して、子育てをしやすくすることを目的として、職務や勤務地等を限定する制度を導入する。この場合、例えば限定
の内容について労働者へ明示することが重要であり、また、職務や勤務地等の限定がない労働者との間の転換ができることや処遇の均

衡を図ることが望ましい。

サ　その他子育てを行う労働者に配慮した措置の実施

アからコまでに掲げるもののほか、子育てを行う労働者の社宅への入居に関する配慮、子育てのために必要な費用の貸付けの実施、

子どもの学校行事への参加のための休暇制度の導入その他の子育てをしながら働く労働者に配慮した措置を講ずる。

シ　諸制度の周知

育児休業、子の看護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限及び所定労働時間の短縮措置の育児・介護休業
法に基づく労働者の権利や、休業期間中の育児休業給付の支給等の経済的な支援措置等の関係法令に定める諸制度について、広報

誌に記載する等、手法に創意工夫を凝らし労働者に対して積極的に周知する。

ス　育児等退職者についての再雇用特別措置等の実施

出産や子育てのために退職し、退職の際、将来、再就職を希望する旨を申し出た者を優先的に採用する再雇用特別措置や母子家庭
の母の就業促進のための措置を講ずる。

(2)　働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備

ア　所定外労働の削減

子育て世代の男性を中心に、長時間にわたり労働する労働者の割合が高い水準で推移していることから、所定外労働は、本来、例外
的な場合にのみ行われるものであるという認識を深め、次のような所定外労働を削減するための方策等を検討し、実施する。企業内に安

易に残業するという意識がある場合には、それを改善するための意識啓発等の取組を行う。この場合、目標を定めて実施することが望ま
しい。

(ア)　労働時間等設定改善委員会を始めとする労使間の話合いの機会の整備

(イ)　「ノー残業デー」や「ノー残業ウィーク」の導入・拡充

(ウ)　フレックスタイム制や変形労働時間制の活用

(エ)　時間外労働協定における延長時間の短縮

イ　年次有給休暇の取得の促進

年次有給休暇の取得を促進するため、年次有給休暇に対する意識の改革を図り、計画的付与制度や時間単位付与制度を活用すると
ともに、労働者の取得希望時期をあらかじめ聴取し、年間の取得計画を作成すること等職場における年次有給休暇の取得を容易にする

ための措置を講ずる。この場合、目標を定めて実施することが望ましい。

ウ　短時間正社員制度の導入・定着

短時間正社員制度については、個々人のライフスタイルに応じた多様な働き方の選択肢につながることから、その導入・定着を図る。

エ　在宅勤務等の導入

在宅勤務やテレワーク(情報通信技術(ICT)を活用した場所にとらわれない働き方)等は、職住近接の実現による通勤負担の軽減に加
え、多様な働き方の選択肢を拡大するものであり、仕事と子育ての両立のしやすい働き方である点に着目し、その導入の推進を図る。

オ　職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組

職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識等の働きやすい環境を阻害する職場における慣行その他の諸要因を積極的に解消す
るため、管理職を含めたその雇用する労働者全てを対象として、情報提供、研修等による意識啓発を行う。

2　その他の次世代育成支援対策に関する事項

(1)　子育てバリアフリー
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多数の来訪者が利用する社屋等において、子どもを連れた人が安心して利用できるよう、託児室・授乳コーナーや乳幼児と一緒に安
心して利用できるトイレの設置等の整備を行う。

また、商店街の空き店舗等を活用して、託児施設等各種の子育て支援サービスの場を提供する。

(2)　子ども・子育てに関する地域貢献活動

ア　子ども・子育てに関する活動の支援

地域において、子どもの健全育成、疾患・障害を持つ子どもの支援、子育て家庭の支援等を行うNPOや地域団体等について、その活
動への労働者の積極的な参加を支援する。

イ　子どもの体験活動等の支援

子どもの多様な体験活動等の機会の充実を図るため、職場見学を実施すること、子どもが参加する地域の行事・活動に企業内施設や

社有地を提供すること、各種学習会等の講師、ボランティアリーダー等として社員を派遣すること、子どもの体験活動を行うNPO等に対す
る支援を行うこと等に取り組む。

ウ　子どもを交通事故から守る活動の実施や支援

子どもを交通事故から守るため、労働者を地域の交通安全活動に積極的に参加させるなど、当該活動を支援するとともに、業務に使
用する自動車の運転者に対する交通安全教育、チャイルドシートの貸出し等、企業内における交通の安全に必要な措置を実施する。

エ　安全で安心して子どもを育てられる環境の整備

子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等の自主防犯活動や少年非行防止、立ち直り支援のためのボラン

ティア活動等への労働者の積極的な参加を支援する。

(3)　企業内における「子ども参観日」の実施

保護者でもある労働者の子どもと触れ合う機会を充実させ、心豊かな子どもを育むため、子どもが保護者の働いているところを実際に
見ることができる「子ども参観日」を実施する。

(4)　企業内における学習機会の提供等による家庭の教育力の向上

保護者でもある労働者は、子どもとの交流の時間が確保しにくい状況にあるとともに、家庭教育に関する学習機会への参加が難しい

状況にあるため、企業内において、家庭教育講座等を地域の教育委員会やNPO等と連携して開設する等の取組により、家庭教育への理
解と参画の促進を図る。

(5)　若年者の安定就労や自立した生活の促進

次代の社会を担う若年者の能力開発や適職選択による安定就労を推進するため、若年者に対するインターンシップ等の就業体験機

会の提供、トライアル雇用等を通じた雇入れ、適正な募集・採用機会の確保その他の雇用管理の改善又は職業訓練の推進を行う。

七　特定事業主行動計画の策定に関する基本的な事項

1　特定事業主行動計画の策定に当たっての基本的な視点

(1)　職員の仕事と生活の調和の推進という視点

憲章においては、仕事と生活の調和した社会の実現に向け、職場の意識や職場風土の改革と併せ、働き方の改革に取り組むことが必
要とされている。また、行動指針においては、社会全体の目標として、週労働時間六十時間以上の雇用者の割合、年次有給休暇取得

率、男女の育児休業取得率、第一子出産前後の女性の継続就業率等の数値目標が掲げられており、こうした目標を踏まえた取組が求
められている。

その際、特に、男性が子育てを積極的に行うことが女性の継続就業につながり、仕事と子育ての二者択一を迫られるような状況の解

消にも資するという観点から、男性の育児休業取得を始めとする子育てに関する諸制度の利用促進に係る取組を推進していくことが重要
である。

また、これまでの労働時間短縮対策を更に進め、より一層の超過勤務の縮減、年次休暇の取得促進等働き方の見直しに資する取組を

推進していくことが重要である。

(2)　職員の仕事と子育ての両立の推進という視点

子育てをする職員が子育てに伴う喜びを実感しつつ、仕事と子育ての両立を図ることができるようにするという観点から、職員のニーズ
を踏まえた次世代育成支援対策を実施することが必要であり、特に、子育ては男女が協力して行うべきものとの視点に立った取組が重

要である。

(3)　機関全体で取り組むという視点

特定事業主による次世代育成支援対策は、業務内容や業務体制の見直し等をも必要とするものであることから、それぞれの機関全体
での理解の下に取組を進めることが必要である。このため、大臣や地方公共団体の長等の各機関の長を含め、機関全体で次世代育成

支援対策を積極的に実施するという基本的な考え方を明確にし、主導的に取り組んでいくことが必要である。

(4)　機関の実情を踏まえた取組の推進という視点

各機関においては、その機関の任務、所在する地域等により、勤務環境や子育てを取り巻く環境は異なることを踏まえつつ、その機関
の実情に応じて効果的な次世代育成支援対策に取り組むことが必要である。

特に、国や地方公共団体において、多様化・高度化する行政ニーズに対応することや、様々な働き方へのニーズがあることも踏まえ、

事務の種類や性質に応じ、多様な任用・勤務形態が活用されている現状に鑑み、改めて非常勤職員等が取組の対象であることを認識し
た上で、取組を進めていくことが重要である。

(5)　取組の効果という視点

次世代育成支援対策を推進することは、将来的な労働力の再生産に寄与することを踏まえつつ、また、当該機関のイメージアップや優
秀な人材の確保、定着等の具体的なメリットが期待できることを理解し、主体的に取り組むことが必要である。

(6)　社会全体による支援の視点

次世代育成支援対策は、家庭を基本としつつも、社会全体で協力して取り組むべき課題であることから、様々な担い手の協働の下に

対策を進めていくことが必要であり、特に、職員の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするための環境の整備が強く求められ
ている中で、特定事業主においては、率先して、積極的な取組を推進することが必要である。
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(7)　地域における子育ての支援の観点

各機関に勤務する職員は、同時に地域社会の構成員であり、その地域における子育て支援の取組に積極的に参加することが期待さ
れていることや、地域において、子育てしやすい環境づくりを進める中で各機関にも期待されている役割を踏まえた取組を推進することが

必要である。

2　特定事業主行動計画の計画期間

特定事業主行動計画は、経済社会環境の変化や職員のニーズ等を踏まえて策定される必要があり、計画期間内において、一定の目
標が達成されることが望ましい。したがって、計画期間については、各機関の実情に応じて設定することができるものの、平成二十七年度

から平成三十六年度までの十年間のうち、一定期間を区切って計画を実施することが望ましい。

3　次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標

特定事業主行動計画においては、各機関の実情を踏まえつつ、より一層職員の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするた
めに必要な勤務環境の整備その他の次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標を定めることが必要である。

目標については、育児休業の男女別取得率等の制度の利用状況に関するもの、仕事と子育ての両立が図られるようにするための取

組に関するもの等の幅広い分野から各機関の実情に応じた目標を設定すべきものであるが、可能な限り定量的な目標とする等、その達
成状況を客観的に判断できるものとすることが望ましい。

4　特定事業主行動計画の策定やこれに基づく措置の実施に係る手続

(1)　推進体制の整備

特定事業主行動計画の策定やこれに基づく措置の実施を実効あるものとするため、まず、管理職や人事担当者に対し、その趣旨を徹
底することが必要であるとともに、子育てを行う職員を含めた全ての職員の理解を得ながら取り組んでいくことが重要である。

このため、各機関における次世代育成支援対策の推進体制の整備を図ることが必要であり、その方策として次のような措置を講ずるこ

とが必要である。

ア　次世代育成支援対策を効果的に推進するため、各部局における人事担当者等を構成員とした特定事業主行動計画の策定やこれに基

づく措置の実施のための委員会の設置等

イ　次世代育成支援対策に関する管理職や職員に対する研修・講習、情報提供等の実施

ウ　仕事と子育ての両立等についての相談・情報提供を行う窓口の設置及び当該相談・情報提供等を適切に実施するための担当者の配
置

(2)　職員の意見の反映のための措置

仕事と子育ての両立を図るための勤務環境の整備に対する職員のニーズは様々であり、必要な勤務環境の整備を効果的に実施する

ためには、こうした職員のニーズも踏まえることが重要である。このため、職員に対するアンケート調査や意見聴取等の方法により、次世
代育成支援対策に関する職員の意見の反映について、機関の実情に応じて工夫することが必要である。

(3)　計画の公表

法第十九条第三項では、特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

いとされていることから、広報誌やホームページへの掲載等により適時かつ適切に公表することが必要である。

(4)　計画の周知

策定し、又は変更した特定事業主行動計画に定めた目標の達成に向けて、機関全体で取り組むため、計画を機関内に周知し、機関全
体で取組を推進することが重要である。

このため、策定し、又は変更した特定事業主行動計画については、全ての職員が知り得るように書面の交付や電子メールによる送付
など適切な方法で周知するとともに、啓発資料の作成・配布、研修・講習の実施等を併せて行うことが期待される。特に、次世代育成支援

対策を機関全体で推進するという意識を浸透させるため、大臣や地方公共団体の長等の各機関の長等の主導の下、管理職や人事担当
者に対する周知を徹底することが期待される。

(5)　計画の実施状況の点検及び公表

特定事業主行動計画の推進に当たっては、計画の実施状況を一括して把握・点検できる体制を整えた上で、各年度において、把握等

をした結果を踏まえて、その後の対策の実施や計画の見直し等に反映させることが必要である。

その際、各種取組が次世代育成支援対策として役立ったか、効果があったか等の観点から点検・評価を実施し、その結果をその後の
対策や計画に反映させる、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル)を確立することが重要である。

また、法第十九条第五項では、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく措置の実施状況を公表しなければならないとされて

おり、前年度の取組状況や目標に対する実績等について広報誌やホームページへの掲載等により公表することが必要である。

八　特定事業主行動計画の内容に関する事項

七の特定事業主行動計画の策定に関する基本的な事項を踏まえ、計画期間、次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目

標並びに実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期を記載した特定事業主行動計画を策定する。

計画の策定に当たっては、次世代育成支援対策として重要なものと考えられる次のような事項を踏まえ、各機関の実情に応じて、必要
な事項をその内容に盛り込むことが望ましい。

なお、各府省等の計画については、1に掲げる事項について、採用昇任等基本方針(平成二十六年六月二十四日閣議決定)の5(4)にお

いて各府省等が策定することとされている取組計画の内容と整合するものとする。

1　勤務環境の整備に関する事項

(1)　妊娠中及び出産後における配慮

母性保護及び母性健康管理を適切かつ有効に実施するため、妊娠中及び出産後の職員に対して、次の制度等について周知する。

ア　危険有害業務の就業制限

イ　深夜勤務及び時間外勤務の制限

ウ　健康診査及び保健指導のために勤務しないことの承認

エ　業務軽減等

オ　通勤緩和
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あわせて、出産費用の給付等の経済的な支援措置についても、職員に対して周知する。

(2)　男性の子育て目的の休暇等の取得促進

子育ての始まりの時期に親子の時間を大切にし、子どもを持つことに対する喜びを実感するとともに出産後の配偶者を支援するため、

全ての男性職員が取得できる子どもが生まれた時の配偶者出産休暇並びに妻の産後等の期間中の育児参加休暇及び育児休業等につ
いて周知し、これら休暇等の取得を促進する。

また、このような休暇等を取得することについて、職場における理解が得られるための環境づくりを行う。

(3)　育児休業等を取得しやすい環境の整備等

育児休業、育児短時間勤務又は育児時間(地方公務員においては「育児のための部分休業」をいう。以下同じ。)の取得を希望する職

員について、その円滑な取得の促進等を図るため、次に掲げる措置を実施する。

ア　男性の育児休業等の取得促進

男性も育児休業、育児短時間勤務又は育児時間を取得できることについての周知等、男性の育児休業等の取得を促進するための措
置を実施する。

イ　育児休業等の周知

育児休業等の制度の趣旨及び内容や休業期間中の育児休業手当金の支給等の経済的な支援措置について、職員に対して周知す
る。

ウ　育児休業等経験者に関する情報提供

育児休業、育児短時間勤務又は育児時間を実際に取得した職員の体験談をまとめた冊子の配布等を行うことにより、育児休業等を取

得することのメリットを周知するとともに、育児休業等の取得を希望する職員の不安の軽減を図る。

エ　育児休業等を取得しやすい雰囲気の醸成

育児休業、育児短時間勤務又は育児時間に対する職場の意識改革を進め、育児休業等を取得しやすい雰囲気を醸成する。

オ　育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援

育児休業を取得している職員が円滑に職場に復帰できるよう、休業中の職員に対する業務に関する情報提供・能力開発を行うととも

に、職場復帰に際して研修その他の必要な支援を行う。

カ　育児休業等を取得した職員の代替要員の確保

職員から育児休業の請求があった場合に、職員の配置換え等によって当該職員の業務を処理することが難しいときは、任期付採用及
び臨時的任用制度の活用を図る。また、職員から育児短時間勤務の請求があった場合には、当該職員の業務を処理するための措置とし

て任期付短時間勤務職員の任用や、二人で一つの職を占める並立任用の制度の活用等を図る。

キ　公共的施設における雇入れの促進等

母子及び父子並びに寡婦福祉法の規定に基づき、母子家庭の母等の公共的施設における雇入れの促進等を図る。

ク　子育てを行う女性職員の活躍推進に向けた取組

子育てを行う女性職員の活躍推進に向けて、次のような取組を実施する。

(ア)　女性職員を対象とした取組

[1]　育児休業を取得する女性職員等に対する適切なキャリアパスの提示及びキャリア形成支援

[2]　女性職員の相談に乗り助言するメンター制度の導入の推進

[3]　育児休業中の職員に対する情報提供・能力開発などの円滑な職場復帰の支援等による両立支援制度を利用しやすい環境の整備

[4]　管理職に必要なマネジメント能力等の付与のための研修等を行うことによる女性職員のキャリア形成の支援

(イ)　管理職等を対象とした取組

[1]　機関の長等による女性職員の活躍推進や仕事と生活の調和の推進に向けた意識啓発等の取組

[2]　職域拡大等による女性職員への多様な職務機会の付与

[3]　育児などの女性職員の状況に配慮した人事運用

[4]　女性職員の活躍推進や仕事と生活の調和の推進に関する管理職研修等の取組

(4)　保育施設の設置等

職員のニーズも踏まえつつ、保育施設の整備など子育てを行う職員の支援方策の充実について検討を行った上で、適切な対応を図

る。

(5)　超過勤務の縮減

超過勤務の縮減について、これまでの労働時間短縮対策を更に進め、一層の取組を進めていく必要があり、次に掲げる措置を実施す
る。国の機関については、人事院が「超過勤務の縮減に関する指針」に定める超過勤務の上限の目安時間(一年につき三百六十時間)を

超えて勤務させないように努めること等を通じ、超過勤務時間を最小限にとどめる。

ア　小学校就学の始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び超過勤務の制限の制度の周知

小学校就学の始期に達するまでの子どもを育てる職員に対して、職業生活と家庭生活の両立を支援するための深夜勤務及び超過勤
務の制限の制度について周知する。

イ　一斉定時退庁日等の実施

国の機関については、既に「国家公務員の労働時間短縮対策について」(平成四年人事管理運営協議会決定)に基づき、全省庁一斉

定時退庁日が実施されているところであるが、国又は地方公共団体を問わず、各機関の実情に応じて、独自に定時退庁日を設定する等
の更なる取組を行う。

ウ　事務の簡素合理化の推進

事務の簡素合理化について、業務量そのものの見直し、OA化の計画的な推進による事務の効率化、外部委託による事務の簡素化、
事務処理体制の見直しによる適正な人員の配置及び年間を通じた業務量の平準化による更なる取組を推進する。

エ　超過勤務の縮減のための意識啓発等

超過勤務の縮減のための取組の重要性について、管理職を始めとする職員全体で更に認識を深めるとともに、安易に超過勤務が行

われることのないよう意識啓発等の取組を行う。

オ　勤務時間管理の徹底等

職員の勤務状況の的確な把握、各機関の実情に応じた縮減目標の設定など、勤務時間管理の徹底を図る。

(6)　休暇の取得の促進
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休暇の取得を促進するため、職員の休暇に対する意識の改革を図るとともに、職場における休暇の取得を容易にするため、次に掲げ
る措置を実施する。

ア　年次休暇の取得の促進

計画的な年次休暇の取得促進を図るため、各職場の実情に応じ、四半期ごと等の年次休暇の計画表の作成及び職場の業務予定の
職員への早期周知を図る等、年次休暇を取りやすい雰囲気の醸成や環境整備を行う。この場合、目標を定めて実施することが望ましい。

また、人事担当部局においては、職員の年次休暇の取得状況を定期的に把握し、取得率が低い部署については、その管理職等から

のヒアリングや指導を行う等の必要な取組を行う。

イ　連続休暇等の取得の促進

ゴールデンウィーク期間、夏季(七月から九月まで)等における連続休暇、職員及びその家族の誕生日等の記念日や子どもの学校行事
等、家族との触れ合いのための年次休暇等の取得の促進を図る。

ウ　子どもの看護のための特別休暇の取得の促進

子どもの看護のための特別休暇について、職員に周知を図るとともに、当該特別休暇の取得を希望する職員が、円滑に取得できる環
境を整備する。

(7)　テレワーク等の推進

在宅勤務やテレワーク(情報通信技術(ICT)を活用した場所にとらわれない働き方)等は、職住近接の実現による通勤負担の軽減に加

え、多様な働き方の選択肢を拡大するものであり、仕事と子育ての両立のしやすい働き方である点に着目し、その導入の推進を図る。

(8)　転勤についての配慮

官署を異にする異動を命ずる場合において、それにより子どもの養育を行うことが困難となる職員がいるときは、その状況に配慮する。

(9)　宿舎の貸与における配慮

子育てをしている職員に対して、仕事と子育ての両立にも配慮した宿舎の貸与に努める。

(10)　職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組

職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の働きやすい環境を阻害する職場における慣行その他の諸要因を解消するため、
管理職を含めた職員全員を対象として、情報提供、研修等による意識啓発を行う。

(11)　人事評価への反映

仕事と生活の調和の推進に資するような効率的な業務運営や良好な職場環境づくりに向けて採られた行動については、人事評価にお

いて適切に評価を行う。

2　その他の次世代育成支援対策に関する事項

(1)　子育てバリアフリー

外部からの来庁者の多い庁舎において、子どもを連れた人が安心して来庁できるよう、乳幼児と一緒に安心して利用できるトイレやベ
ビーベッドの設置等を適切に行う。

(2)　子ども・子育てに関する地域貢献活動

ア　子ども・子育てに関する活動の支援

地域において、子どもの健全育成、疾患・障害を持つ子どもの支援、子育て家庭の支援等を行うNPOや地域団体等について、その活

動への職員の積極的な参加を支援する。

イ　子どもの体験活動等の支援

子どもの多様な体験活動等の機会の充実を図るため、職場見学を実施すること、子どもが参加する地域の行事・活動に庁舎内施設や
その敷地を提供すること、各種学習会等の講師、ボランティアリーダー等として職員の積極的な参加を支援すること等に取り組む。

ウ　子どもを交通事故から守る活動の実施や支援

子どもを交通事故から守るため、地域の交通安全活動への職員の積極的な参加を支援するとともに、公務に関し自動車の運転を行う
者に対する交通安全教育等の交通安全に必要な措置を実施する。

エ　安全で安心して子どもを育てられる環境の整備

子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等の自主防犯活動や少年非行防止、立ち直り支援のためのボラン

ティア活動等への職員の積極的な参加を支援する。

(3)　子どもと触れ合う機会の充実

保護者でもある職員の子どもと触れ合う機会を充実させ、心豊かな子どもを育むため、子どもが保護者の働いているところを実際に見
ることができる「子ども参観日」を実施する。

また、各機関におけるレクリエーション活動の実施に当たっては、当該職員のみだけではなく、子どもを含めた家族全員が参加できるよ

うに配慮する。

(4)　学習機会の提供等による家庭の教育力の向上

保護者でもある職員は、子どもとの交流の時間が確保しにくい状況にあるとともに、家庭教育に関する学習機会への参加が難しい状
況にあるため、各機関内において、家庭教育講座等を開設する等の取組により、家庭教育への理解と参画の促進を図る。
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○ 内閣府告示第１５９号

平成２６年７月２日告示

教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに

子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な

実施を確保するための基本的な指針

目 次

・・・・・・・・・・・・・・・・・第一 子ども・子育て支援の意義に関する事項 ２

・・・・・・・・・・・・・・・・・一 子どもの育ち及び子育てをめぐる環境 ３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・二 子どもの育ちに関する理念 ４

・・・・・・・・・・・・三 子育てに関する理念と子ども・子育て支援の意義 ５

・・・・・・・・・・・・四 社会のあらゆる分野における構成員の責務，役割 ７

第二 教育・保育を提供する体制の確保及び地域子ども・子育て支援事業の実施に

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・関する基本的事項 ８

一 教育・保育を提供する体制の確保及び地域子ども・子育て支援事業の実施に

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・関する基本的考え方 ８

・・・・・・・・・二 子ども・子育て支援に当たっての関係者の連携及び協働 ９

・・・・・・・・・・・・・第三 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項 11

・・・・・・・・・一 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的事項 11

・・・・二 市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的記載事項 14

・・・・・三 市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に関する任意記載事項 20

・四 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する基本的記載事項 24

・・五 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する任意記載事項 36

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・六 その他 38

第四 児童福祉法その他の関係法律による専門的な知識及び技術を必要とする児童の

・・・・・・・・・・・・・・・福祉増進のための施策との連携に関する事項 40

第五 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用

・・・・・・・・・・・・・・環境の整備に関する施策との連携に関する事項 40

・第六 その他子ども・子育て支援のための施策の総合的な推進のために必要な事項 41
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子ども・子育て支援については，少子化社会対策基本法（平成十五年法律第百三十三

号）等に基づき，総合的な施策が講じられてきたところであるが，平成二十四年八月に，

質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供，保育の量的拡大及び確保並びに地域

における子ども・子育て支援の充実等を図るため，子ども・子育て支援法（平成二十四

年法律第六十五号。以下「法」という。）の制定のほか，就学前の子どもに関する教育，

保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律（平成二十四年法律第

六十六号）及び児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）の改正を含めた子ども・

子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する

法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成二十四年

法律第六十七号）が制定され，子ども・子育て支援の新たな制度が創設された。

法においては，市町村（特別区を含む。以下同じ。）は，子ども・子育て支援給付及び

地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うこととし，国及び都道府県は，

当該給付及び当該事業が適正かつ円滑に行われるよう必要な各般の措置を講じなければ

ならないこととされている。

特に，子ども・子育て支援給付に係る教育・保育（法第十四条第一項に規定する教育

・保育をいう。以下同じ。）及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保等を図る

ため，市町村は市町村子ども・子育て支援事業計画（法第六十一条第一項に規定する市

町村子ども・子育て支援事業計画をいう。以下同じ。）を，都道府県は都道府県子ども・

子育て支援事業支援計画（法第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援

事業支援計画をいう。以下同じ。）を定めることとされている。

この基本指針は，この新たな制度の下，法第六十条に基づき，教育・保育の提供体制

の確保及び地域子ども・子育て支援事業の実施に関する基本的事項並びに子ども・子育

て支援事業計画（市町村子ども・子育て支援事業計画及び都道府県子ども・子育て支援

事業支援計画をいう。以下同じ。）の記載事項等を定め，もって教育・保育及び地域子ど

も・子育て支援事業を提供する体制の整備その他法に基づく業務の円滑な実施が計画的

に図られるようにすること等を目的とするものである。

第一 子ども・子育て支援の意義に関する事項

法は，「我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変

化に鑑み，児童福祉法その他の子どもに関する法律による施策と相まって，子ども・

子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い，も

って一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与する」こと

を目的としている。

子ども・子育て支援については，この法の目的を達成するため，「子どもの最善の利

益」が実現される社会を目指すとの考えを基本に，子どもの視点に立ち，子どもの生

存と発達が保障されるよう，良質かつ適切な内容及び水準のものとすることが必要で

ある。

また，法は，障害，疾病，虐待，貧困，家族の状況その他の事情により社会的な支

援の必要性が高い子どもやその家族を含め，全ての子どもや子育て家庭を対象とする

ものである。このことを踏まえ，全ての子どもに対し，身近な地域において，法に基
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づく給付その他の支援を可能な限り講じるとともに，関連する諸制度との連携を図り，

必要な場合には，これらの子どもに対する適切な保護及び援助の措置を講じることに

より，一人一人の子どもの健やかな育ちを等しく保障することを目指す必要がある。

子どもは，社会の希望であり，未来をつくる存在である。子どもの健やかな育ちと

子育てを支えることは，一人一人の子どもや保護者の幸せにつながることはもとより，

将来の我が国の担い手の育成の基礎をなす重要な未来への投資であり，社会全体で取

り組むべき最重要課題の一つである。

しかるに，子どもの育ちや子育てをめぐる状況は厳しく，結婚や出産に関する希望

の実現をあきらめる人々や，悩みや不安を抱えながら子育てを行っている人々がいる。

また，親自身は，周囲の様々な支援を受けながら，実際に子育てを経験することを通

じて，親として成長していくものであり，全ての子育て家庭を対象に，こうしたいわ

ゆる「親育ち」の過程を支援していくことが必要とされている。

このような状況に鑑みれば，行政が，子ども・子育て支援を質・量ともに充実させ

るとともに，家庭，学校，地域，職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構

成員が，子ども・子育て支援の重要性に対する関心や理解を深め，各々が協働し，そ

れぞれの役割を果たすことが必要である。そうした取組を通じ，家庭を築き，子ども

を産み育てるという人々の希望がかなえられるとともに，全ての子どもが健やかに成

長できる社会を実現していかなければならない。

一 子どもの育ち及び子育てをめぐる環境

近年，核家族化の進展や地域のつながりの希薄化により，祖父母や近隣の住民等

から，日々の子育てに対する助言，支援や協力を得ることが困難な状況となってい

る。また，現在の親世代の人々の兄弟姉妹の数が減少しており，自身の子どもがで

きるまで赤ちゃんと触れ合う経験が乏しいまま親になることが増えている。このよ

うに，子育てをめぐる地域や家庭の状況は変化している。

また，経済状況や企業経営を取り巻く環境が依然として厳しい中，共働き家庭は

増加し続けているとともに，若年男性を始め非正規雇用割合も高まっている。また，

子育てに専念することを希望して退職する者がいる一方，就労の継続を希望しなが

らも，仕事と子育ての両立が困難であるとの理由により，出産を機に退職する女性

が少なからず存在しているなど，出産に伴う女性の就労継続も依然として厳しい状

況にある。さらに，女性の活力による経済社会の活性化の視点から，仕事と子育て

の両立を希望する者を支援する環境の整備が求められているが，都市部を中心に，

依然として多くの待機児童が存在している。

また，長時間労働は全体的に減少傾向にあるものの，子育て期にある三十代及び

四十代の男性で長時間労働を行う者の割合は依然として高い水準にある。父親の子

育てへの参画に関する意識や意欲は高まってきているものの，子育て期の父親の家

事・育児時間は，諸外国に比べ，依然として少ない時間にとどまっている。他方で，

夫の家事・育児時間が長い夫婦ほど，第二子以降の出生割合が高い傾向が見られて

おり，育児において父親が積極的に役割を果たすことが望まれる。

このような，社会や経済の環境の変化によりもたらされた子育て家庭を取り巻く
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環境の変化によって，就労の有無や状況にかかわらず，子育ての負担や不安，孤立

感が高まっている。こうした状況の中，子どもの心身の健やかな発達を妨げ，ひい

ては生命をも脅かす児童虐待の発生も後を絶たない。

さらに，少子化により，子どもの数の減少とともに兄弟姉妹の数も減少しており，

乳幼児期（小学校就学の始期に達するまでの時期をいう。以下同じ。）に異年齢の中

で育つ機会が減少しているなど，子どもの育ちをめぐる環境も変容している。

以上のような子どもの育ちや子育てをめぐる環境に鑑みれば，子どもが安心して

育まれるとともに，子ども同士が集団の中で育ち合うことができるよう，また，家

庭における子育ての負担や不安，孤立感を和らげ，男女共に保護者がしっかりと子

どもと向き合い，喜びを感じながら子育てができるよう，子どもの育ちと子育てを，

行政や地域社会を始め社会全体で支援していくことが必要である。こうした取組を

通じて，全ての子どもの健やかな育ちを実現する必要がある。

二 子どもの育ちに関する理念

人は生まれながらにして，自然に成長していく力とともに，周囲の環境に対して

自分から能動的に働きかけようとする力を有している。発達とは，自然な心身の成

長に伴い，人がこのように能動性を発揮して周囲の環境と関わり合う中で，生活に

必要な能力，態度等を獲得していく過程である。

とりわけ，乳幼児期は，心情，意欲，態度，基本的生活習慣等，生涯にわたる人

格形成の基礎が培われる重要な時期である。

乳児期（おおむね満一歳に達するまでの時期をいう。以下同じ。）は，一般に，身

近にいる特定の大人（実親のほか，里親等の実親以外の養育者を含む。）との愛着形

成により，情緒的な安定が図られるとともに，身体面の著しい発育・発達が見られ

る重要な時期である。子どもが示す様々な行動や欲求に，身近な大人が応答的かつ

積極的に関わることにより，子どもの中に人に対する基本的信頼感が芽生え，情緒

の安定が図られる。こうした情緒の安定を基盤として心身の発達が促されるなど，

人として生きていく土台がこの時期に作られる。

幼児期（乳児期を除く小学校就学の始期に達するまでの時期をいう。以下同じ。）

のうち，おおむね満三歳に達するまでの時期は，一般に，基本的な身体機能や運動

機能が発達し，様々な動きを十分楽しみながら，人や物との関わりを広げ，行動範

囲を拡大させていく時期である。自我が育ち，強く自己主張することも多くなるが，

大人がこうした姿を積極的に受け止めることにより，子どもは自分に自信を持つ。

自分のことを信じ，見守ってくれる大人の存在により，子どもは時間をかけて自分

の感情を鎮め，気持ちを立て直すようになる。安心感や安定感を得ることにより，

子どもは身近な環境に自ら働きかけ，好きな遊びに熱中したりやりたいことを繰り

返し行ったりするなど，自発的に活動するようになる。こうした自発的な活動が主

体的に生きていく基盤となる。また，特定の大人への安心感を基盤として，徐々に

人間関係を広げ，その関わりを通じて社会性を身に付けていく。

幼児期のうち，おおむね満三歳以上の時期は，一般に，遊びを中心とした生活の

中で，特に身体感覚を伴う多様な活動を経験することにより，豊かな感性とともに
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好奇心，探究心や思考力が養われ，それらがその後の生活や学びの基礎になる時期

である。また，ものや人との関わりにおける自己表出を通して，幼児の育ちにとっ

て最も重要な自我や主体性が芽生えるとともに，人と関わり，他人の存在に気付く

ことなどにより，自己を取り巻く社会への感覚を養うなど，人間関係の面でも日々

急速に成長する時期である。このため，この時期における育ちは，その後の人間と

しての生き方を大きく左右する重要なものとなる。

以上に述べたような乳幼児期の発達は，連続性を有するものであるとともに，一

人一人の個人差が大きいものであることに留意しつつ，乳幼児期の重要性や特性を

踏まえ，発達に応じた適切な保護者の関わりや，質の高い教育・保育や子育て支援

の安定的な提供を通じ，その間の子どもの健やかな発達を保障することが必要であ

る。

また，小学校就学後の学童期は，生きる力を育むことを目指し，調和のとれた発

達を図る重要な時期である。この時期は，自立意識や他者理解等の社会性の発達が

進み，心身の成長も著しい時期である。学校教育とともに，遊戯やレクリエーショ

ンを含む，学習や様々な体験・交流活動のための十分な機会を提供し，放課後等に

おける子どもの健全な育成にも適切に配慮することが必要である。

以上のように，乳児期におけるしっかりとした愛着形成を基礎とした情緒の安定

や他者への信頼感の醸成，幼児期における他者との関わりや基本的な生きる力の獲

得及び学童期における心身の健全な発達を通じて，一人一人がかけがえのない個性

ある存在として認められるとともに，自己肯定感をもって育まれることが可能とな

る環境を整備することが，社会全体の責任である。

三 子育てに関する理念と子ども・子育て支援の意義

法を始めとする関係法律において明記されているとおり，「父母その他の保護者は，

子育てについての第一義的責任を有する」という基本的認識を前提とし，また，家

庭は教育の原点であり，出発点であるとの認識の下，前述の子ども・子育てをめぐ

る環境を踏まえ，子ども・子育て支援は進められる必要がある。

子育てとは本来，子どもに限りない愛情を注ぎ，その存在に感謝し，日々成長す

る子どもの姿に感動して，親も親として成長していくという大きな喜びや生きがい

をもたらす尊い営みである。

したがって，子ども・子育て支援とは，保護者の育児を肩代わりするものではな

く，保護者が子育てについての責任を果たすことや，子育ての権利を享受すること

が可能となるよう，地域や社会が保護者に寄り添い，子育てに対する負担や不安，

孤立感を和らげることを通じて，保護者が自己肯定感を持ちながら子どもと向き合

える環境を整え，親としての成長を支援し，子育てや子どもの成長に喜びや生きが

いを感じることができるような支援をしていくことである。

このような支援により，より良い親子関係を形成していくことは，子どものより

良い育ちを実現することに他ならない。

また，保護者が子育てについての第一義的な責任を有するという基本的認識につ

いては，子どもの最善の利益を実現する観点から，虐待等を理由として親子を分離
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し，実親以外の者が養育者となって子育てを担うことを妨げるものではない。むし

ろ，必要な場合には，社会的養護に係る措置を適切に講じ，もって子どもの健やか

な育ちを保障することは，社会の責務である。

以上のような子ども・子育て支援の意義に関する理解の下，各々の子どもや子育

て家庭の置かれた状況や地域の実情を踏まえ，幼児期の学校教育・保育，地域にお

ける多様な子ども・子育て支援の量的拡充と質的改善を図ることが必要である。

保護者以外の保育者の具体的な関わりにおいては，三歳未満の乳幼児では，その

発達の特性を踏まえ，安心できる人的及び物的環境の下で，子どもの生命の保持及

び情緒の安定を図るための援助や関わりが重要である。この時期の保育においては，

疾病の発生が多いことから，一人一人の発育及び発達状態や健康状態についての適

切な判断に基づく保健的な対応を行うことが必要である。また，一人一人の子ども

の生育歴の違いに留意しつつ，欲求を適切に満たし，特定の保育者が応答的に関わ

るように努めることが必要である。保育においては，子どもが探索活動を十分経験

できるよう，事故防止に努めながら活動しやすい環境を整え，全身を使う遊び等様

々な遊びを取り入れることが必要である。また，子どもの自我の育ちを見守り，そ

の気持ちを受け止めるとともに，保育者が仲立ちとなり，友達の気持ちや友達との

関わり方を丁寧に伝えていくことが求められる。

三歳以上の幼児期は，知的・感情的な面でも，また人間関係の面でも，日々急速

に成長する時期であり，この時期の教育の役割は極めて重要である。また，少子化

の進行により子どもや兄弟姉妹の数が減少する中にあって，子どもの健やかな育ち

にとって必要となる，同年齢や異年齢の幼児と主体的に関わる機会の確保が必要で

ある。集団の生活は，幼児に人との関わりを深めさせ，規範意識の芽生えを培うも

のであり，異年齢交流は，年下への思いやりや責任感，年上への憧れや成長の意欲

を生むものである。保育者は，一人一人の幼児に対する理解に基づき，環境を計画

的に構成し，幼児の主体的な活動を援助していくことが求められる。また，幼児期

の教育に際しては，小学校教育との連携・接続についても，十分配慮することが必

要である。

また，教育・保育施設（法第七条第四項に規定する教育・保育施設をいう。以下

同じ。）を利用する子どもの家庭のみならず，在宅の子育て家庭を含む全ての家庭及

び子どもを対象として，地域のニーズに応じた多様かつ総合的な子育て支援を質・

量両面にわたり充実させることが必要である。当該支援を実施するに当たっては，

妊娠・出産期からの切れ目のない支援を行っていくこと，保護者の気持ちを受け止

め，寄り添いながら相談や適切な情報提供を行うこと，発達段階に応じた子どもと

の関わり方等に関する保護者の学びの支援を行うこと，安全・安心な活動場所等子

どもの健全な発達のための良質な環境を整えること，及び地域の人材をいかしてい

くことに留意することが重要である。

全ての子どもの健やかな育ちを保障していくためには，以上に述べたような，発

達段階に応じた質の高い教育・保育及び子育て支援が提供されることが重要である。

質の高い教育・保育及び子育て支援を提供するためには，保護者以外に幼稚園教諭，

保育士等子どもの育ちを支援する者の専門性や経験が極めて重要であり，研修等に
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よりその専門性の向上を図ることが必要である。また，施設設備等の良質な環境の

確保が必要である。さらに，こうした教育・保育及び子育て支援の質の確保・向上

のためには，適切な評価を実施するとともに，その結果を踏まえた不断の改善努力

を行うことが重要である。

四 社会のあらゆる分野における構成員の責務，役割

社会のあらゆる分野における全ての構成員が，父母その他の保護者が子育てにつ

いて責任を有していることを前提としつつ，全ての子どもの健やかな成長を実現す

るという社会全体の目的を共有し，子どもの育ち及び子育て支援の重要性に対する

関心と理解を深め，各々の役割を果たすことが必要である。

法に基づく子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業については，

市町村が，幼児期の学校教育・保育及び地域の子ども・子育て支援を総合的に実施

する主体となり，二に掲げる子どもの育ちに関する理念及び三に掲げる子育てに関

する理念と子ども・子育て支援の意義を踏まえ，子どもの最善の利益の実現を念頭

に，質を確保しながら，地域の実情に応じた取組を関係者と連携しつつ実施する。

また，国及び都道府県は，市町村の取組を重層的に支える。

事業主においては，子育て中の労働者が男女を問わず子育てに向き合えるよう，

職場全体の長時間労働の是正，労働者本人の希望に応じた育児休業や短時間勤務を

取得しやすい環境づくり，職場復帰支援等の労働者の職業生活と家庭生活との両立

（ワーク・ライフ・バランス）が図られるような雇用環境の整備を行うことが求め

られる。

子育てにおいては，保護者が，家庭の中のみならず，地域の中で，男女共に，保

護者同士や地域の人々とのつながりを持ち，地域社会に参画し，連携し，地域の子

育て支援に役割を果たしていくことも重要である。ＰＴＡ活動や保護者会活動を始

め，家庭，地域，施設等子どもの生活の場を有機的に連携させ，地域コミュニティ

ーの中で子どもを育むことが必要である。とりわけ，教育・保育施設においては，

地域における子ども・子育て支援の中核的な役割を担うことが期待される。また，

施設が地域に開かれ，地域と共にあることや，保護者のみならず地域の人々も子ど

もの活動支援や見守りに参加することは，子どもの健やかな育ちにとって重要であ

る。

地域及び社会全体が，子育て中の保護者の気持ちを受け止め，寄り添い，支える

ことを通じ，保護者が子育てに不安や負担ではなく喜びや生きがいを感じることが

でき，そして未来の社会をつくり，担う存在である全ての子どもが大事にされ，健

やかに成長できるような社会，すなわち「子どもの最善の利益」が実現される社会

を目指す。
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第二 教育・保育を提供する体制の確保及び地域子ども・子育て支援事業の実施に関す

る基本的事項

一 教育・保育を提供する体制の確保及び地域子ども・子育て支援事業の実施に関す

る基本的考え方

法，就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律の

一部を改正する法律による改正後の就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的

な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」

という。）及び子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育，保育等の総

合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備

等に関する法律による改正後の関係法律に基づき実施する子ども・子育て支援に係

る制度（以下「子ども・子育て支援制度」という。）は，第一の子ども・子育て支援

の意義に関する事項を踏まえ，市町村が制度を実施し，都道府県及び国が重層的に

支える仕組みである。

市町村は，子ども・子育て支援制度の実施主体として，全ての子どもに良質な成

育環境を保障するため，それぞれの家庭や子どもの状況に応じ，子ども・子育て支

援給付を保障するとともに，地域子ども・子育て支援事業を実施し，妊娠・出産期

からの切れ目ない支援を行う。

具体的には，市町村は，国及び都道府県等と連携し，地域の実情に応じて質の高

い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業が適切に提供されるよう，計画的に

提供体制を確保するとともに，その利用を支援する。その際，子育てに孤立感や負

担感を感じている保護者が多いこと等を踏まえ，全ての子ども・子育て家庭に，そ

れぞれの子どもや家庭の状況に応じ，子育ての安心感や充実感を得られるような親

子同士の交流の場づくり，子育て相談や情報提供などの支援を行う。

このため，市町村は，子ども・子育て支援に係る現在の利用状況及び潜在的な利

用希望を含めた利用希望を把握した上で，管内における教育・保育及び地域子ども

・子育て支援事業の量の見込み並びに提供体制の確保の内容及びその実施時期等を

盛り込んだ市町村子ども・子育て支援事業計画を作成し，当該計画をもとに，質の

高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を計画的に実施する。

都道府県は，市町村が上記の役割を果たすために必要な支援を行うとともに，子

ども・子育て支援のうち，特に専門性の高い施策及び各市町村の区域を超えた広域

的な対応が必要な施策を講ずる。

また，市町村子ども・子育て支援事業計画を踏まえて都道府県子ども・子育て支

援事業支援計画を作成し，当該計画をもとに，質の高い教育・保育が適切に提供さ

れるよう，計画的に提供体制を確保するほか，市町村の区域を超えた広域的な調整，

幼稚園教諭及び保育士等の人材の確保及び資質の向上に係る方策並びに保護を要す

る子どもの養育環境の整備等の専門的な知識及び技術を要する支援等を行う。

国は，市町村が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業等

が適正かつ円滑に行われるよう，市町村及び都道府県と相互に連携を図りながら，

必要な支援を行う。

また，子ども・子育て支援制度は質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支
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援事業の提供を通じて全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであり，

市町村，都道府県及び国は，それぞれの役割に応じて，教育・保育及び地域子ども

・子育て支援事業の質の確保及び向上を図ることが必要である。具体的には，認定

こども園，幼稚園及び保育所と小学校等との連携のための取組の促進，幼稚園教諭，

保育士等に対する研修の充実等による資質の向上，処遇改善を始めとする労働環境

への配慮並びに教育・保育施設（法第七条第四項に規定する教育・保育施設をいう。

以下同じ。）及び地域型保育事業（法第七条第五項に規定する地域型保育事業をいう。

以下同じ。）を行う者に対する適切な指導監督，評価等の実施を通じて，質の高い教

育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供を図り，市町村及び都道府県は，

これらの事項について，子ども・子育て支援事業計画に記載する。このほか，市町

村は，障害児，社会的養護が必要な子ども，貧困状態にある子ども，夜間の保育が

必要な子ども等特別な支援が必要な子どもが円滑に教育・保育等を利用できるよう

にするために必要な配慮を行うとともに，市町村，都道府県及び国は，必要な支援

を行うことが求められる。

教育・保育施設は，教育・保育の質の確保及び向上を図るため，自己評価，関係

者評価，第三者評価等を通じて運営改善を図ることが求められる。市町村，都道府

県及び国はこのために必要な支援を行う。

二 子ども・子育て支援に当たっての関係者の連携及び協働

質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を提供するため，関係者は

次に掲げる相互の連携及び協働を図り，総合的な体制の下に子ども・子育て支援を

推進することが望ましい。

１ 市町村内及び都道府県内の関係部局間の連携及び協働

子ども・子育て支援制度は，子ども・子育て支援事業計画に基づき，地域の実

情に応じた質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業が総合的かつ効

率的に提供されるよう，市町村及び都道府県がその提供体制を確保することを基

本理念とするものであり，認定こども園，幼稚園及び保育所を通じた共通の給付

が創設されるとともに，幼保連携型認定こども園の認可及び指導監督が一本化さ

れる。そのため，教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を一元的に行うと

ともに，その他の小学校就学前子ども（法第六条第一項に規定する小学校就学前

子どもをいう。以下同じ。）等に係る施策との緊密な連携を推進することが求めら

れる。また，家庭教育の支援施策を行う市町村の関係部局との密接な連携を図る

ことが望ましい。

市町村及び都道府県は，子ども・子育て支援制度の総合的かつ効率的な推進を

図るため，例えば，認定こども園，幼稚園，保育所等及び地域子ども・子育て支

援事業の担当部局を一元化するなど，円滑な事務の実施が可能な体制を整備し，

子ども・子育て支援事業計画の作成並びにこれに基づく質の高い教育・保育及び

地域子ども・子育て支援事業の実施を図ることが望ましい。ただし，教育委員会

の独立性確保の観点から，公立幼稚園に関する教育委員会の権限は移管できない
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ことに留意すること。

２ 市町村相互間の連携及び協働並びに市町村と都道府県との連携及び協働

子ども・子育て支援制度の実施主体である市町村は，住民に最も身近な基礎的

な地方公共団体として，質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の

提供の責務を有し，教育・保育施設及び地域型保育事業を行う事業者について，

法第二十七条第一項及び第二十九条第一項の確認を行うとともに，地域型保育事

業を構成する家庭的保育事業（児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保

育事業をいう。以下同じ。），小規模保育事業（同条第十項に規定する小規模保育

事業をいう。以下同じ。），居宅訪問型保育事業（同条第十一項に規定する居宅訪

問型保育事業をいう。以下同じ。）及び事業所内保育事業（同条第十二項に規定す

る事業所内保育事業をいう。以下同じ。）の認可を行う。

一方，教育・保育施設（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五

十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市

（以下「指定都市等」という。）に所在する幼保連携型認定こども園及び保育所を

除く。以下２において同じ。）の認可及び認定は都道府県が行う。

このため，都道府県及び市町村は，教育・保育施設の認可，認定及び確認並び

に指導監督に当たって，必要な情報を共有し，共同で指導監督を行うなど，相互

に密接に連携を図ること。特に，市町村が私立幼稚園の運営の状況等を円滑に把

握することができるよう，都道府県は，市町村に必要な支援を行うこと。

また，住民が近隣の市町村に所在する地域型保育事業を利用する場合において，

当該住民が居住する市町村が当該地域型保育事業を行う者の確認を行う際には，

法第四十三条第四項の規定により，当該地域型保育事業を行う事業所が所在する

市町村の事前の同意又は当該同意を要しない旨の市町村間の同意が必要である。

市町村は，住民が希望する地域型保育事業を円滑に利用できるよう，当該地域型

保育事業を行う者が所在する市町村と連携を図り，迅速にこれらの同意が行われ

るように努めること。特に，市町村域を超えた地域型保育事業の利用が明らかな

場合及び複数の市町村に居住する子どもが利用することが見込まれる事業所内保

育事業については留意が必要である。

子ども・子育て支援の実施に当たり，市町村は，地域の資源を有効に活用する

ため，地域の実情に応じ，必要に応じて近隣の市町村と連携，共同して事業を実

施するなどの広域的取組を推進することが必要である。この場合において，関係

市町村間の連携を図るとともに，必要に応じて都道府県が広域調整を行うこと。

３ 教育・保育の提供及び地域子ども・子育て支援事業の実施に係る関係者の連携

及び協働

市町村は，質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を実施するた

め，地域の実情に応じて計画的に基盤整備を行う。この場合において，市町村と

教育・保育施設，地域型保育事業を行う者その他の子ども・子育て支援を行う者

が相互に連携し，協働しながら地域の実情に応じた取組を進めていく必要がある。
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また，妊娠・出産期からの切れ目ない支援を行うとともに，質の高い教育・保

育の提供並びに地域の子育て支援機能の維持及び確保等を図るため，子ども・子

育て支援を行う者同士相互の密接な連携が必要である。特に，教育・保育施設で

ある認定こども園，幼稚園及び保育所は，子ども・子育て支援において地域の中

核的な役割を担い，地域型保育事業を行う者及び地域子ども・子育て支援事業を

行う者等と連携し，必要に応じてこれらの者の保育の提供等に関する支援を行う

ことが求められる。

また，原則として満三歳未満の保育を必要とする子どもが利用する地域型保育

事業について，満三歳以降も引き続き適切に質の高い教育・保育を利用できるよ

う，教育・保育施設と地域型保育事業を行う者との連携が必要である。この際，

円滑な連携が可能となるよう，市町村が積極的に関与することが必要である。

また，保育を利用する子どもが小学校就学後に円滑に放課後児童健全育成事業

を利用できるよう，相互の連携を図ることが望ましい。

４ 国と地方公共団体との連携及び協働

国及び地方公共団体は，相互に連携を図りながら，子ども・子育て支援給付及

び地域子ども・子育て支援事業が適切かつ円滑に行われるようにしなければなら

ない。このため，国及び地方公共団体は恒常的に意見交換を行い，連携及び協働

を図りながら地域の実情に応じた子ども・子育て支援を推進することが必要であ

る。

第三 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項

一 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的事項

１ 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的事項

市町村及び都道府県は，法の基本理念及び第一の子ども・子育て支援の意義に

関する事項を踏まえ，子ども・子育て支援事業計画を作成すること。その際，次

世代育成支援対策推進法（平成十五年法律第百二十号）に基づき作成する市町村

行動計画及び都道府県行動計画に記載して実施している次世代育成支援対策に係

る分析，評価を行うこと。

２ 子ども・子育て支援事業計画の作成のための体制の整備等

子ども・子育て支援事業計画の作成に当たっては，市町村及び都道府県は，例

えば担当部局の一元化を行うなど関係部局間の連携を促進し，必要な体制の整備

を図るとともに，法第七十七条第一項及び第四項に規定する審議会その他の合議

制の機関又は子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴

くこと。

（一）市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携

子ども・子育て支援事業計画の作成に当たっては，認定こども園，幼稚園，
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保育所等及び地域子ども・子育て支援事業等の担当部局が相互に連携するこ

とができる体制を整備することが必要であり，第二の二の１に基づき，例え

ば関係部局を一元化するなど，円滑な事務の実施が可能な体制を整備するこ

と。

（二）子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見の聴取

子ども・子育て支援事業計画を地域の実情に即した実効性のある内容のも

のとするためには，地域の関係者の意見を反映することが必要である。この

ため，法第六十一条第七項及び第六十二条第五項の規定に基づき，市町村及

び都道府県は，法第七十七条第一項及び第四項に規定する審議会その他の合

議制の機関を設置している場合はその意見を，その他の場合は子どもの保護

者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならないこ

と。

（三）市町村間及び市町村と都道府県との間の連携

市町村は，市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に当たって，二の２

の（二）の(1)に規定する市町村域を超えた教育・保育等の利用が行われてい

る場合等必要な場合には，量の見込み並びに提供体制の確保の内容及びその

実施時期等について，関係市町村と調整を行うこと。

都道府県は，法第六十一条第九項の規定による市町村子ども・子育て支援

事業計画の協議を受け，調整を行うことにより，教育・保育施設及び地域型

保育事業の整備等に関する広域調整を行う役割を有している。このため，子

ども・子育て支援事業計画を作成する過程では，市町村と都道府県との間の

連携を図ることが必要である。

具体的には，市町村は，四半期ごと等の都道府県が定める一定の期間ごと

に，市町村子ども・子育て支援事業計画の作成の進捗状況等の都道府県が定

める事項を，都道府県に報告すること。

また，市町村が市町村子ども・子育て支援事業計画を作成するに当たって，

私立幼稚園の運営の状況等を円滑に把握することができるよう，都道府県は，

市町村に必要な支援を行うこと。

３ 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の利用状況及び利用希望の把握

（一）現状の分析

市町村子ども・子育て支援事業計画については，地域の人口構造や産業構

造等の地域特性，教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の利用の現状，

利用希望の実情，教育・保育施設等の地域資源の状況，更には子どもと家庭

を取り巻く環境等の現状を分析して，それらを踏まえて作成することが必要

である。
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（二）現在の利用状況及び利用希望の把握

市町村は，市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に当たり，教育・保

育及び地域子ども・子育て支援事業の現在の利用状況を把握するとともに，

保護者に対する調査等（以下「利用希望把握調査等」という。）を行い，これ

らを踏まえて教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを推

計し，具体的な目標設定を行うこと。

利用希望把握調査等の実施に当たっては，当該調査結果を踏まえて作成す

る市町村子ども・子育て支援事業計画及び市町村子ども・子育て支援事業計

画を踏まえて作成する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画が，教育・

保育施設及び地域型保育事業の認可及び認定の際の需給調整の判断の基礎と

なることを勘案して，地域の実情に応じた適切な区域で行うこと。

また，都道府県は，利用希望把握調査等が円滑に行われるよう，市町村に

対する助言，調整等に努めること。その際，認可外保育施設及び私立幼稚園

の運営の状況等について市町村に対する情報提供を行う等，密接に連携を図

ること。

４ 計画期間における数値目標の設定

市町村及び都道府県は，地域の子どもが必要な教育・保育及び地域子ども・子

育て支援事業を効果的，効率的に利用できるよう，二の２の（一）及び３の（一）

並びに四の２の（一）に基づき，教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の現

在の利用状況及び利用希望を把握し，地域の実情に応じて，子ども・子育て支援事

業計画において，計画期間内における量の見込みを設定すること。

５ 住民の意見の反映

市町村子ども・子育て支援事業計画を定め，又は変更しようとするときは，２

の（二）により，法第七十七条第一項に規定する審議会その他の合議制の機関又

は子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴くほか，法

第六十一条第八項の定めるところにより，あらかじめ，地域住民の意見を反映さ

せるために必要な措置を講ずるよう努めること。

６ 他の計画との関係

子ども・子育て支援事業計画は，地域福祉計画（社会福祉法（昭和二十六年法

律第四十五号）第百七条に規定する市町村地域福祉計画及び同法第百八条に規定

する都道府県地域福祉支援計画をいう。），教育振興基本計画（教育基本法（平成

十八年法律第百二十号）第十七条第二項の規定により市町村又は都道府県が定め

る教育の振興のための施策に関する基本的な計画をいう。），自立促進計画（母子

及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）第十一条第二項第

三号に規定する自立促進計画をいう。以下同じ。），障害者計画（障害者基本法（昭

和四十五年法律第八十四号）第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画及び

同条第三項に規定する市町村障害者計画をいう。），児童福祉法第五十六条の四の

参考資料３



- 14 -

二第一項に規定する市町村整備計画（以下「市町村整備計画」という。）その他の

法律の規定により市町村又は都道府県が作成する計画であって，子ども・子育て

支援に関する事項を定めるもの並びに放課後子どもプラン事業計画その他の子ど

も・子育て支援に関する事項を定める計画との間の調和が保たれたものとするこ

とが必要である。

なお，他の法律の規定により市町村又は都道府県が作成する計画であって，子

ども・子育て支援事業計画と盛り込む内容が重複するものについては，子ども・

子育て支援事業計画と一体のものとして作成して差し支えない。

二 市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的記載事項

市町村子ども・子育て支援事業計画において定めることとされた事項は，次に掲

げる事項その他別表第一に掲げる事項とする。なお，指定都市等及び児童相談所設

置市（児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市をいう。以下

同じ。）にあっては，本指針において都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に盛

り込まれている内容のうち，指定都市等及び児童相談所設置市が処理することとさ

れているものについては，適切に市町村子ども・子育て支援事業計画に盛り込むこ

とが必要である。

１ 教育・保育提供区域の設定に関する事項

市町村は，地理的条件，人口，交通事情その他の社会的条件，現在の教育・保

育の利用状況，教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総

合的に勘案して，小学校区単位，中学校区単位，行政区単位等，地域の実情に応

じて，保護者や子どもが居宅より容易に移動することが可能な区域（以下「教育

・保育提供区域」という。）を定める必要がある。その際，教育・保育提供区域は，

２の（二）の⑵に規定する地域型保育事業の認可の際に行われる需給調整の判断

基準となることを踏まえて設定すること。

この場合において，教育・保育提供区域は，教育・保育及び地域子ども・子育

て支援事業を通じて共通の区域設定とすることが基本となる。一方，教育・保育

提供区域は，２の（二）の⑵に規定する地域型保育事業の認可の際に行われる需

給調整の判断基準となること等から，法第十九条第一項各号に掲げる小学校就学

前子どもの区分（以下「認定区分」という。）ごと，地域子ども・子育て支援事業

の事業ごとに教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の広域利用の実

態が異なる場合には，実態に応じて，これらの区分又は事業ごとに設定すること

ができる。

なお，市町村整備計画を作成する場合には，当該市町村整備計画に記載する保

育提供区域（児童福祉法第五十六条の四の二第二項第一号に規定する保育提供区

域をいう。）は，当該教育・保育提供区域と整合性が取れたものとすること。
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２ 各年度における教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の

提供体制の確保の内容及びその実施時期に関する事項

（一） 各年度における教育・保育の量の見込み

各年度における教育・保育提供区域ごとの教育・保育の量の見込みについて

は，市町村子ども・子育て支援事業計画を作成しようとするときにおける当該

市町村に居住する子ども及びその保護者の教育・保育の利用状況及び利用希望

把握調査等により把握する利用希望を踏まえて作成すること。具体的には，教

育・保育の利用状況及び利用希望を分析し，かつ評価し，参酌標準（市町村子

ども・子育て支援事業計画において教育・保育の量の見込みを定めるに当たっ

て参酌すべき標準として別表第二に掲げるものをいう。別表第一において同

じ。）を参考として，次に掲げる区分ごとに，それぞれ次に掲げる必要利用定

員総数（(3)については，特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数及び特

定地域型保育事業所（法第二十九条第三項第一号に規定する特定地域型保育事

業所をいう。以下同じ。）に係る必要利用定員総数の合計）を定める。

その際，教育・保育提供区域ごとに均衡の取れた教育・保育の提供が行われ

るよう，地域の実情に応じた見込量を定めるとともに，必要利用定員総数の算

定に当たっての考え方を示すことが必要である。

また，都市部を中心とする待機児童の存在に対応した基盤整備を図るため，

市町村子ども・子育て支援事業計画において必要な教育・保育の量を見込むに

当たっては，満三歳未満の子どもに待機児童が多いことに鑑み，地域の実情に

応じて，満三歳未満の子どもの数全体に占める，認定こども園，保育所又は地

域型保育事業に係る法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する満三歳未満の子どもの利用定員数の割合（以下「保育利用率」という。）

について，計画期間内における目標値を設定すること。その際，満三歳未満の

子どもであって地域型保育事業の利用者が満三歳に到達した際に円滑に教育・

保育施設に移行することが可能となるよう配慮する必要がある点に留意が必要

である。

保育利用率の設定においては，市町村は，現在の保育の利用状況及び利用希

望を踏まえ，計画期間内の各年度における目標を設定すること。

必要利用定員総数及び保育利用率を定める際に，必要に応じて，地域の実情

を踏まえて社会的流出入等を勘案することができる。この場合には，法第七十

七条第一項及び第四項に規定する審議会その他の合議制の機関等（以下「地方

版子ども・子育て会議」という。）においてその算出根拠を調査審議するなど，

必要利用定員総数の算出根拠の透明化を図ること。

(1) 法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

特定教育・保育施設（法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設

をいう。以下同じ。）（認定こども園及び幼稚園に限る。）に係る必要利用定

員総数（特定教育・保育施設に該当しない幼稚園に係るものを含む。）
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(2) 法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

特定教育・保育施設（認定こども園及び保育所に限る。）に係る必要利用

定員総数（認可外保育施設等を利用する小学校就学前子どものうち保育を必

要とする者を含む。）

(3) 法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

満一歳未満並びに満一歳及び満二歳の区分（以下「年齢区分」という。）

ごとの特定教育・保育施設（認定こども園及び保育所に限る。）及び特定地

域型保育事業所（事業所内保育事業所（法第四十三条第一項に規定する事業

所内保育事業所をいう。以下同じ。）にあっては，同項に規定する労働者等

の監護する小学校就学前子どもに係る部分（以下「労働者枠」という。）を

除く。）に係る必要利用定員総数の合計数（認可外保育施設等を利用する小

学校就学前子どものうち保育を必要とする者を含む。）

（二）実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期

(1) 実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期

市町村子ども・子育て支援事業計画においては，教育・保育提供区域ごと

及び次のアからウまでに掲げる区分ごとに，それぞれ次のアからウまでに掲

げる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所に係る教育・保育の提供

体制の確保の内容及びその実施時期を定める。

その際，子ども・子育て支援制度が，保護者の選択に基づき，多様な施設

又は事業者から教育・保育を受けられるような提供体制の確保を目的の一つ

としていることに鑑み，保護者の就労状況及びその変化等のみならず，子ど

もの教育・保育施設の利用状況等に配慮しつつ，柔軟に子どもを受け入れる

ための体制確保，地域の教育・保育施設の活用等も勘案し，現在の教育・保

育の利用状況及び利用希望を十分に踏まえた上で定めること。

この場合において，市町村は，（一）で定めた保育利用率を踏まえ，「待機

児童解消加速化プラン」（平成二十五年四月十九日内閣総理大臣公表）におい

て目標年次としている平成二十九年度末までに，（一）により定めた各年度の

量の見込みに対応する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を整備す

ることを目指し，各年度における提供体制の確保の内容及びその実施時期を

定めること。

なお，当該市町村に居住する子どもについて，他の市町村の教育・保育施

設又は地域型保育事業により教育・保育の利用を確保する必要があると見込

まれる場合には，あらかじめ，当該他の市町村と調整を行うとともに，必要

に応じて，都道府県が広域的な観点から市町村間の調整を行うこと。

市町村は，保育の提供を行う意向を有する事業者の把握に努めた上で，情

報の提供を適切に行う等，多様な事業者の参入を促進する工夫を図ることが

必要である。

また，市町村は，特別な支援が必要な子どもが円滑に教育・保育を利用で
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きるよう，あらかじめ，関係部局と連携して，地域における特別な支援が必

要な子どもの人数等の状況並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業所における特別な支援が必要な子どもの受入れについて可能な限り把握し，

必要な調整を行った上で，教育・保育の提供体制を確保すること。なお，障

害児等特別な支援が必要な子どもが教育・保育を利用する際には，必要に応

じて障害児相談支援等との連携を図るほか，利用手続を行う窓口において，

教育・保育以外の関連施策についても基本的な情報や必要な書類の提供を行

うとともに，教育・保育施設，地域型保育事業を行う者等は，施設の設置，

事業の運営に当たり，円滑な受入れに資するような配慮を行うことが望まし

い。

なお，「待機児童解消加速化プラン」等により，認可外保育施設の認可施設

への移行を支援しているところであるが，当分の間，イ及びウについてはイ

及びウに定める確保の内容に加え，市町村又は都道府県が一定の施設基準に

基づき運営費支援等を行っている認可外保育施設等による保育の提供体制に

ついて記載することを可能とする。

ア 法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

特定教育・保育施設及び幼稚園（特定教育・保育施設に該当するものを除

く。）

イ 法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

特定教育・保育施設

ウ 法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

年齢区分ごとに係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所（事業

所内保育事業所における労働者枠に係る部分を除く。）

(2) 市町村の認可に係る需給調整の考え方

ア 市町村の認可に係る需給調整の基本的考え方

市町村長（特別区長を含む。以下同じ。）は，児童福祉法第三十四条の十

五第五項の規定により，地域型保育事業に関する認可の申請があった場合

において，当該地域型保育事業を行う者が所在する教育・保育提供区域に

おける特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所（事業所内保育事業

所における労働者枠に係る部分を除く。以下イにおいて同じ。）の利用定員

の総数（法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るもの

に限る。）が，市町村子ども・子育て支援事業計画において定める当該教育

・保育提供区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所に

係る必要利用定員総数（当該年度に係る同号に掲げる小学校就学前子ども

に係るものに限る。）に既に達しているか，又は当該認可申請に係る地域型

保育事業所の設置によってこれを超えることになると認めるときは，地域
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型保育事業の認可をしないことができる。

この際，市町村長は，当該認可申請に係る地域型保育事業所が，児童福

祉法第三十四条の十五第三項の規定に基づく基準に該当し，かつ，同法第

三十四条の十六第一項の条例で定める基準に適合している場合は，認可す

るものとすることとされているため，認可に係る需給調整については，慎

重に取り扱われるべきものであることに留意が必要である。

イ 子ども・子育て支援事業計画において実施しようとするものとして定め

られた教育・保育の提供体制の確保の内容に含まれない地域型保育事業の

認可申請に係る需給調整

子ども・子育て支援事業計画に基づき，教育・保育施設又は地域型保育

事業所の整備を行っている場合において，当該整備を行っている教育・保

育施設又は地域型保育事業所の認可又は認定が行われる前に，地域型保育

事業（(1)により，実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容と

して子ども・子育て支援事業計画に定めたものを除く。）の認可の申請があ

ったときは，市町村長は，認可申請に係る地域型保育事業所が所在する教

育・保育提供区域における当該年度の特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業所（事業所内保育事業所における労働者枠に係る部分を除き，当

該子ども・子育て支援事業計画に基づき基盤整備を行っている教育・保育

施設及び地域型保育事業所を含む。）の利用定員の総数（法第十九条第一項

第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）が，市町村子ども

・子育て支援事業計画において定める当該教育・保育提供区域における当

該年度の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所に係る必要利用定

員総数（法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るもの

に限る。）に既に達しているか，又は当該認可申請に係る地域型保育事業所

の設置によってこれを超えることになると認めるときは，地域型保育事業

の認可をしないことができる。この場合において，法第二十条第四項に規

定する支給認定（以下「支給認定」という。）を受けた保護者の認定区分ご

との人数が，当該認定区分に係る量の見込みを上回っており，機動的な対

応が必要であると認められる場合には，市町村は，地域の実情に応じて，

当該認可申請に係る地域型保育事業所の認可を行うことが望ましい。

３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども

・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期に関する事項

(一) 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み

各年度における教育・保育提供区域ごとの地域子ども・子育て支援事業の

量の見込みについては，市町村子ども・子育て支援事業計画を作成しようと

するときにおける当該市町村に居住する子ども及びその保護者の地域子ども

・子育て支援事業に該当する事業の利用状況及び利用希望把握調査等により

把握する利用希望を踏まえて作成すること。具体的には，例えば一時預かり
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事業の量の見込みについては，現行の一時預かり事業に加え，幼稚園におけ

る預かり保育の利用状況や利用希望を踏まえるなど，地域子ども・子育て支

援事業に該当する事業の利用状況及び利用希望を分析し，かつ評価し，参酌

標準（市町村子ども・子育て支援事業計画において地域子ども・子育て支援

事業の量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準として別表第三に掲げ

るものをいう。別表第一において同じ。）を参考として，事業の種類ごとの量

の見込みを定めるとともに，その算定に当たっての考え方を示すこと。

量の見込みを定める際に，必要に応じて，地域の実情を踏まえて社会的流

出入等を勘案することができる。この場合には，地方版子ども・子育て会議

においてその算出根拠を調査審議するなど，量の見込みの算出根拠の透明化

を図ること。

(二) 実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及

びその実施時期

市町村子ども・子育て支援事業計画においては，（一）により定めた各年度

の量の見込みに対応するよう，事業の種類ごとに，各年度における地域子ど

も・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期を定める。

放課後児童健全育成事業の実施に当たっては，引き続き子どもの健全育成

を図る中核的な活動拠点である児童館や放課後子ども教室等との連携に努め

るとともに，学校等とも連携し，放課後や週末等における子どもの安全かつ

安心な居場所づくりを推進することが必要である。

また，地域子ども・子育て支援事業の実施に当たっては，妊娠・出産期か

らの切れ目ない支援に配慮することが重要であり，母子保健関連施策との連

携の確保が必要である。このため，妊婦に対する健康診査を始め，母子保健

に関する知識の普及，妊産婦等への保健指導その他の母子保健関連施策等を

推進することが必要である。なお，その実施に当たっては，二十一世紀にお

ける母子保健の国民運動計画である「健やか親子二十一」の趣旨を十分踏ま

えること。

４ 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の

推進に関する体制の確保の内容に関する事項

市町村は，認定こども園が幼稚園及び保育所の機能を併せ持ち，保護者の就労

状況及びその変化等によらず柔軟に子どもを受け入れられる施設であることを踏

まえ，現在の教育・保育の利用状況及び利用希望に沿って教育・保育施設の適切

な利用が可能となるよう，幼稚園及び保育所から認定こども園への移行に必要な

支援その他地域の実情に応じた認定こども園の普及に係る基本的考え方を記載す

ること。中でも幼保連携型認定こども園については，学校及び児童福祉施設とし

て一の認可の仕組みとした制度改正の趣旨を踏まえ，その普及に取り組むことが

望ましい。

また，幼稚園教諭と保育士の合同研修に対する支援等の市町村が行う必要な支
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援に関する事項を定めること。

また，第一の子ども・子育て支援の意義に関する事項を踏まえ，質の高い教育

・保育及び地域子ども・子育て支援事業の役割，提供の必要性等に係る基本的考

え方及びその推進方策を定めること。その際，乳幼児期の発達が連続性を有する

ものであることや，幼児期の教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なも

のであることに十分留意すること。さらに，第二の二の３に掲げる教育・保育施

設及び地域型保育事業を行う者の相互の連携並びに認定こども園，幼稚園及び保

育所と小学校等との連携についての基本的考え方を踏まえ，市町村におけるこれ

らの連携の推進方策を定めること。

三 市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に関する任意記載事項

市町村子ども・子育て支援事業計画において地域の実情に応じて定めることとさ

れた事項は，次に掲げる事項その他別表第四に掲げる事項とする。

１ 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設又は特定地域型保育事

業の円滑な利用の確保に関する事項

市町村は，小学校就学前子どもの保護者が，産前・産後休業，育児休業明けに

希望に応じて円滑に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用できるよ

う，産前・産後休業，育児休業期間中の保護者に対する情報提供や相談支援等を

行うとともに，利用希望把握調査の結果を踏まえて設定した教育・保育の量の見

込みを基に，計画的に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の整備を行う

こと。

特に，現在，零歳児の子どもの保護者が，保育所等への入所時期を考慮して育

児休業の取得をためらったり，取得中の育児休業を途中で切り上げたりする状況

があることを踏まえ，育児休業満了時（原則一歳到達時）からの特定教育・保育

施設又は特定地域型保育事業の利用を希望する保護者が，育児休業満了時から利

用できるような環境を整えることが重要である。

これらの点を踏まえつつ，各市町村の実情に応じた施策を盛り込むこと。

２ 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施

策との連携に関する事項

次に掲げる施策を踏まえつつ，都道府県が行う施策との連携に関する事項及び

各市町村の実情に応じた施策を記載すること。

(一) 児童虐待防止対策の充実

市町村においては，養育支援を必要とする家庭を早期に把握し，地域の子

育て支援を活用して虐待を予防するほか，虐待の早期発見，早期対応に努め，

児童相談所の権限や専門性を要する場合には，遅滞なく児童相談所の介入を

求めることが重要であり，このための関係機関との連携強化が不可欠である。
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(1) 関係機関との連携及び市町村における相談体制の強化

市町村における虐待の発生予防，早期発見，早期対応等のためには，地

域の関係機関の連携並びに情報の収集及び共有により支援を行う要保護児

童対策地域協議会（以下「協議会」という。）の取組の強化が必要である。

具体的には，協議会に，市町村（児童福祉，母子保健等の担当部局），児童

相談所，保健センター，保健所，児童委員，保育所及び児童家庭支援セン

ターその他の児童福祉施設，学校，教育委員会，警察，医療機関並びにＮ

ＰＯ，ボランティア等の民間団体等幅広い関係者の参加を得る。また，協

議会の効果的な運営並びに市町村の虐待相談対応における組織的な対応及

び適切なアセスメントを確保するため，要保護児童対策調整機関等の市町

村の関係機関への専門性を有する職員の配置や，都道府県等が実施する講

習会等への参加等を通じた市町村の体制の強化及び資質の向上を図る。さ

らに，市町村は，一時保護等の実施が適当と判断した場合における児童相

談所長等への通知を始め，児童相談所の専門性や権限を要する場合に児童

相談所に適切に援助を求めるほか，都道府県と相互に協力して，児童虐待

による死亡事例等の重大事例の検証を行う。これらの取組を通じ，市町村

は都道府県との連携強化を図ること。

(2) 発生予防，早期発見，早期対応等

虐待の発生予防のため，健康診査や保健指導等の母子保健活動や地域の

医療機関等との連携，乳児家庭全戸訪問事業の実施等を通じて，妊娠，出

産及び育児期に養育支援を必要とする子どもや妊婦の家庭を早期に把握す

るとともに，特に支援を必要とする場合には，養育支援訪問事業等の適切

な支援につなげる。また，市町村において児童福祉担当部局と母子保健担

当部局が緊密な連携を図るとともに，医療機関と市町村が効果的に情報の

提供及び共有を行うための連携体制の構築を図ることが必要である。さら

に，虐待の発生予防，早期発見等のため，児童委員やＮＰＯ，ボランティ

ア等の民間団体等を積極的に活用する。

(3) 社会的養護施策との連携

市町村が子ども・子育て支援を推進するに際しては，子育て短期支援事

業を実施する児童養護施設等との連携，市町村の求めに応じて技術的助言

等を行う児童家庭支援センターの活用等，社会的養護の地域資源を地域の

子ども・子育て支援に活用するための連携が必要である。他方で，地域の

里親や地域分散化を進める児童養護施設等において子どもが健やかに成長

するためには，市町村，学校，民間団体等の地域の関係機関の理解と協力

のほか，里親の開拓や里親支援につながる広報・啓発等における都道府県

との連携により，地域の中で社会的養護が行えるような支援体制の整備を

する。また，母子生活支援施設については，母子が一緒に生活しつつ母と

子の関係に着目した支援を受けることができることから，福祉事務所，児

童相談所，婦人相談所等の関係機関と連携し，その積極的な活用，支援機

能の充実，広域利用の推進を図る。
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(二) 母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進

母子家庭及び父子家庭の自立支援については，子育て短期支援事業，母子

家庭日常生活支援事業，父子家庭日常生活支援事業，保育及び放課後児童健

全育成事業の利用に際しての配慮等の各種支援策を推進するほか，母子及び

父子並びに寡婦福祉法，同法に基づく国の基本方針及びこれに則して都道府

県等が策定する自立促進計画等の定めるところにより，子育て・生活支援策，

就業支援策，養育費の確保策及び経済的支援策を四本柱として総合的な自立

支援を推進する。

(三) 障害児施策の充実等

障害の原因となる疾病及び事故の予防，早期発見並びに治療の推進を図る

ため，妊婦及び乳幼児に対する健康診査並びに学校における健康診断等を推

進することが必要である。

また，障害児等特別な支援が必要な子どもの健全な発達を支援し，身近な

地域で安心して生活できるようにする観点から，自立支援医療（育成医療）

の給付のほか，年齢や障害等に応じた専門的な医療や療育の提供が必要であ

る。また，保健，医療，福祉，教育等の各種施策の円滑な連携により，在宅

支援の充実，就学支援を含めた教育支援体制の整備等の一貫した総合的な取

組を推進するとともに，児童発達支援センター等による地域支援・専門的支

援の強化や保育所等訪問支援の活用を通して地域の障害児等特別な支援が必

要な子どもとその家族等に対する支援の充実に努めることが必要である。

さらに，自閉症，学習障害（ＬＤ），注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）等の

発達障害を含む障害のある子どもについては，障害の状態に応じて，その可

能性を最大限に伸ばし，当該子どもが自立し，社会参加をするために必要な

力を培うため，幼稚園教諭，保育士等の資質や専門性の向上を図るとともに，

専門家等の協力も得ながら一人一人の希望に応じた適切な教育上必要な支援

等を行うことが必要である。

そのためには，乳幼児期を含め早期からの教育相談や就学相談を行うこと

により，本人や保護者に十分な情報を提供するとともに，認定こども園，幼

稚園，保育所，小学校，特別支援学校等において，保護者を含めた関係者が

教育上必要な支援等について共通理解を深めることにより，保護者の障害受

容及びその後の円滑な支援につなげていくことが重要である。また，本人及

び保護者と市町村，教育委員会，学校等とが，教育上必要な支援等について

合意形成を図ることが求められる。

特に発達障害については，社会的な理解が十分になされていないことから，

適切な情報の周知も必要であり，さらに家族が適切な子育てを行えるよう家

族への支援を行うなど，発達障害者支援センターとの連携を密にしながら，

支援体制整備を行うことが必要である。

特定教育・保育施設，特定地域型保育事業を行う者，放課後児童健全育成

事業を行う者等は，障害児等特別な支援が必要な子どもの受入れを推進する
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とともに，受入れに当たっては，各関係機関との連携を図ることが必要であ

る。

３ 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用

環境の整備に関する施策との連携に関する事項

次に掲げる施策を踏まえつつ，各市町村の実情に応じた施策をその内容に盛り

込むこと。

(一) 仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し（長時間労働の抑制に取り

組む労使に対する支援等を含む）

仕事と生活の調和の実現については，「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・

バランス）憲章」（以下「憲章」という。）及び「仕事と生活の調和推進のため

の行動指針」（以下「行動指針」という。）において，労使を始め国民が積極的

に取り組むこと，国や地方公共団体が支援すること等により，社会全体の運動

として広げていく必要があるとされている。

このため，市町村は，地域の実情に応じ，自らの創意工夫の下に，次のよう

な施策を進めることが望ましい。その際，都道府県，地域の企業，経済団体，

労働者団体，都道府県労働局，仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直

しや子ども・子育て支援に取り組む民間団体等と相互に密接に連携し，協力し

合いながら，地域の実情に応じた取組を進めることが必要である。

(1) 仕事と生活の調和の実現に向けた労働者，事業主，地域住民の理解や合

意形成の促進及び具体的な実現方法の周知のための広報，啓発

(2) 法その他の関係法律に関する労働者，事業主，地域住民への広報，啓発

(3) 仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し及び子ども・子育て支

援に取り組む企業及び民間団体の好事例の情報の収集及び提供等

(4) 仕事と生活の調和に関する企業における研修及びコンサルタント，アド

バイザーの派遣

(5) 仕事と生活の調和の実現に積極的に取り組む企業の認証，認定や表彰制

度等仕事と生活の調和を実現している企業の社会的評価の促進

(6) 融資制度や優遇金利の設定，公共調達における優遇措置等による，仕事

と生活の調和の実現に積極的に取り組む企業における取組の支援

(二) 仕事と子育ての両立のための基盤整備

保育及び放課後児童健全育成事業の充実，子育て援助活動支援事業の設置

促進等の多様な働き方に対応した子育て支援を展開する。
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四 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する基本的記載事項

都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定めることとされた事項は，

次に掲げる事項その他別表第五に掲げる事項とする。

１ 区域の設定に関する事項

都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては，市町村が定める教育・

保育提供区域を勘案して，教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育

・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期を定める単位となる区域を定め

るものとされており，都道府県は，隣接市町村間等における広域利用等の実態を

踏まえて，区域（以下「都道府県設定区域」という。）を定めること。その際，都

道府県設定区域は，２の（二）の⑵に規定する教育・保育施設の認可，認定の際

に行われる需給調整の判断基準となることを踏まえて設定すること。

この場合において，都道府県設定区域は，教育・保育及び地域子ども・子育て

支援事業を通じて共通の区域設定とすることが基本となる。一方，都道府県設定

区域は，２の（二）の⑵に規定する教育・保育施設の認可，認定の際に行われる

需給調整の判断基準となること等から，認定区分ごと，地域子ども・子育て支援

事業の事業ごとに教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の広域利用

の実態が異なる場合には，実態に応じて，これらの区分又は事業ごとに設定する

ことができる。

２ 各年度における教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の

提供体制の確保の内容及びその実施時期に関する事項

(一) 各年度における教育・保育の量の見込み

各年度における都道府県設定区域ごとの教育・保育の量の見込みについては，

参酌標準（都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において教育・保育の量

の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準として別表第六に掲げるものをい

う。別表第五において同じ。）を参考として，原則として次に掲げる区分ごとに，

それぞれ次に掲げる必要利用定員総数（⑶については，特定教育・保育施設に

係る必要利用定員総数及び特定地域型保育事業所に係る必要利用定員総数の合

計）を定める。

また，都道府県設定区域ごとに均衡のとれた教育・保育の提供が行われるよ

う，地域の実情に応じた見込量を定めるとともに，その算定に当たっての考え

方を示すことが必要である。

必要利用定員総数を定める際に，必要に応じて，地域の実情を踏まえて社会

的流出入等を勘案することができる。この場合には，地方版子ども・子育て会

議においてその算定根拠を調査審議するなど，必要利用定員総数の算定根拠の

透明化を図ること。

なお，都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に当たっては，市町

村子ども・子育て支援事業計画における数値を都道府県設定区域ごとに集計し

たものを基本として，これを更に都道府県全域で集計した結果が，都道府県子
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ども・子育て支援事業支援計画における見込みの数値と整合性がとれるよう，

一の２の（三）に基づき都道府県は市町村に，一定期間ごとに報告を求める等

の連携を図るとともに，広域的な観点から市町村子ども・子育て支援事業計画

を調整する必要があると認められる場合には，十分な調整を図ること。

(1) 法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

特定教育・保育施設（認定こども園及び幼稚園に限る。）に係る必要利用

定員総数（特定教育・保育施設に該当しない幼稚園に係るものを含む。）

(2) 法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

特定教育・保育施設（認定こども園及び保育所に限る。）に係る必要利用

定員総数（認可外保育施設等を利用する小学校就学前子どものうち保育を

必要とする者を含む。）

(3) 法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

年齢区分ごとの特定教育・保育施設（認定こども園及び保育所に限る。）

及び特定地域型保育事業所（事業所内保育事業所における労働者枠に係る

部分を除く。）に係る必要利用定員総数の合計数（認可外保育施設等を利用

する小学校就学前子どものうち保育を必要とする者を含む。）

（二） 実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期等

(1) 実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期

都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては，都道府県設定区

域ごと及び次のアからウまでに掲げる区分ごとに，それぞれ次のアからウ

までに掲げる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所に係る教育・

保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期を定める。

その際，子ども・子育て支援制度が，保護者の選択に基づき，多様な施

設又は事業者から教育・保育を受けられるような提供体制の確保を目的の

一つとしていることに鑑み，保護者の就労状況及びその変化等のみならず，

子どもの教育・保育施設の利用状況等に配慮しつつ，柔軟に子どもを受け

入れるための体制確保，地域の教育・保育施設の活用等も勘案し，現在の

教育・保育の利用状況及び利用希望を十分に踏まえた上で定めること。

この場合において，都道府県は，「待機児童解消加速化プラン」におい

て目標年次としている平成二十九年度末までに，（一）により定めた各年

度の量の見込みに対応する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を

整備することを目指し，各年度における提供体制の確保の内容及びその実

施時期を定めること。

都道府県は，保育の提供を行う意向を有する事業者の把握に努めた上で，

当該事業者への情報の提供を適切に行う等，多様な事業者の参入を促進す

る工夫を図ることが必要である。
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なお，都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に当たっては，

市町村子ども・子育て支援事業計画における数値を都道府県設定区域ごと

に集計したものを基本として，これを更に都道府県全域で集計した結果が，

都道府県子ども・子育て支援事業支援計画における実施しようとする教育

・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期と整合性がとれるよう，

一の２の（三）に基づき，都道府県は市町村に一定期間ごとに報告を求め

る等の連携を図るとともに，都道府県設定区域内の関係市町村の市町村子

ども・子育て支援事業計画を調整する必要があると認められる場合には，

円滑な調整を図ることが必要である。

なお，「待機児童解消加速化プラン」等により，認可外保育施設の認可

施設への移行を支援しているところであるが，当分の間，イ及びウについ

ては，市町村又は都道府県が一定の施設基準に基づき運営費支援等を行っ

ている認可外保育施設等による保育の提供体制の確保について，イ及びウ

に定める確保の内容に加えて記載することを可能とする。

ア 法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

特定教育・保育施設及び幼稚園（特定教育・保育施設に該当するもの

を除く。）

イ 法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

特定教育・保育施設

ウ 法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

年齢区分ごとに係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所

（事業所内保育事業所における労働者枠に係る部分を除く。）

(2) 都道府県の認可及び認定に係る需給調整の考え方

ア 都道府県の認可，認定に係る需給調整の基本的考え方

(ア) 都道府県知事は，認定こども園法第三条第七項の規定により，認定

こども園（幼保連携型認定こども園を除く。以下(ア）において同じ。）

に関する認定の申請があった場合において，当該認定こども園が所在

する都道府県設定区域における次のａからｃまでに掲げる利用定員の

総数が，それぞれ次のａからｃまでに定める都道府県子ども・子育て

支援事業支援計画において定める当該都道府県設定区域における必要

利用定員総数（当該年度に係るものをいう。）に既に達しているか，又

は当該認定申請に係る認定こども園の設置によってこれを超えること

になると認めるときは，認定こども園の認定をしないことができる。

この際，都道府県知事は，当該認定申請に係る認定こども園が，同

条第五項の規定に基づく基準に該当し，かつ，同条第一項又は第三項

の条例で定める基準に適合している場合は認定するものとすることと
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されているため，認定に係る需給調整については，慎重に取り扱われ

るべきものであることに留意が必要である。

ａ 特定教育・保育施設の利用定員の総数（法第十九条第一項第一号

に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。） 特定教育・保育

施設に係る必要利用定員総数（同号に掲げる小学校就学前子どもに

係るものに限る。）

ｂ 特定教育・保育施設の利用定員の総数（法第十九条第一項第二号

に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。） 特定教育・保育

施設に係る必要利用定員総数（同号に掲げる小学校就学前子どもに

係るものに限る。）

ｃ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所（事業所内保育事

業所における労働者枠に係る部分を除く。）の利用定員の総数（法第

十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限

る。） 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所に係る必要利

用定員総数（同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）

(イ) 都道府県知事は，認定こども園法第十七条第六項の規定により，幼

保連携型認定こども園に関する認可の申請があった場合において，当

該幼保連携型認定こども園が所在する都道府県設定区域における（ア）

のａからｃまでに掲げる利用定員の総数が，それぞれ（ア）のａから

ｃまでに定める都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定

める当該都道府県設定区域における必要利用定員総数（当該年度に係

るものをいう。）に既に達しているか，又は認可申請に係る幼保連携型

認定こども園の設置によってこれを超えることになると認めるときは，

幼保連携型認定こども園の認可をしないことができる。

この際，都道府県知事は，当該認可申請に係る幼保連携型認定こども

園が，同条第二項の規定に基づく基準に該当し，かつ，認定こども園

法第十三条第一項の条例で定める基準に適合している場合は認可する

ものとすることとされているため，認可に係る需給調整については，

慎重に取り扱われるべきものであることに留意が必要である。

(ウ）都道府県知事は，児童福祉法第三十五条第八項の規定により，保育

所に関する認可の申請があった場合において，当該保育所が所在する

都道府県設定区域における次のａ及びｂに掲げる利用定員の総数が，

それぞれ次のａ及びｂに定める都道府県子ども・子育て支援事業支援

計画において定める当該都道府県設定区域における必要利用定員総数

（当該年度に係るものをいう。）に既に達しているか，又は当該認可申

請に係る保育所の設置によってこれを超えることになると認めるとき
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は，保育所の認可をしないことができる。

この際，都道府県知事は，当該認可申請に係る保育所が，同条第五

項の規定に基づく基準に該当し，かつ，同法第四十五条第一項の条例

で定める基準に適合している場合は認可するものとすることとされて

いるため，認可に係る需給調整については，慎重に取り扱われるべき

ものであることに留意が必要である。

ａ 特定教育・保育施設の利用定員の総数（法第十九条第一項第二号

に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。） 特定教育・保育

施設に係る必要利用定員総数（同号に掲げる小学校就学前子どもに

係るものに限る。）

ｂ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育所（事業所内保育事業所

における労働者枠に係る部分を除く。）の利用定員の総数（法第十九

条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所に係る必要利用定員

総数（同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）

イ 子ども・子育て支援事業計画において実施しようとするものとして定

められた教育・保育の提供体制の確保の内容に含まれない教育・保育施

設の認可及び認定の申請に係る需給調整

アにかかわらず，子ども・子育て支援事業計画に基づき，教育・保育

施設又は地域型保育事業所の整備を行っている場合において，当該整備

を行っている教育・保育施設又は地域型保育事業所の認可又は認定が行

われる前に，教育・保育施設（⑴により，実施しようとする教育・保育

の提供体制の確保の内容として子ども・子育て支援事業計画に定めたも

のを除く。）の認可又は認定の申請があったときは，都道府県知事は，次

に掲げるときに該当するときは，教育・保育施設の認可又は認定をしな

いことができる。この場合において，法第十九条第一項の規定による認

定を受けた保護者の認定区分ごとの人数が，当該認定区分に係る量の見

込みを上回っており，機動的な対応が必要であると認められる場合には，

都道府県知事は，地域の実情に応じて，当該認可申請に係る教育・保育

施設の認可を行うことが望ましい。

（ア）認可又は認定の申請に係る教育・保育施設が所在する都道府県設

定区域における当該年度の特定教育・保育施設（当該子ども・子育

て支援事業計画に基づき基盤整備を行っている教育・保育施設を含

む。）の利用定員の総数（法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就

学前子どもに係るものに限る。）が，都道府県子ども・子育て支援事

業支援計画において定める当該都道府県設定区域における当該年度

の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数（法第十九条第一項
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第一号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）に既に達し

ているか，又は当該認可又は認定の申請に係る教育・保育施設の設

置によってこれを超えることになると認めるとき。

（イ）認可又は認定の申請に係る教育・保育施設が所在する都道府県設

定区域における当該年度の特定教育・保育施設（当該子ども・子育

て支援事業計画に基づき基盤整備を行っている教育・保育施設を含

む。）の利用定員の総数（法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就

学前子どもに係るものに限る。）が，都道府県子ども・子育て支援事

業支援計画において定める当該都道府県設定区域における当該年度

の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数（法第十九条第一項

第二号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）に既に達し

ているか，又は当該認可又は認定の申請に係る教育・保育施設の設

置によってこれを超えることになると認めるとき。

（ウ）認可又は認定の申請に係る教育・保育施設が所在する都道府県設

定区域における当該年度の特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業所（事業所内保育事業所における労働者枠に係る部分を除き，

当該子ども・子育て支援事業計画に基づき基盤整備を行っている教

育・保育施設及び地域型保育事業所を含む。）の利用定員の総数（法

第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限

る。）が，都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める

当該都道府県設定区域における当該年度の特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業所に係る必要利用定員総数（法第十九条第一項

第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）に既に達し

ているか，又は当該認可又は認定の申請に係る教育・保育施設及び

特定地域型保育事業所の設置によってこれを超えることになると認

めるとき。

ウ 幼稚園及び保育所が認定こども園に移行する場合における需給調整

（ア）都道府県知事は，アにかかわらず，幼稚園から幼保連携型認定こ

ども園又は幼稚園型認定こども園（以下（ア）において「幼保連携

型認定こども園等」という。）への移行の認可又は認定の申請があっ

た場合において，当該幼保連携型認定こども園等が所在する都道府

県設定区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所

（事業所内保育事業所における労働者枠に係る部分を除く。）の利用

定員の総数（法第十九条第一項第二号及び第三号に掲げる小学校就

学前子どもに係るものに限る。）が，都道府県子ども・子育て支援事

業支援計画において定める当該都道府県設定区域における特定教育

・保育施設及び特定地域型保育事業所の必要利用定員総数（当該年
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度に係る同項第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る

ものに限る。）に，都道府県子ども・子育て支援事業支援計画で定め

る数を加えた数に既に達しているか，又は当該認可若しくは認定の

申請に係る幼保連携型認定こども園等の設置によってこれを超える

ことになると認めるときを除き，当該幼保連携型認定こども園等の

認可又は認定をするものとする。なお，都道府県子ども・子育て支

援事業支援計画で定める数は，認定こども園への移行を促進するた

め，認定こども園・幼稚園・保育所等の利用状況や認定こども園へ

の移行の希望に十分配慮し，幼稚園の認定こども園への移行に関す

る意向等を踏まえて設定すること。この場合には，地方版子ども・

子育て会議において当該都道府県子ども・子育て支援事業支援計画

で定める数を調査審議するなど，その設定の透明化を図ること。

（イ）都道府県知事は，アにかかわらず，保育所から幼保連携型認定こ

ども園又は保育所型認定こども園（以下（イ）において「幼保連携

型認定こども園等」という。）への移行の認可又は認定の申請があっ

た場合において，当該幼保連携型認定こども園等が所在する都道府

県設定区域における特定教育・保育施設の利用定員の総数（法第十

九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）

が，都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該

都道府県設定区域における特定教育・保育施設の必要利用定員総数

（当該年度に係る同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限

る。）に，都道府県子ども・子育て支援事業支援計画で定める数を加

えた数に既に達しているか，又は当該認可若しくは認定の申請に係

る幼保連携型認定こども園等の設置によってこれを超えることにな

ると認めるときを除き，当該幼保連携型認定こども園等の認可又は

認定をするものとする。なお，都道府県子ども・子育て支援事業支

援計画で定める数は，認定こども園への移行を促進するため，認定

こども園・幼稚園・保育所等の利用状況や認定こども園への移行の

希望に十分配慮し，保育所の認定こども園への移行に関する意向等

を踏まえて設定すること。この場合には，地方版子ども・子育て会

議において当該都道府県子ども・子育て支援事業支援計画で定める

数を調査審議するなど，その設定の透明化を図ること。

エ 特定教育・保育施設に該当しない幼稚園が存在する場合に係る需給調整

都道府県知事は，アにかかわらず，教育・保育施設の認可又は認定の

申請があったときは，当該認可又は認定の申請に係る教育・保育施設が

所在する都道府県設定区域における当該年度の特定教育・保育施設の利

用定員の総数（法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに

係るものに限る。）及び特定教育・保育施設に該当しない幼稚園の利用定
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員の総数の合計が，都道府県設定区域における当該年度の特定教育・保

育施設に係る必要利用定員総数（法第十九条第一項第一号に掲げる小学

校就学前子どもに係るものに限る。）に既に達しているか，又は当該認可

若しくは認定の申請に係る教育・保育施設の設置によってこれを超える

ことになると認める場合は，教育・保育施設の認可又は認定をしないこ

とができる。

３ 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の

推進に関する体制の確保の内容に関する事項

都道府県は，認定こども園が幼稚園及び保育所の機能を併せ持ち，保護者の就

労状況及びその変化等によらず柔軟に子どもを受け入れられる施設であることを

踏まえ，現在の教育・保育の利用状況及び利用希望に沿って教育・保育施設の利

用が可能となるよう，都道府県設定区域ごとの目標設置数及び設置時期，幼稚園

及び保育所から認定こども園への移行に必要な支援その他地域の事情に応じた認

定こども園の普及に係る基本的考え方を記載すること。中でも幼保連携型認定こ

ども園については，学校及び児童福祉施設として一の認可の仕組みとした制度改

正の趣旨を踏まえ，その普及に取り組むことが望ましい。

また，幼稚園教諭と保育士の合同研修に対する支援等の都道府県が行う必要な

支援に関する事項を定めること。

また，第一の子ども・子育て支援の意義に関する事項を踏まえ，教育・保育の

役割提供の必要性等に係る基本的考え方及びその推進方策を定めること。その際，

乳幼児期の発達が連続性を有するものであることや，幼児期の教育が生涯にわた

る人格形成の基礎を培う重要なものであることに十分留意すること。さらに，第

二の二の３に掲げる教育・保育施設及び地域型保育事業を行う者の相互の連携並

びに認定こども園，幼稚園及び保育所と小学校等との連携についての基本的考え

方を踏まえ，都道府県におけるこれらの連携の推進方策を定めること。

４ 特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事

業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項

質の高い特定教育・保育及び特定地域型保育並びに地域子ども・子育て支援事

業（以下「特定教育・保育等」という。）の提供に当たって基本となるのは人材で

あり，国，都道府県，市町村及び特定教育・保育等を提供する事業者は，特定教

育・保育等に係る人材の確保及び養成を総合的に推進することが重要である。

都道府県は，このための中心的な役割を担っており，都道府県子ども・子育て

支援事業支援計画において，保育教諭，幼稚園教諭，保育士その他の特定教育・

保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する

者の確保又は資質向上のために講ずる措置に関する事項（特定教育・保育及び特

定地域型保育を行う者の見込数を含む。）を定めること。この場合において，特定

教育・保育及び特定地域型保育を行う者の養成及び就業の促進等に関する事項を

盛り込むこと。その際，処遇改善を始めとする労働環境等にも配慮すること。ま
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た，地域子ども・子育て支援事業についても，従事する者の確保及び資質の向上

が必要であることから，都道府県は，必要な支援を行うこと。

保育教諭については，認定こども園法附則第五条において，施行の日から起算

して五年間は，幼稚園教諭の普通免許状又は保育士資格のいずれかを有する場合

は保育教諭となることができることとし，国は，この間において，片方の免許又

は資格のみを有している者の併有を促進するための特例措置を講じる。都道府県

は，この特例措置について，対象者への周知等を行うことが望ましい。

また，待機児童の解消のためには，保育士の人材確保が重要であることから，

国は，指定保育士養成施設，大学等との連携及び協働による研修等の充実や指定

保育士養成施設の新規卒業者の確保，就業継続の支援，保育士資格を有している

ものの保育士として保育現場において保育等に従事していないいわゆる「潜在保

育士」の再就職等の支援等に係る必要な支援策等を講じるとともに，都道府県は，

これらの施策等も活用して，積極的に保育士の人材確保及び質の向上を図ること。

特に，保育士の質の向上を図るため，必要な研修等の実施体制の整備を含め，保

育士を対象とした研修を積極的に実施すること。

また幼稚園教諭については，国は教育委員会，大学等との連携及び協働による

研修等の充実や幼稚園教諭一種免許取得者数の増加に係る必要な支援策等を講じ

るとともに，都道府県は，これらの施策等も活用して，積極的に幼稚園教諭の人

材確保及び質の向上を図ること。また，公立，私立を問わず幼稚園教諭等を対象

とした研修を積極的に実施すること。

都道府県は，地域の実情に応じて研修の実施方法及び実施回数等を定めた研修

計画を作成するとともに，研修受講者の記録の管理等を行うことなどにより，研

修を計画的に実施することが必要である。

５ 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関す

る事項並びにその円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項

次に掲げる施策を踏まえつつ，各都道府県の実情に応じた施策及びその実施の

ために必要な市町村との連携に関する事項を盛り込むこと。その際，乳児家庭全

戸訪問事業，養育支援訪問事業，子育て短期支援事業等の市町村が行う事業は，

都道府県が行う専門的な知識等を要する施策と密接に関連しており，都道府県と

市町村は，互いの役割分担や事業の実施状況等を踏まえ，計画策定段階から十分

に調整，連携の上，取組を進める必要があることに留意が必要である。

（一）児童虐待防止対策の充実

児童虐待から子どもを守るためには，発生予防から早期発見，早期対応，子

どもの保護及び支援，保護者への指導及び支援等の各段階での切れ目のない総

合的な対策を講ずる必要がある。また，福祉，保健，医療，教育，警察等の関

係機関が連携し，情報を共有して地域全体で子どもを守る体制の充実が必要で

ある。
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(1) 児童相談所の体制の強化

児童虐待防止対策の中心となる児童相談所の人員体制の強化及び専門性の

向上が重要である。具体的には，ケースの組織的な管理及び対応，適切なア

セスメント等を可能とするための職員の適切な配置並びに法的，医学的な専

門性を要する対応や保護者への指導及び支援を行うための専門性の確保等を

図る。また，一時保護所については，一時保護委託も含めて，社会的養護体

制の整備の動向を勘案し，個別対応できる居室の確保等の環境整備等機能及

び体制の充実が必要である。

(2) 市町村や関係機関との役割分担及び連携の推進

児童相談所と市町村その他の関係機関との適切な役割分担及び連携を図る

ため，児童相談所は，市町村を始め，保健センター，保健所，保育所及び児

童家庭支援センターその他の児童福祉施設，学校，教育委員会，警察，医療

機関並びに婦人相談所その他の関係機関との連携を強化する。また，都道府

県は，対応が困難なケースには児童相談所が主体的に関与することを前提と

して，ケースに関する市町村との積極的な情報共有，支援方針の協議などの

協働に努めるとともに，協議会における児童相談所の積極的な助言及び協議

会関係者向けの研修の実施等により，協議会の機能強化や効果的運営を支援

する。

(3) 妊婦や子育て家庭の相談体制の整備

都道府県は，妊娠等に関して悩みを抱える妊婦等に対する相談体制の整備，

里親及び養子縁組の制度等の周知等の支援を行う。また，医療機関（産科，

小児科，歯科，精神科等）等と市町村との連携及び情報共有により，養育支

援を必要とする子どもや妊婦の家庭を把握し，市町村等による必要な支援に

つなげるため，必要な環境整備や市町村等の取組への支援を行う。

(4) 児童虐待による死亡事例等の重大事例の検証

都道府県は，児童虐待による死亡事例等の重大事例について地域特性を踏

まえた検証を行い，その結果に基づき再発防止のための措置を講じるほか，

市町村が行う検証を支援する。

（二）社会的養護体制の充実

社会的養護の体制整備については，虐待を受けた子ども，障害児等特別な支

援が必要な子ども，ＤＶ被害の母子等の増加に対応して，質・量ともに充実を

図る必要がある。このため，社会的養護は，できる限り家庭的な養育環境で行

われることを目指し，原則として家庭養護（里親及び小規模住居型児童養育事

業（ファミリーホーム）（以下「里親等」という。）における養護をいう。）を

優先するとともに，施設養護（児童養護施設，乳児院等における養護をいう。）

もできる限り家庭的な養育環境の形態としていく必要がある。具体的には，今
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後十五年で，社会的養護の形態（児童養護施設，乳児院及び里親等に限る。）に

ついて，全ての本体施設を小規模グループケア化するとともに，本体施設，グ

ループホーム（地域小規模児童養護施設及び分園型小規模グループケアをいう。

以下（二）において同じ。）及び里親等をおおむね三分の一ずつの割合にしてい

くことを目標として必要事業量を設定するとともに，次の基本的な方向性に沿

って社会的養護体制の整備を計画的に推進し，質の高いケアを目指す。

(1) 家庭的養護の推進

ア 里親委託等の推進

社会的養護では里親委託を優先して検討することが原則であり，里親等

委託率を設定し，里親の開拓，里親支援の充実等により里親委託を推進す

る。里親支援については，児童相談所が中心となり，市町村や里親支援機

関，施設の里親支援専門相談員，児童家庭支援センター等と連携し，里親

の研修，相談支援，相互交流等を行う。また，里親の開拓及び里親支援の

充実のため，地域や関係機関の理解と協力を得られるよう市町村等と連携

して取り組むほか，小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）も促

進する。

イ 施設の小規模化及び地域分散化の推進

（二）の柱書きの目標を達成するため，都道府県は，都道府県推進計画

（平成二十七年度から十五年間程度を対象とした児童養護施設及び乳児院

の小規模化及び地域分散化並びに家庭養護の推進のために取り組むべき具

体的な方策を定めた計画をいう。）を，家庭的養護推進計画（管内の各施設

が小規模化等を進めるために取り組むべき具体的な方策を定めた計画をい

う。）と整合的なものとなるよう調整して作成することとされており，これ

に沿い，本体施設，グループホーム，里親等の必要事業量等を設定して地

域の実情に即した取組を推進すること。また，地域分散化を進めるに際し

ては市町村等と連携し，地域の理解と協力が得られるよう努める。

(2) 専門的ケアの充実及び人材の確保・育成

虐待を受けた子ども等の安定した人格形成や精神的回復等のため，専門

的な知識や技術を有する者によるケアや養育が必要である。特に，心理的

困難や苦しみを抱え，日常生活に生きづらさを感じている子どもには情緒

障害児短期治療施設における心理治療等の支援が，不良行為をした子ども

や生活指導を要する子どもには児童自立支援施設における社会的自立に向

けた支援が，ＤＶ被害を受けた母子や地域での自立した生活が困難な母子

には母子生活支援施設における専門的支援が必要である。このため，各施

設への家庭支援専門相談員，里親支援専門相談員，心理療法担当職員等の

専門的な職員の配置の推進等専門的ケアの体制の整備や，基幹的職員研修

等への参加等施設職員の支援技術向上のための取組を行う。また，社会的

養護の担い手となる職員の確保及びその専門性の向上のため，その必要量
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を踏まえて養成，研修体制を整備する必要がある。さらに，社会的養護体

制についても，情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設に係る都道

府県単位での設置，児童養護施設及び乳児院等に係る一定規模の地域単位

での設置，里親等に係る市町村単位での複数確保等，重層的で体系的な整

備を推進する。

なお，情緒障害児短期治療施設については，各都道府県で一か所以上の

設置が適切である。

(3) 自立支援の充実

社会的養護により育った子どもが一般家庭の子どもと同様に社会にお

いて自立していけるよう，施設の退所等までに，生活技術の知識や経験

等自立生活に必要な力を始め，一人の人間として生きていく基本的な力

が得られる養育を行う必要があり，そのための体制整備を行う。他方，

自立生活能力がないまま施設退所等をすることとならないよう，十八歳

以降の措置延長を積極的に活用する。また，施設退所者等の自立を支援

する自立援助ホームについて，施設退所者数や地域の実情等を勘案して

必要量を見込み，設置を推進する。さらに，社会的養護により育った子

ども等が地域生活を送るために必要な支援の体制を整備する。

(4) 家族支援及び地域支援の充実

虐待の防止，親子関係再構築，家庭復帰に向けた家庭環境の調整，家

庭復帰後の虐待の再発防止等のための家族支援の充実や，施設による地

域の里親等への支援，子育て短期支援事業等の地域の子育て家庭への支

援等の地域支援の充実が重要である。このため，家庭支援専門相談員や

里親支援専門相談員の配置等施設のソーシャルワーク機能を強化すると

ともに，児童家庭支援センターを積極的に活用する。さらに，母子が一

緒に生活しつつ母と子の関係に着目した支援が可能である母子生活支援

施設については，必要な体制整備を図るとともに，福祉事務所，児童相

談所，婦人相談所等の関係機関と連携し，その積極的な活用，支援機能

の充実，広域利用の推進を図る。

(5) 子どもの権利擁護の推進

子どもの権利擁護の強化を図るため，児童福祉法第三十三条の十に規

定する被措置児童等虐待に対する措置及びケアの質の向上のための取組

等を進め，被措置児童等虐待の禁止について施設職員等への徹底，入所

児童等や関係機関への周知等その予防に取り組む。また，被措置児童等

虐待に関する通告や届出の受付，通告等があった場合の対応，被措置児

童等虐待が起こった場合の措置等に関し，ガイドラインを定め，都道府

県において予め対応について意識を共有するとともに，適切に対応でき

る体制を整備するほか，必要に応じてガイドラインや体制を見直す。さ
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らに，ケアの質の向上を進めるため，施設ごとの施設運営指針や里親等

養育指針に沿った取組を推進するとともに，義務化された第三者評価の

受審を求める。

（三）母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進

母子家庭及び父子家庭の自立支援については，母子及び父子並びに寡婦福祉

法，同法に基づく国の基本方針及びこれに則して都道府県等が策定する自立促

進計画の定めるところにより，子育て・生活支援策，就業支援策，養育費の確

保策及び経済的支援策を四本柱として，総合的な自立支援を推進する。

（四）障害児施策の充実等

障害児等特別な支援が必要な子どもに対して，市町村における保健，医療，

福祉，教育等の各種施策が体系的かつ円滑に実施されるよう，都道府県は専門

的かつ広域的な観点からの支援を行うとともに，障害に応じた専門医療機関の

確保等を通じ，適切な医療を提供するほか，教育支援体制の整備を図る等の総

合的な取組を進めることが必要である。

また，障害児入所施設については，小規模グループケアの推進，身近な地域

での支援の提供，本体施設の専門機能強化を進めることが望ましい。

発達障害については，社会的な理解が十分なされていないことから適切な情

報の周知も必要である。発達障害者支援センターについては，関係機関及び保

護者に対する専門的情報の提供及び支援手法の普及が必要になっていることか

ら，職員の専門性を十分確保するとともに，専門的情報及び支援手法の提供を

推進することが必要である。また，特別支援学校については，特別支援教育教

諭免許状保有率の向上を図る等専門性の向上に努めるとともに，在籍する子ど

もへの教育や指導に加えて，幼稚園，小中学校等の教員の資質向上策への支援

及び協力，地域の保護者等への相談支援並びに幼稚園，小中学校等における障

害のある子どもへの教育的支援を行うことが必要である。

五 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する任意記載事項

都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において地域の実情に応じて定めるこ

ととされた事項は，次に掲げる事項その他別表第七に掲げる事項とする。

１ 市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項

（一）子ども・子育て支援事業計画作成時の調整

市町村は，一の２の（三）により，市町村子ども・子育て支援事業計画の作成

に当たって，市町村の区域を超えた教育・保育等の利用が行われている場合等必

要な場合には，教育・保育の量の見込み並びに教育・保育の提供体制の確保の内

容及びその実施時期等について，関係市町村と調整を行う。

都道府県は，当該市町村間の調整が整わない場合等必要な場合において，地域

の実情に応じ，市町村の区域を超えた広域的な見地からの調整を行う。この調整
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は，一の２の（三）に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に当た

って行われる都道府県への報告等を通じて行われることから，都道府県子ども・

子育て支援事業支援計画においては，当該報告その他の協議及び調整の手続等に

ついて定めること。

また，地域子ども・子育て支援事業については，四の５により，市町村子ども

・子育て支援事業計画の作成段階から，都道府県が行う専門的な知識等を要する

施策との関連性に配慮した十分な調整及び連携が必要であること等から，都道府

県子ども・子育て支援事業支援計画において，市町村子ども・子育て支援事業計

画の作成時における都道府県への協議及び調整について，必要な事項を定めるこ

と。

（二）特定教育・保育施設の利用定員設定時の調整

市町村長は，市町村の区域を超えた広域的な利用が行われる特定教育・保育

施設の利用定員を定めようとするとき及び変更しようとするときは，法第三十

一条第三項及び第三十二条第三項の規定により，あらかじめ，都道府県知事に

協議を行うこととされていることから，都道府県子ども・子育て支援事業支援

計画において，当該協議の手続等について定めること。

都道府県は，都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に定める当該利用定

員に係る特定教育・保育施設が所在する都道府県設定区域における教育・保育

の提供体制の確保の内容を踏まえ，市町村との協議を行うこと。

２ 教育・保育情報の公表に関する事項

教育・保育を利用し，又は利用しようとする子どもの保護者等が適切かつ円滑に

特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する機会を確保するため，法第

三章第四節の規定による教育・保育情報の公表に係る体制の整備を始めとする教育

・保育情報の公表に関する事項を定めること。

３ 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環

境の整備に関する施策との連携に関する事項

次に掲げる施策を踏まえつつ，各都道府県の実情に応じた施策をその内容に盛り

込むこと。

（一）仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し（長時間労働の抑制に取

り組む労使に対する支援等を含む）

仕事と生活の調和の実現については，憲章及び行動指針において，労使を

始め国民が積極的に取り組むこと，国や地方公共団体が支援すること等によ

り，社会全体の運動として広げていくことが必要とされている。

このため，地域の実情に応じ，自らの創意工夫の下に，次のような施策を

進めることが望ましい。その際，市町村，地域の企業，経済団体，労働者団

体，都道府県労働局，仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直しや子
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ども・子育て支援に取り組む民間団体等と相互に密接に連携，協力し合いな

がら，地域の実情に応じた取組を進めることが必要である。具体的には，都

道府県労働局に設置されている「仕事と生活の調和推進会議」に積極的に参

画すること等により密接な連携を図ることが考えられる。

(1) 仕事と生活の調和の実現に向けた労働者，事業主，地域住民の理解や

合意形成の促進及び具体的な実現方法の周知のための広報・啓発

(2) 法その他の関係法律に関する労働者，事業主，地域住民への広報・啓

発

(3) 仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し及び子ども・子育て

支援に取り組む企業及び民間団体の好事例の情報の収集提供等

(4) 仕事と生活の調和に関する企業における研修及びコンサルタント・ア

ドバイザーの派遣

(5) 仕事と生活の調和や子ども・子育て支援策に積極的に取り組む企業の

認証，認定や表彰制度等仕事と生活の調和を実現している企業の社会的

評価の促進

(6) 融資制度や優遇金利の設定，公共調達における優遇措置等，仕事と生

活の調和の実現に積極的に取り組む企業における取組の支援

（二）仕事と子育ての両立のための基盤整備

市町村と連携を図りつつ，広域的な観点から認定こども園や保育所の充実

等多様な働き方に対応した子育て支援を展開する。

六 その他

１ 子ども・子育て支援事業計画の作成の時期

市町村子ども・子育て支援事業計画については，法の施行の日までに作成する

ことが必要であるが，教育・保育施設及び地域型保育事業の認可及び認定並びに

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等の事務が法の施行の日の半

年程度前に開始される予定であることに鑑み，教育・保育及び地域子ども・子育

て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育及び地域子ども・子

育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期について，法の施行の日

の半年程度前までにおおむねの案を取りまとめる必要がある。

また，都道府県子ども・子育て支援事業支援計画についても，教育・保育施設

及び地域型保育事業の認可等の事務が法の施行の日の半年程度前に開始される予

定であることに鑑み，教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保

育の提供体制の確保の内容及びその実施時期について，法の施行の日の半年程度

前までにおおむねの案を取りまとめる必要がある。
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２ 子ども・子育て支援事業計画の期間

子ども・子育て支援事業計画は，法の施行の日から五年を一期として作成する

こととする。

３ 子ども・子育て支援事業計画の達成状況の点検及び評価

市町村及び都道府県は，各年度において，子ども・子育て支援事業計画に基づ

く施策の実施状況（教育・保育施設や地域型保育事業の認可等の状況を含む。）や，

これに係る費用の使途実績等について点検，評価し，この結果を公表するととも

に，これに基づいて対策を実施すること。この場合において，公立の教育・保育

施設に係る施策の実施状況等についても，その対象とする必要があることに留意

が必要である。この際，この一連の過程を開かれたものとするため，地方版子ど

も・子育て会議を活用することが望まれる。

評価においては，個別事業の進捗状況（アウトプット）に加え，計画全体の成

果（アウトカム）についても点検・評価することが重要である。子ども・子育て

支援の推進においては，利用者の視点に立った柔軟かつ総合的な取組が必要であ

り，このような取組を評価するため，利用者の視点に立った指標を設定し，点検

及び評価を行い，施策の改善につなげていくことが望まれる。

法の施行後，支給認定を受けた保護者の認定区分ごとの人数が，二の２の（一）

又は四の２の（一）により定めた当該認定区分に係る量の見込みと大きく乖離し

ている場合には，適切な基盤整備を行うため，計画の見直しが必要となる。この

ため，市町村は，支給認定の状況を踏まえ，計画期間の中間年を目安として，必

要な場合には，市町村子ども・子育て支援事業計画の見直しを行うこと。都道府

県においても，市町村子ども・子育て支援事業計画の見直し状況等を踏まえ，必

要な場合には，都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の見直しを行うこと。

なお，この場合において見直し後の子ども・子育て支援事業計画の期間は，当初

の計画期間とすること。

４ 子ども・子育て支援事業計画の公表

市町村は，市町村子ども・子育て支援事業計画を作成したときは，遅滞なく，

これを都道府県知事に提出するほか，これを公表すること。

また都道府県は，都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を作成したときは，

遅滞なく，これを内閣総理大臣に提出するほか，これを公表すること。

５ 東日本大震災による被害が甚大であった地方公共団体における子ども・子育て

支援事業計画の作成等の取扱いについて

東日本大震災により甚大な被害を受けた市町村であって，将来の見通しを立て

ることが極めて困難なものにおいては，市町村子ども・子育て支援事業計画の作

成に当たって，その実情に応じ，弾力的な取扱いを行っても差し支えないことと

する。
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第四 児童福祉法その他の関係法律による専門的な知識及び技術を必要とする児童の福

祉増進のための施策との連携に関する事項

市町村は，社会的養護施策等の対象となる要保護児童，障害児等特別な支援が必

要な子ども等を含めた地域の子ども・子育て家庭全体を対象として，教育・保育及

び地域子ども・子育て支援事業の基盤整備を行う。一方で，都道府県は，児童福祉

法に基づき児童相談所の設置及び児童養護施設，障害児入所施設，児童発達支援セ

ンター等の設置認可を行うとともに，母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき自立

促進計画に基づく施策を行うなど，要保護児童，障害児等特別な支援が必要な子ど

も等に係る専門性が高い施策を担う。このため，都道府県における必要な基盤整備

を確保するとともに，市町村が第三の三の２により市町村子ども・子育て支援事業

計画に定めた事項及び都道府県が第三の四の５により都道府県子ども・子育て支援

事業支援計画に定めた事項を踏まえ，市町村と都道府県が行うこれらの施策の連携

を確保し，支援を必要とする家庭に必要な支援が届くようにする必要がある。

市町村は，協議会の活用等により，特に養育支援を必要とする家庭を把握し，関

係機関で情報共有，支援内容の協議等を行い，児童福祉法第二十四条第五項の規定

に基づく措置による保育所又は幼保連携型認定こども園への入所及び教育・保育の

確実な利用の支援，養育支援訪問事業等の地域子ども・子育て支援事業等の活用等

によりこれらの家庭への支援を行うほか，都道府県の専門的な支援を必要とする場

合には，都道府県と連携して対応する。

また，都道府県は，要保護児童等について，市町村による保育の措置及び地域子

ども・子育て支援事業等による必要な支援を確保するほか，協議会の活用等により，

これらの家庭に関する情報を市町村等の関係機関と共有し，支援方針を検討し，継

続した支援を行う。

また，里親等委託を始めとする社会的養護により養育されている子どもや，社会

的養護による養育から家庭復帰した子どもについても，市町村等の関係機関と連携

し，地域の理解及び協力を得るとともに，地域の子ども・子育て支援等を活用する

ことにより支援する。

第五 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環

境の整備に関する施策との連携に関する事項

国民の希望する結婚，出産及び子育てを可能としつつ，働く意欲を持つ全ての若

者の労働市場参加を実現し，男女が子育ての喜びを実感しながら仕事を続けられる

社会をつくるためには，子ども・子育て支援施策の充実のみならず「働き方の改革」

による仕事と生活の調和の双方を早期に実現することが必要である。

このため，国は，憲章及び行動指針を踏まえ，企業や労働者，国民の取組を積極

的に支援するとともに，多様な働き方に対応した子ども・子育て支援のための社会

的基盤づくりを積極的に行うため，以下の施策を推進する。

一 子育て期間中を含めた働き方の見直し

中小企業を含め，全ての企業において，育児休業及び短時間勤務等の柔軟な働き
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方に係る制度を利用しやすい環境整備を促進する等，子育て期間中を含めた男女双

方の働き方の見直し

二 父親も子育てができる働き方の実現

父母ともに育児休業を取得する場合に休業期間を延長できる「パパ・ママ育休プ

ラス」等を活用した男性の育児休業の取得促進，積極的に育児を担う男性を応援す

る「イクメンプロジェクト」等による，職場や社会全体の意識の変革並びに男性の

子育てへの関わりの支援及び促進

三 事業主の取組の社会的評価の推進

仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し及び子ども・子育て支援に積極

的に取り組む企業の表彰制度並びに企業の取組を紹介するインターネットへの掲載

等仕事と生活の調和を実現している企業の社会的評価の促進

四 国民への周知，理解の促進等

仕事と生活の調和の重要性に関する様々な機会を活用した国民の理解の促進，仕

事と子育てを両立しやすい社会の実現に向けた社会的気運の醸成，インターネット

による周知・広報，両親学級等を通じた子育てに関する理解の促進等

第六 その他子ども・子育て支援のための施策の総合的な推進のために必要な事項

一 地方版子ども・子育て会議の設置に関する事項

市町村及び都道府県は，子ども・子育て支援事業計画等への子育て当事者等の意

見の反映を始め，子ども・子育て支援施策を地域の子ども及び子育て家庭の実情を

踏まえて実施することを担保するとともに，子ども・子育て支援事業計画を定期的

に点検，評価し，必要に応じて改善を促すため，地方版子ども・子育て会議を置く

ことに努めること。

なお，地方版子ども・子育て会議の運営については，子どもの保護者，幼児期の

学校教育，保育及び子育て支援の関係者等の参画を得るなど，会議が，地域の子ど

も及び子育て家庭の実情を十分に踏まえてその事務を処理することができるものと

なるよう，留意すること。

二 地方版子ども・子育て会議における子ども・子育て支援策の点検・評価に関する

事項

地方版子ども・子育て会議においては，毎年度，子ども・子育て支援事業計画に

基づく施策その他の地域における子ども・子育て支援施策の実施状況（教育・保育

施設や地域型保育事業の認可等の状況を含む。）や費用の使途実績等について点検，

評価し，必要に応じて改善を促すこと。この場合において，公立の教育・保育施設

に係る施策の実施状況等についても，その対象とする必要があることに留意が必要

である。

市町村及び都道府県は，この結果を公表するとともに，これに基づいて必要な措
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置を講じること。

別表第一 市町村子ども・子育て支援事業計画必須記載事項

事 項 内 容

一 教育・保育提供 教育・保育提供区域の設定の趣旨及び内容，各教育・保育

区域の設定 提供区域の状況等を定めること。

二 各年度における教 一 各年度における教育・保育の量の見込み

育・保育の量の見込 別表第二の参酌標準を参考として，各年度における市町

み並びに実施しよう 村全域及び各教育・保育提供区域について，認定区分ごと

とする教育・保育の （法第十九条第一 項第三号に掲げる小学校就学前子どもに

提供体制の確保の内 該当する子どもにあっては，年齢区分ごと。次号，次表第

容及びその実施時期 二号及び別表第五第二号において同じ。）の教育・保育の量

の見込み（満三歳未満の子どもについては保育利用率を含

む。）を定め，その算定に当たっての考え方を示すこと。

二 実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及

びその実施時期

認定区分ごと及び特定教育・保育施設（特定教育・保育

施設に該当しない幼稚園を含む）又は特定地域型保育事業

の区分ごとの提供体制の確保の内容及びその実施時期を定

めること。

三 各年度における地 一 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み

域子ども・子育て支 別表第三の参酌標準を参考として，各年度における市町

援事業の量の見込み 村全域及び各教育・保育提供区域について，地域子ども・

並びに実施しようと 子育て支援事業の種類ごとの量の見込みを定め，その算定

する地域子ども・子 に当たっての考え方を示すこと。

育て支援事業の提供 二 実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体

体制の確保の内容及 制の確保の内容及びその実施時期

びその実施時期 地域子ども・子育て支援事業の種類ごとの提供体制の確

保の内容及びその実施時期を定めること。

四 子ども・子育て支 認定こども園の普及に係る基本的考え方等を定めるほか，

援給付に係る教育・ 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の役割，提供

保育の一体的提供及 の必要性等に係る基本的考え方及びその推進方策，地域に

び当該教育・保育の おける教育・保育施設及び地域型保育事業を行う者の連携

推進に関する体制の 並びに認定こども園，幼稚園及び保育所と小学校等との連

確保の内容 携の推進方策を定めること。

参考資料３



- 43 -

別表第二 教育・保育の参酌標準

事 項 内 容

一 法第十九条第一項 満三歳以上の小学校就学前子どもの数から法第十九条第一

第一号に掲げる小学 項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子どもの

校就学前子どもに該 数を除いた数を基本として，保護者の利用希望等を勘案し

当する子ども て，計画期間内における必要利用定員総数を設定すること。

二 法第十九条第一項 認定区分ごとに，現在の保育の利用状況(認可外保育施設の

第二号及び第三号に 利用及び幼稚園の預かり保育の定期的な利用を含む。)を基

掲げる小学校就学前 本として，保護者の利用希望等を勘案して，計画期間内に

子どもに該当する子 おける必要利用定員総数を設定すること。

ども

別表第三 地域子ども・子育て支援事業の参酌標準

事 項 内 容

一 利用者支援に関す 利用希望把握調査等により把握した，子ども・子育て支援

る事業 に係る情報提供，相談支援等の利用希望に基づき，子ども

又は子どもの保護者の身近な場所で必要な支援を受けられ

るよう，地域の実情，関係機関との連携の体制の確保等に

配慮しつつ，計画期間内における適切と考えられる目標事

業量を設定すること。

二 時間外保育事業 利用希望把握調査等により把握した，小学校就学前子ども

の保育に係る希望利用時間帯を勘案して，計画期間内にお

ける適切と考えられる目標事業量を設定すること。

三 放課後児童健全育 小学校就学前子どもに係る保育との連続性を重視し，利用

成事業 希望把握調査等により把握した放課後児童健全育成事業に

係る利用希望を勘案して，計画期間内における適切と考え

られる目標事業量を設定すること。

なお，学年が上がるほど利用の減少傾向があることやおお

むね十歳前後までに遊びや生活面で自己管理が可能となる

等自立が進むことに留意すること。
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四 子育て短期支援事 利用希望把握調査等により把握した，保護者の疾病や仕事

業 等のやむを得ない理由により家庭において子どもを養育す

ることが一時的に困難となった期間の実績に基づき，子育

て援助活動支援事業等の他の事業による対応の可能性も勘

案しながら，計画期間内における適切と考えられる目標事

業量を設定すること。

五 乳児家庭全戸訪問 出生数等を勘案して，計画期間内における適切と考えられ

事業 る目標事業量を設定すること。

六 養育支援訪問事業 児童福祉法第六条の三第五項に規定する要支援児童及び特

及び要保護児童対策 定妊婦並びに同条第八項に規定する要保護児童の数等を勘

地域協議会その他の 案して，計画期間内における適切と考えられる目標事業量

者による要保護児童 を設定すること

等に対する支援に資

する事業

七 地域子育て支援拠 利用希望把握調査等により把握した，地域子育て支援拠点

点事業 事業の希望利用日数等に基づき，居宅より容易に移動する

ことが可能な範囲で利用できるよう配慮しながら，計画期

間内における適切と考えられる目標事業量を設定すること。

八 一時預かり事業 利用希望把握調査等により把握した，小学校就学前子ども

を一時的に第三者に預けた日数（幼稚園の預かり保育を利

用した日数（幼稚園の預かり保育を定期的に利用した場合

を除く。）を含む。）の実績に，今後の利用希望を加えたも

のを勘案して，子育て援助活動支援事業等の他の事業によ

る対応の可能性も勘案しながら，計画期間内における適切

と考えられる目標事業量を設定すること。

九 病児保育事業 以下のいずれかの方法で設定すること。

一 法第十九条第一項第二号又は第三号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する子どもの数を病児保育事業の利用

可能性がある者と捉えた上で，利用希望把握調査等によ

り把握した事業の利用実績及び利用希望を勘案して，計

画期間内における適切と考えられる目標事業量を設定す

ること。

二 利用希望把握調査等により把握した事業の利用実績及

び利用希望を勘案して，市町村が適切と考える区域ごと

に整備されるよう，計画期間内における適切と考えられ
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る目標事業量を設定すること。

十 子育て援助活動支 利用希望把握調査等により把握した，子どもを一時的に第

援事業 三者に預けた日数（幼稚園の預かり保育を定期的に利用し

た場合を除く。）の実績に基づき，一時預かり事業等の他の

事業による対応の可能性も勘案しながら，計画期間内にお

ける適切と考えられる目標事業量を設定すること。

十一 妊婦に対して健 母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第十三条第二

康診査を実施する 項の規定による厚生労働大臣が定める望ましい基準及び各

事業 年度の同法第十五条に規定する妊娠の届出件数を勘案して，

計画期間内における適切と考えられる目標事業量を設定す

ること。

別表第四 市町村子ども・子育て支援事業計画任意記載事項

事 項 内 容

一 市町村子ども・子 市町村子ども・子育て支援事業計画に係る法令の根拠，基

育て支援事業計画の 本理念，目的等を記載すること。

理念等

二 産後の休業及び育 育児休業満了時（原則一歳到達時）からの特定教育・保育

児休業後における特 施設又は特定地域型保育事業の利用を希望する保護者が，

定教育・保育施設等 育児休業満了時から利用できるような環境を整えることが

の円滑な利用の確保 重要であることに留意しつつ，産前・産後休業，育児休業

に関する事項 期間中の保護者に対する情報提供や相談支援等，特定教育

・保育施設又は特定地域型保育事業の計画的な整備等，各

市町村の実情に応じた施策を定めること。

三 子どもに関する専 児童虐待防止対策の充実，母子家庭及び父子家庭の自立支

門的な知識及び技術 援の推進，障害児施策の充実等について，都道府県が行う

を要する支援に関す 施策との連携に関する事項及び各市町村の実情に応じた施

る都道府県が行う施 策を定めること。

策との連携に関する

事項

四 労働者の職業生活 仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し及び仕事

と家庭生活との両立 と子育ての両立のための基盤整備について，各市町村の実

参考資料３



- 46 -

が図られるようにす 情に応じた施策を定めること。

るために必要な雇用

環境の整備に関する

施策との連携に関す

る事項

五 市町村子ども・子 市町村子ども・子育て支援事業計画の作成の時期を定める

育て支援事業計画の こと。

作成の時期

六 市町村子ども・子 市町村子ども・子育て支援事業計画の期間（五年間）を定

育て支援事業計画の めること。

期間

七 市町村子ども・子 各年度における市町村子ども・子育て支援事業計画の達成

育て支援事業計画の 状況を点検及び評価する方法等を定めること。

達成状況の点検及び

評価

別表第五 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画必須記載事項

事 項 内 容

一 都道府県設定区域 都道府県設定区域の趣旨及び内容，各都道府県設定区域の

の設定 状況等を定めること。

二 各年度における教 一 各年度における教育・保育の量の見込み

育・保育の量の見込 別表第六の参酌標準を参考として，各年度における都道

み並びに実施しよう 府県全域及び都道府県設定区域について，認定区分ごとの

とする教育・保育の 教育・保育の量の見込みを定め，その算定に当たっての考

提供体制の確保の内 え方を示すこと。

容及びその実施時期 二 実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及

びその実施時期

認定区分ごと及び特定教育・保育施設（特定教育・保育

施設に該当しない幼稚園を含む。）又は特定地域型保育事業

の区分ごとの提供体制の確保の内容及びその実施時期を定

めること。
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三 子ども・子育て支 都道府県設定区域ごとの認定こども園の目標設置数及び設

援給付に係る教育・ 置時期，幼稚園及び保育所から認定こども園への移行に必

保育の一体的提供及 要な支援その他認定こども園の普及に係る基本的考え方等

び当該教育・保育の を定めるほか，教育・保育及び地域子ども・子育て支援事

推進に関する体制の 業の役割，提供の必要性等に係る基本的考え方及びその推

確保の内容に関する 進方策，地域における教育・保育施設及び地域型保育事業

事項 を行う者の連携並びに認定こども園，幼稚園及び保育所と

小学校等との連携の推進方策を定めること。

四 特定教育・保育及 特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子

び特定地域型保育を ども・子育て支援事業に従事する者の確保又は質の向上の

行う者並びに地域子 ために講ずる措置に関する事項（特定教育・保育及び特定

ども・子育て支援事 地域型保育を行う者の見込み数を含む。）等を定めること。

業に従事する者の確

保及び資質の向上の

ために講ずる措置に

関する事項

五 子どもに関する専 児童虐待防止対策の充実，社会的養護体制の充実，母子家

門的な知識及び技術 庭及び父子家庭の自立支援の推進並びに障害児施策の充実

を要する支援に関す 等について，都道府県の実情に応じた施策及びその実施の

る施策の実施に関す ために必要な市町村との連携に関する事項を定めること。

る事項並びにその円

滑な実施を図るため

に必要な市町村との

連携に関する事項

別表第六 教育・保育の参酌標準

事 項 内 容

法第十九条第一項各号 市町村子ども・子育て支援事業計画における数値を都道府

に掲げる小学校就学前 県設定区域ごとに集計したものを基本として，第三の五の

子どもに係る教育・保 １を踏まえて都道府県設定区域ごとの広域調整を行ったも

育 のを定めること。
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別表第七 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画任意記載事項

事 項 内 容

一 都道府県子ども・ 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に係る法令の根

子育て支援事業支援 拠，基本理念，目的及び特色等を記載すること。

計画の基本理念等

二 市町村の区域を超 市町村子ども・子育て支援事業計画の作成時及び特定教育

えた広域的な見地か ・保育施設の利用定員の設定時における都道府県と市町村

ら行う調整に関する の協議及び調整等に係る事項を定めること。

事項

三 教育・保育情報の 事業者が提供する教育・保育に係る教育・保育情報の公表

公表に関する事項 に関する実施体制の整備を始めとする教育・保育情報の公

表に関する事項を定めること。

四 労働者の職業生活 仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し及び仕事

と家庭生活との両立 と子育ての両立のための基盤整備について，各都道府県の

が図られるようにす 実情に応じた施策を定めること。

るために必要な雇用

環境の整備に関する

施策との連携に関す

る事項

五 都道府県子ども・ 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成の時期を

子育て支援事業支援 定めること。

計画の作成の時期

六 都道府県子ども・ 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の期間（五年間）

子育て支援事業支援 を定めること。

計画の期間

七 都道府県子ども・ 各年度における都道府県子ども・子育て支援事業支援計画

子育て支援事業支援 の達成状況を点検及び評価する方法等を定めること。

計画の達成状況の点

検及び評価

参考資料３


